
民法（債権関係）部会資料 ３７ 

 

民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(9) 

 

目 次 

 

第１ 債権譲渡 ..................................................................... 1 

１ 譲渡禁止特約 ................................................................. 1 

(1) 譲渡禁止特約の第三者への対抗の可否 ......................................... 1 

(2) 譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合の具体的な制度設計の在り方 ......... 6 

ア 譲受人の主観に関する要件................................................. 6 

イ 譲渡禁止特約付債権の差押え・転付命令による債権の移転..................... 8 

ウ 譲渡禁止特約の主張権者................................................... 8 

エ 債務者の承諾............................................................ 10 

オ 将来債権の譲渡後に付された譲渡禁止特約の対抗の可否...................... 11 

(3) 譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合の譲渡禁止特約の効力 .............. 13 

ア 譲渡禁止特約に違反する譲渡の効力........................................ 13 

イ 相対的効力案を採用する場合の譲渡禁止特約の効力の制限.................... 19 

２ 対抗要件制度 ................................................................ 25 

(1) 第三者対抗要件............................................................ 25 

ア 対抗要件制度の基本的な在り方............................................ 25 

イ 登記優先ルールを採用する場合における登記制度の在り方.................... 32 

ウ 民法上の対抗要件制度の見直し............................................ 36 

(2) 債務者対抗要件（権利行使要件） ............................................ 39 

(3) 債務者の行為準則の整備 .................................................... 43 

３ 抗弁の切断 .................................................................. 48 

(1) 異議をとどめない承諾による抗弁の切断 ...................................... 48 

(2) 債権譲渡と相殺の抗弁 ...................................................... 50 

４ 将来債権譲渡 ................................................................ 53 

(1) 将来債権譲渡とその対抗要件 ................................................ 53 

(2) 公序良俗の観点からの将来債権譲渡の効力の限界 .............................. 55 

(3) 譲渡人の地位の変動に伴う将来債権譲渡の効力の限界 .......................... 56 

第２ 証券的債権及び有価証券に関する規定の整備..................................... 63 

１ 証券的債権に関する規定 ...................................................... 63 

２ 有価証券に関する規定 ........................................................ 65 

３ 有価証券に関する通則的な規定の内容 .......................................... 67 

(1) 有価証券に関する規定の適用範囲等 .......................................... 67 

  



(2) 指図証券に関する規律 ...................................................... 70 

ア 譲渡の要件.............................................................. 70 

イ 裏書の方式等............................................................ 71 

ウ 裏書の連続と善意取得.................................................... 73 

エ 抗弁の切断.............................................................. 76 

オ 権利行使方法............................................................ 78 

カ 履行遅滞................................................................ 79 

キ 支払免責................................................................ 80 

(3) 持参人払証券に関する規律 .................................................. 82 

ア 譲渡の要件.............................................................. 82 

イ 善意取得................................................................ 82 

ウ 抗弁の切断.............................................................. 84 

エ 権利行使方法............................................................ 85 

オ 履行遅滞................................................................ 86 

カ 支払免責................................................................ 87 

(4) 有価証券を喪失した場合に関する規律 ........................................ 88 

ア 有価証券の失権.......................................................... 88 

イ 有価証券喪失の場合の権利行使方法........................................ 89 

特例法上の債権譲渡登記に関する指摘事項............................................. 91 

別紙 比較法資料 ................................................................... 1 

〔ドイツ民法〕 ..................................................................... 1 

〔ドイツ商法〕 ..................................................................... 2 

〔フランス民法〕 ................................................................... 2 

〔フランス商法典〕 ................................................................. 3 

〔フランス民法改正草案（カタラ草案）〕............................................... 4 

〔アメリカ統一商事法典（ＵＣＣ）〕................................................... 5 

〔ユニドロワ国際商事契約原則２０１０〕.............................................. 6 

〔ヨーロッパ契約法原則〕............................................................ 7 

〔国際取引における債権譲渡に関する条約〕............................................ 8 

 
※ 本資料の比較法部分は，以下の翻訳・調査による。 
 ○ ヨーロッパ契約法原則 

オーレ・ランドーほか編，潮見佳男ほか監訳『ヨーロッパ契約法原則Ⅲ』（法律文化社，

２００８年） 
○ ユニドロワ国際商事契約原則 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translatio

ns/blackletter2010-japanese.pdf（内田貴＝曽野裕夫＝森下哲朗訳） 

 ○ 国際取引における債権譲渡に関する条約 

池田真朗「ＵＮＣＩＴＲＡＬ国際債権譲渡条約草案」ＮＢＬ７２２号３７頁以下 

○ ドイツ民法・ドイツ商法・フランス民法・フランス商法典・フランス民法改正草案（カ

  



  

タラ草案） 
石川博康 東京大学社会科学研究所准教授・法務省民事局参事官室調査員，石田京子 早

稲田大学法務研究科助教・法務省民事局参事官室調査員，大澤彩 法政大学法学部准教

授・法務省民事局参事官室調査員，角田美穂子 一橋大学大学院法学研究科准教授・法務

省民事局参事官室調査員，幡野弘樹 立教大学法学部准教授・前法務省民事局参事官室調

査員 

○ アメリカ統一商事法典 
内田貴 法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与，石川博康 東京大学社会科学研

究所准教授・法務省民事局参事官室調査員 

 

また，「立法例」という際には，上記モデル法も含むものとする。 

 



第１ 債権譲渡 

１ 譲渡禁止特約 

（比較法） 

各論点の箇所に掲げたもののほか，以下のものを参照 

・ドイツ民法第３９９条 

・ドイツ商法第３５４ａ条 

・フランス商法典Ｌ４４２－６－Ⅱ（ｃ） 

・アメリカ統一商事法典第９－４０６条 

・ユニドロワ国際商事契約原則第９．１．９条 

・ヨーロッパ契約法原則第１１：３０１条、第１１：３０７条 

・国際取引における債権譲渡に関する条約第９条 

 

(1) 譲渡禁止特約の第三者への対抗の可否 

 譲渡禁止特約を第三者に対抗することができるとする枠組みの採否につい

ては，以下のような考え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 民法第４６６条第２項に代えて，譲渡禁止特約は専ら譲渡人と債

務者との間で効力を有するにとどまり，第三者に対抗することができな

い旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 譲渡禁止特約は原則として悪意［又は重過失］（後記(2)ア参照）

の第三者に対抗することができるものとするが，一定の類型の債権につ

いては，譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができない旨の規定を設

けるものとする。 

   譲渡禁止特約を第三者に対抗することができない債権の類型としては，

例えば，金銭債権とするという考え方の当否を検討する。 

【丙案】 譲渡禁止特約は，債権の種類にかかわらず，悪意［又は重過失］

の第三者に対して対抗することができる旨の規定を設けるものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，１(1)「譲渡禁止特約の効力」［４５頁（１０４頁）］

 譲渡禁止特約の効力については，学説上，「物権的」な効力を有するものであり，

譲渡禁止特約に違反する債権譲渡が無効であるとする考え方（物権的効力説）が有

力である。判例は，この物権的効力説を前提としつつ，必要に応じてこれを修正し

ていると評価されている。この譲渡禁止特約は，債務者にとって，譲渡に伴う事務

の煩雑化の回避，過誤払の危険の回避及び相殺の期待の確保という実務上の必要性

があると指摘されているが，他方で，今日では，強い立場の債務者が必ずしも合理

的な必要性がないのに利用している場合もあるとの指摘や，譲渡禁止特約の存在が

資金調達目的で行われる債権譲渡取引の障害となっているとの指摘もされている。

 以上のような指摘を踏まえて，譲渡禁止特約の効力の見直しの要否について検討

する必要があるが，譲渡禁止特約の存在について譲受人が「悪意」（後記(2)ア参照）
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である場合には，特約を譲受人に対抗することができるという現行法の基本的な枠

組みは，維持することとしてはどうか。（略） 

 また，譲渡禁止特約の効力に関連する以下の各論点についても，更に検討しては

どうか。 

（略） 

 ② 譲渡禁止特約の効力についてどのような考え方を採るかにかかわらず，譲渡

禁止特約の存在が，資金調達目的で行われる債権譲渡取引の障害となり得ると

いう問題を解消する観点から，債権の流動性の確保が特に要請される一定の類

型の債権につき，譲渡禁止特約を常に対抗できないこととすべきかどうかにつ

いて，特定の取引類型のみに適用される例外を民法で規定する趣旨であるなら

適切ではないとの意見があることに留意しつつ，更に検討してはどうか。 

   また，預金債権のように譲渡禁止特約を対抗することを認める必要性が高い

類型の債権に，引き続き譲渡禁止特約に強い効力を認めるべきかどうかについ

ても，特定の取引類型のみに適用される例外を民法で規定することについて上

記の意見があることに留意しつつ，検討してはどうか。 

（略） 

【部会資料９－２第１，２(1)［２頁］，

同（関連論点）１から同（関連論点）３まで［５頁］】

 

《参考・現行条文》 

（債権の譲渡性） 

民法第４６６条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さ

ないときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、

その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

（補足説明） 

１ 民法第４６６条第２項は，当事者間の合意により譲渡禁止特約を付すことがで

き，これを「悪意」の第三者に対抗することができるとしている。債権は自由に

譲渡できるのが原則であるとしながら，譲渡禁止特約にこのような強い効力が認

められたことについては，その立法時から批判があったところである。また，近

時では，売掛債権を担保とする方法を始めとする債権譲渡による資金調達が，特

に中小企業にとって重要となっており，これまでの不動産担保や保証による資金

調達に代わり得るものとして積極的に活用しようとする動きがあるが，このよう

な立場からは，譲渡禁止特約が債権譲渡による資金調達の支障となっているとい

う問題が指摘されている。第７回会議では，このような問題が実際に生じている

のか疑問であるとする意見があったが，その後の金融機関等に対する実態調査の

結果によれば，次のような具体的な問題点が指摘されている。すなわち，①譲渡
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禁止特約が力関係において優位にある債務者によって定型的に用いられているこ

とが多く，譲渡禁止特約付債権を譲渡する必要が生じ個別に債務者に承諾を求め

ても，その承諾を得られないことがある，②譲渡禁止特約付債権を譲渡するため

に債務者に承諾を求めると，それによって自らの信用状態に懸念を持たれるおそ

れがあることから，債務者に承諾を求めることなく債権譲渡を断念することがあ

る，③債権譲渡による資金調達は，譲渡の対象となる債権の資産価値（債務者の

信用力）を利用して資金調達をするものであるが，譲渡禁止特約が物権的効力を

有するという理解を前提とすると，譲渡禁止特約付債権による資金調達の場合に

は，最終的に債務者の承諾が得られないと譲渡人に債権の買戻しを求めなければ

ならなくなるため，債務者の信用力だけでなく譲渡人の信用力を勘案する必要が

生じ，その結果，譲渡債権の債務者の信用力が高い場合であっても資金調達に要

するリスクを低減させることができないといった点などである（参考資料５－２

から５－４まで，６－２参照）。このような実態を踏まえ，特に中小企業による資

金調達の可能性を拡充するために，譲渡禁止特約の効力を制限することを求める

意見がある。 

  他方，譲渡禁止特約は，弁済の相手方を固定するという債務者の利益を保護す

るために付されるものであり，実務上，重要な役割を果たしているということも

指摘されている（参考資料６－２，７－２参照）。 

  以上のような状況を踏まえると，譲渡禁止特約の効力の見直しに当たっては，

弁済の相手方を固定するという債務者の利益に配慮しつつ，資金調達の可能性を

阻害しないために，譲渡禁止特約を第三者に対抗することができるという効力を

制限することの当否が検討課題となると考えられる。 

  なお，当部会ではこれまで，債権譲渡による資金調達を阻害しないようにする

という観点から，譲渡禁止特約の効力として相対的効力案（後記(3)ア参照）を採

用することの当否の問題について，審議が行われてきたところ，これについては，

部会の審議やパブリック・コメントの結果でも賛否両論の意見が出されている。

これらの意見の中には，譲渡禁止特約によって債権譲渡による資金調達に支障が

生じているという実態は認めつつも，相対的効力案を採ったとしても，債務者が

第三者に対して譲渡禁止特約を対抗できるという枠組みを維持する限り，譲渡禁

止特約付債権を譲渡する取引が行われるとは思われないというものもあった。そ

こで，このような意見等を踏まえて，ここでは，特約の第三者への対抗の可否を

論点として取り上げることとした。 

  なお，譲渡禁止特約の効力については，第三者に対抗できるという効力が強す

ぎることによって資金調達の支障となっているという問題の他，その効力が不透

明であるという問題が指摘されている（詳細は，後記(3)（補足説明）参照）。譲

渡禁止特約を第三者に対抗できないという結論を採るのであれば，効力の不透明

さの問題は解消されるが，譲渡禁止特約を第三者に対抗できるという枠組みを維

持する場合には，効力の不透明さを可能な限り解消することが必要となる。この

点については，まずは，譲渡禁止特約をめぐる個別の問題を後記(2)で取り上げ，
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(2)で取り上げた譲渡禁止特約に関する制度の在り方を明快に説明するための理

論構成として相対的効力案を採用する考え方の当否を後記(3)で取り上げること

とした。このような構成を採用したのは次の理由による。例えば，最判平成２１

年３月２７日民集６３巻３号４４９頁が，譲渡禁止特約が債務者の利益を保護す

るために付されるということを理由として，譲渡人が譲渡禁止特約を主張できな

いという結論を導いたように，判例は譲渡禁止特約の効力が「物権的効力」であ

るという前提から演繹的に譲渡禁止特約をめぐる個別の問題についての結論を導

いてきたわけではないと解される。そうであれば，このような判例の議論の枠組

みを踏まえたほうが，個別の問題について妥当な結論を導くことが可能であると

いう指摘を踏まえたものである。 

２ 前記のとおり，譲渡禁止特約は強い立場にある債務者によって付されることが

多く，譲渡禁止特約付債権の譲渡は，債務者に承諾を求める前に断念することが

多い上に，承諾を求めた場合も拒絶されることが少なくないと言う。このような

実態を踏まえると，資金調達の可能性を阻害しないようにするためには，譲渡禁

止特約を第三者に対抗することを認めている現在の枠組みを見直すことが必要で

あるとする意見がある。そこで，本文の甲案及び乙案では，債権譲渡による資金

調達を阻害しないようにするのに必要な限度で，譲渡禁止特約を第三者に対抗す

ることができないとする方向で見直すことを提案している。このうち，本文の甲

案は，譲渡禁止特約は当事者間で効力を有するにとどまり，第三者に対して一切

対抗することができないものとすることを提案するものであるが，乙案は，資金

調達のために譲渡されることが想定される一定の類型の債権についてのみ，譲渡

禁止特約を第三者に対抗することができないとすることを提案するものである。 

  乙案を採る場合には，譲渡禁止特約を第三者に対抗することができない債権の

具体的な類型が問題となる。第２５回会議においては，金銭債権一般について，

譲渡禁止特約を第三者に対抗できないとすることが考えられるとの意見があった

ところであり，このような考え方の当否を検討することが考えられる。また，乙

案に関連して，債権の発生原因となる取引の類型に着目した区分をもって譲渡禁

止特約の効力についての例外を規定すべきであるとの意見がある。もっとも，こ

のような方向での意見としては，国際取引における債権譲渡に関する条約第９条

を参考にすべきであるとの指摘はあるものの，具体的な立法提案は示されておら

ず，例外とすべき債権の発生原因を網羅的に民法に列挙することは容易でないと

思われる。このほか，債権の発生原因となる取引のうち特定の類型のものに限っ

て譲渡禁止特約を第三者に対抗することができるとする方向で例外を認めるべき

であるとする意見がある。具体的には，特に預金債権について，大量の事務処理

を要するだけでなく，預金者の要求に応じて円滑に払戻しをしなければならない

という役割を有することに着目して，例外的に譲渡禁止特約を第三者に対抗でき

るとすべきであるという意見がある。このような問題意識については特に異論は

ないと思われるものの，仮に規定を設けるとした場合のその置き場所が民法であ

るかどうかは，問題となり得る。この点については，今般の民法（債権関係）の
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見直しに伴い，預金に関する規定を民法に設けるかどうか（中間的な論点整理第

５２，１０［１６９頁（４１７頁）］）とも関連する。 

  具体的な立法提案としては，甲案のような考え方に基づき，民法第４６６条第

２項の削除を提案するものがある（参考資料２［研究会試案］・１６７頁）。もっ

とも，この立法提案については，実際に譲渡禁止特約の合意をした段階で譲受人

がそれに関与していたような場合には，譲渡禁止特約の効力を当該譲受人に対抗

することができるとの説明がされている。 

３ 甲案又は乙案の考え方を採用する場合には，これまで譲渡禁止特約によって保

護されてきたと言われる債務者の利益について，別途保護する規定を設けること

の要否を検討することが必要となる。このような債務者の利益としては，具体的

に，①譲渡に伴う事務手続の煩雑化の回避，②過誤払の危険の回避及び③相殺の

期待の確保といった点が挙げられている。 

  このうち，上記①の譲渡に伴う事務手続の煩雑化の回避については，特に預金

債権のように迅速に大量な決済をしなければならない取引にかかる債権について，

このような問題意識が示されており，このような債権について例外を認めること

が別途検討対象となり得るのは前記のとおりである。このほか，この点について

は，事務手続の増加に伴い発生した費用を譲渡人又は譲受人に請求することがで

きる旨の明文の規定を新たに設けること（この問題は弁済の項についての部会資

料で別途取り上げる。）によって対応すればよいとの意見や，事務手続の煩雑化防

止という債務者の利益よりも，債権を譲渡したいという債権者の利益の方が保護

されるべきであるとの意見も主張されている。 

  上記②の過誤払の危険の回避については，債務者からは知り得ない譲受人の主

観によって譲渡禁止特約の対抗の可否が決せられる現在の枠組みの下では，いず

れにしても債務者にとって弁済をすべき相手方が不明確な場合が多く，過誤払の

危険はもともと現行法にも内在しているのではないかという意見がある。これに

対して，譲渡禁止特約を第三者に対抗することができないとした場合には，常に

対抗要件を備えた譲受人に弁済すればよいので債務者の行為準則は明確になり，

債権が多重に譲渡される紛争に巻き込まれた場合については，債務者の行為準則

の整備（後記２(3)参照）のほか，準占有者に対する弁済の規定（民法第４７８条）

や弁済供託の制度（同法第４９４条）によって，過誤払の危険の防止という債務

者の利益が保護されると考えられる。 

  上記③の相殺の期待の確保については，債権譲渡がされた場合に相殺の抗弁を

譲受人に対抗することができる範囲が問題となる（中間的な論点整理第１８，４

(2)［６９頁（１６４頁）］）。この問題については，後記３(2)で別途取り上げるこ

ととするが，甲案又は乙案を採用するのであれば，少なくとも，現在，債務者が

譲渡禁止特約を付すことにより有している相殺の期待を損なわないようにするた

めに，広く相殺の抗弁を対抗することを認める旨の規定を設けることが必要にな

ると考えられる。具体的には，ヨーロッパ契約法原則第１１：３０７条のように，

従来無制限説と呼ばれていた考え方よりも広く，債権譲渡の時点で未発生の債権
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を自働債権とする場合についても，一定の範囲で相殺の抗弁を対抗することがで

きるとする考え方について検討する必要がある。 

  以上のように，譲渡禁止特約の効力を制限しても，特約によって債務者が現在

享受している利益を保護することは可能であるとの意見もあるので，これらの意

見も踏まえつつ，検討する必要がある。 

  なお，甲案及び乙案の考え方に対しては，譲渡禁止特約を第三者に対抗するこ

とができないとしても，当事者間で譲渡禁止特約の効力が認められるのであれば，

譲渡禁止特約付債権の譲渡は契約違反となるため，当該債権を譲渡の対象としな

いのが通常であり，資金調達の促進にはつながらないとの指摘があり，この立場

から，譲渡禁止特約を当事者間でも無効とすることを求める意見がある。このよ

うな考え方をも検討対象とするかどうかについて，どのように考えるか。 

４ 以上に対して，丙案は，債権の種類にかかわらず，悪意［又は重過失］の第三

者に対して譲渡禁止特約を対抗することができるものとする現行法の基本的な枠

組みを維持する考え方である。具体的な立法提案としても，同様の考え方を採用

するものが提示されている（参考資料１［検討委員会試案］・２２０頁）。第７回

会議では，この考え方を支持する意見があった。 

５ 諸外国の立法例では，譲渡禁止特約の第三者に対する効力を制限するものが多

いと言われている。詳細については，別紙比較法資料を参照されたい。 

 

(2) 譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合の具体的な制度設計の在り方 

ア 譲受人の主観に関する要件 

  譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合に，債務者が譲渡禁止特約

を対抗するための譲受人の認識に関する要件については，以下のような考

え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 譲渡禁止特約の存在について悪意又は重過失の譲受人に対して，

譲渡禁止特約を対抗することができる旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 譲渡禁止特約の存在について悪意の譲受人に対して，譲渡禁止

特約を対抗することができる旨の規定を設けるものとする。 

  また，譲受人の主観に関する要件の主張・立証責任については，債務者

が，譲渡禁止特約の存在に関する譲受人の悪意［又は重過失］の主張・立

証責任を負うことを条文上明らかにするものとしてはどうか。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，１(1)「譲渡禁止特約の効力」［４５頁（１０４頁）］

 （前略）また，譲渡禁止特約の効力に関連する以下の各論点についても，更に検

討してはどうか。 

 ① 譲渡禁止特約の存在に関する譲受人の善意，悪意等の主観的要件は，譲受人

と債務者のいずれが主張・立証責任を負うものとすべきかについて，更に検討

してはどうか。 
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（略） 

【部会資料９－２第１，２(1)［２頁］，

同（関連論点）１から同（関連論点）３まで［５頁］】

○ 中間的な論点整理第１３，１(2)ア「譲受人に重過失がある場合」［４６頁（１

０７頁）］ 

 判例は，譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意の場合だけでなく，存在を知

らないことについて重過失がある場合にも，譲渡禁止特約を譲受人に対抗すること

ができるとしていることから，譲渡禁止特約の効力についてどのような考え方を採

るかにかかわらず，上記の判例法理を条文上明らかにすべきであるという考え方が

ある。このような考え方の当否について，資金調達の促進の観点から，重過失があ

る場合に譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができるとすることに反対する意

見があることにも留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，２(2)ア［７頁］】

 

（補足説明） 

１ 民法第４６６条第２項は，譲渡禁止特約の効力を「善意の第三者」に対抗する

ことができないとしているが，判例（最判昭和４８年７月１９日民集２７巻７号

８２３頁）は，重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるとして，譲渡

禁止特約の存在について，譲受人が善意であっても重過失がある場合には，譲渡

禁止特約の効力を否定することができないとしており，この判例の結論は学説で

もおおむね支持されている。甲案は，このような判例法理を明文化することを提

案するものである。第７回会議においては，この考え方を支持する意見があった。 

  これに対して，近時の判例（最決平成１６年６月２４日金法１７２３号４１頁

（原審：大阪高判平成１６年２月６日金法１７１１号３５頁））には，譲受人が善

意であっても重過失があれば譲渡禁止特約を対抗されることの意味を敷衍して，

譲受人に譲渡禁止特約の有無に関する調査義務を課するような判示をするものが

現れており，債権譲渡による資金調達の促進の観点から問題が生じているとの指

摘がある。このような問題意識を踏まえて，譲受人が善意であれば，重過失があ

る場合であっても，譲渡禁止特約を対抗されないとすべきであるとする意見が有

力に主張されている。乙案は，このような考え方を踏まえて，譲受人が善意であ

る場合には，重過失があるときであっても，債務者は譲渡禁止特約を対抗するこ

とができないとすることを提案するものである。第２２回会議でもこの考え方を

支持する意見があった。また，第７回会議においては，善意重過失の場合にも譲

渡禁止特約の効力を譲受人に対抗できるとすると，譲渡禁止特約が付されている

ことが，一定程度社会で広く認知されているものについて，当然に譲渡禁止特約

を対抗できるということになるのではないかとの指摘もあった。 

  なお，甲案と乙案のいずれを採用するかについては，譲受人の利益と債務者の

利益の調和の観点から決せられるべき問題であるとの指摘があるところであり，
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この問題を単独で検討するのではなく，譲渡禁止特約に関する制度全体のバラン

スに留意しつつ検討する必要があると考えられる。 

２ なお，譲渡禁止特約の存在についての譲受人の主観に関する要件については，

主張・立証責任の分配の在り方も問題となる。この点について，判例（大判明治

３８年２月２８日民録１１輯２７８頁）は，債務者に，譲受人の悪意又は重過失

についての主張・立証責任があるとしているところ，債権が原則として自由に譲

渡できるものであるということを理由として，この判例の結論を支持する見解が

多い。そこで，本文の第２パラグラフでは，この判例法理を明文化することを併

せて提案している。第７回会議でも，この考え方を支持する意見があり，これに

対して特段の異論はなかった。 

 

イ 譲渡禁止特約付債権の差押え・転付命令による債権の移転 

  譲渡禁止特約付債権については，差押債権者が譲渡禁止特約の存在につ

いて悪意［又は重過失］である場合でも，差し押さえることができ，かつ，

転付命令によって移転することができるとする判例法理を明文化するもの

としてはどうか。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，１(3)「譲渡禁止特約付債権の差押え・転付命令に

よる債権の移転」［４８頁（１１７頁）］ 

 譲渡禁止特約付きの債権であっても，差押債権者の善意・悪意を問わず，差押え・

転付命令による債権の移転が認められるという判例法理について，これを条文上も

明確にしてはどうか。 

 

（補足説明） 

  譲渡禁止特約に違反する債権の譲渡が無効であるとすれば，譲渡禁止特約のある

債権を差し押さえることができ，転付命令により債権を移転させることができるか

という点が問題となり得るが，判例（最判昭和４５年４月１０日民集２４巻４号２

４０頁）は，私人間の合意により差押禁止財産を作出することを認めるべきではな

いことから，譲渡禁止特約付債権についても，転付命令による債権の移転を認める

べきであるとしている。この判例法理に対しては，特に異論は見られない。そこで，

本文は，この点に関する明文の規定を設けることを提案するものである。第７回会

議でもこの判例法理を明文化することに賛成する意見があり，これに対して特に異

論はなかった。 

 

ウ 譲渡禁止特約の主張権者 

  譲渡禁止特約の主張権者の範囲に関する規定の要否については，以下の

ような考え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 債務者だけが，譲渡禁止特約を主張することができる旨の規定
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を設けるものとする。 

【乙案】 債務者のほか，譲渡人以外の第三者も，譲渡禁止特約を主張す

ることができる旨の規定を設けるものとする。 

【丙案】 規定を設けないものとする。 

 

（補足説明） 

１ 最判平成２１年３月２７日民集６３巻３号４４９頁（以下この補足説明におい

て「平成２１年判決」という。）は，譲渡禁止特約付債権の譲渡が無効であること

の主張権者に関して，譲渡禁止特約が債務者の利益を保護するために付されるも

のであることを理由として，「譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は，

同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって，

債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情

がない限り，その無効を主張することは許されないと解するのが相当である」と

判示している。 

  この平成２１年判決は，債務者には譲渡禁止特約の存在を理由に譲渡の無効を

主張する独自の利益があることと，譲渡人にはそのような独自の利益が無いこと

を明らかにしているが，譲渡人と債務者以外の第三者が譲渡の無効を主張するこ

との可否については言及していない。そこで，平成２１年判決を前提としてもな

お，譲渡人の破産管財人，差押債権者や，同一債権が多重譲渡された場合の競合

する譲受人等の第三者が，譲渡の無効を主張することができると解する余地があ

るか否かについて，判例の射程の理解をめぐって，見解が対立している。 

  第三者からの無効主張が認められないという見解は，平成２１年判決が，譲渡

禁止特約が債務者の利益を保護するために付されるものであることにあえて言及

していることを重視し，この判決は，いわゆる相対的無効（取消的無効）と同様

に，無効の主張権者を債務者に限定したものであると理解するものである。この

考え方に立つと，最判平成９年６月５日民集５１巻５号２０５３頁（以下この補

足説明において「平成９年判決」という。）の事案のように，譲渡禁止特約付債権

が悪意の譲受人に譲渡され，第三者対抗要件が具備された後に，譲渡人の債権者

によって当該債権が差し押さえられた場合には，平成９年判決とは異なり，その

差押債権者は，債権譲渡の無効を主張する利益がないという結論が導かれるよう

にも思われる。これに対して，平成２１年判決の結論の根拠を禁反言の原則に求

める理解に基づき，平成２１年判決は，第三者からの無効主張の可否について判

断したものではないとして，この点については解釈に委ねられているとする見解

がある。 

  以上のように，債務者以外の第三者に譲渡禁止特約の効力を主張する利益が認

められるかという点については，現在の解釈論は，必ずしも明らかではない状況

にある。この問題は，これまでの部会の議論で明示的に取り上げられてきたもの

ではないが，譲渡禁止特約の効力の透明性を高める観点から，ここで取り上げる

こととしたものである。 
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２ この点についての一つの考え方として，譲渡禁止特約が債務者の利益を保護す

るために付されることに言及した平成２１年判決の趣旨を踏まえて，債務者のみ

が譲渡禁止特約を主張することができる旨の規定を設けることが考えられる。こ

の考え方は，第三者の利益の保護は，詐害行為取消権や否認権などの他の制度に

よって図られるべきであり，譲渡禁止特約の役割ではないとするものである。譲

渡禁止特約に関する具体的な立法提案においても，債務者以外の第三者には譲渡

禁止特約の効力の主張を認めないことを前提としていると理解できるものがある

（参考資料１［検討委員会試案］・２２０頁）。このような考え方を踏まえて，甲

案は，譲渡禁止特約の主張権者を債務者に限定することを提案するものである。 

  他方で，平成２１年判決を前提としてもなお，第三者による譲渡無効の主張を

認める平成９年判決が維持されているという考え方も成り立ち得るところであり，

この考え方からは，債務者と譲渡人以外の第三者も，譲渡禁止特約の効力を主張

することができるとする方向で規定を設けることも考えられる。乙案は，このよ

うな考え方に基づき規定を設けることを提案するものである。もっとも，乙案に

よれば，平成９年判決のような事案において，第三者の利益が保護される結果，

債務者の弁済の相手方の選択権が狭められるという事態が生じ得ることとなるが

（平成９年判決の事案では，債務者が譲渡を承諾した上で譲受人に弁済したとし

ても，当該弁済は有効とは扱われないので，債務者に誤弁済の危険が生じている

ことになる。），このような結論を正当化することは，必ずしも容易ではないよう

に思われる。この点については，平成２１年判決が禁反言の原則に基づき譲渡人

からの譲渡禁止特約の効力の主張を認めないとしたにすぎないと理解する見解も，

第三者による譲渡禁止特約の対抗を積極的に肯定しているわけではなく，第三者

に「特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益」が認められるか疑問

視するものもあることに留意する必要がある。乙案を採る場合には，以上のよう

な問題意識を踏まえて，譲渡禁止特約によって第三者の利益を積極的に保護する

正当化根拠を明らかにする必要があると考えられる。 

  以上に対して，丙案は，この点について解釈に委ねることを前提として，規定

を設けないことを提案するものである。 

 

エ 債務者の承諾 

  譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意[又は重過失]であっても，債

務者が譲渡を承諾した場合には，譲渡禁止特約を対抗することができない

旨の規定を設けることの要否について，どのように考えるか。 

【甲案】 規定を設けるものとする。 

【乙案】 規定を設けないものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，１(2)イ「債務者の承諾があった場合」［４７頁（１

０８頁）］ 
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 譲渡禁止特約の効力についてどのような考え方を採るかにかかわらず，債務者が

譲渡を承諾することにより譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができなくなる

旨の明文規定を設けるものとしてはどうか。 

【部会資料９－２第１，２(2)イ［８頁］】

 

（補足説明） 

１ 譲渡禁止特約の存在について譲受人が悪意［又は重過失］であっても，債務者

が承諾をした場合には，債務者は譲渡禁止特約を対抗することができなくなる。

このことは，譲渡禁止特約が債務者の利益を保護するために付されるものである

ことから，当然に導かれるところであるが，甲案は，重要なルールはできる限り

条文化するという観点から，明文の規定を設けることを提案するものである。 

  また，判例は，譲渡禁止特約に違反する譲渡は，債務者の承諾によって，譲渡

の時に遡って有効になるとした上で（最判昭和５２年３月１７日民集３１巻２号

３０８頁），譲渡禁止特約付債権が譲渡され，第三者対抗要件が具備された後に，

当該債権が差し押さえられた場合において，その後に債務者が譲渡について承諾

をしたときは，民法第１１６条の法意に照らし，第三者の権利を害することはで

きないとしている（前掲最判平成９年６月５日）。これらの判例の結論は自明のこ

ととは言えないため，譲渡禁止特約の効力を明確化する観点から，本文に挙げた

規定に加えて，これらの判例法理を明文化することの要否が問題となり得る。も

っとも，前記ウにおいて，甲案を採用すれば，この判例法理は維持されないと思

われるが，乙案を採用する場合には，この判例法理の明文化が検討課題となるこ

とに留意する必要がある。 

２ 以上に対して，単に債務者の承諾があれば譲渡禁止特約を対抗することができ

ない旨を規定することについては，譲渡禁止特約の趣旨から明らかなことであり，

規定を設ける必要性について疑問視する意見があり得る。そこで，乙案は，債務

者の承諾に関する規定を設けないことを提案するものである。 

 

オ 将来債権の譲渡後に付された譲渡禁止特約の対抗の可否 

  将来債権の譲渡後に，当該債権の発生原因となる契約が締結され譲渡禁

止特約が付された場合における譲渡禁止特約の対抗の可否に関する規定の

要否については，以下のような考え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 債務者は，将来債権の譲受人に対して，譲渡禁止特約を対抗す

ることができない旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 譲渡される債権の性質や，それを発生させる契約の性質に照ら

し，譲渡禁止特約が付されることが取引慣行上一般的である場合には，

譲受人は悪意［又は重過失］とみなされる旨の規定を設けるものとす

る。 

【丙案】 債務者は，将来債権の譲受人に対して，譲渡禁止特約を対抗す
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ることができる旨の規定を設けるものとする。 

【丁案】 規定を設けないものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，１(1)「譲渡禁止特約の効力」［４５頁（１０４頁）］

 （前略）また，譲渡禁止特約の効力に関連する以下の各論点についても，更に検

討してはどうか。 

（略） 

 ③ 将来債権の譲渡をめぐる法律関係の明確性を高める観点から，将来債権の譲

渡後に，当該債権の発生原因となる契約が締結され譲渡禁止特約が付された場

合に，将来債権の譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗することの可否を，立法

により明確にすべきかどうかについて，譲渡禁止特約によって保護される債務

者の利益にも留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，２(1)［２頁］，

同（関連論点）１から同（関連論点）３まで［５頁］】

 

（比較法） 

・ヨーロッパ契約法原則第１１：３０１条 

 

（補足説明） 

１ 将来債権の譲渡後に，当該債権の発生原因となる契約が締結され譲渡禁止特約

が付された場合に，将来債権の譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗することがで

きるかという点については，現在，必ずしも明らかではないと言われている。 

  この点について有力に主張されている見解の一つとして，債権の発生原因たる

契約に譲渡禁止特約が付されると，債権が譲渡性のないものとして発生するため

に，これに先立つ債権譲渡及び当該譲渡に基づく第三者対抗要件の具備があった

としても，債権譲渡の効力は生じないとするものがある。しかし，譲渡禁止特約

によって債権が譲渡性のないものとして発生するというこの見解の前提となって

いる理解の妥当性が疑問視され，今般の見直しの検討対象とされている（後記(3)

参照）。また，上記の見解に対しては，譲渡担保の事案ではあるが，将来の債権は

譲渡契約によって譲渡人から譲受人に「確定的に譲渡されている」とし，譲渡の

目的とされた債権が将来発生したときには，譲受人は，譲渡人の「特段の行為を

要することなく当然に」当該債権を取得できると述べた最判平成１９年２月１５

日民集６１巻１号２４３頁を前提とすると，既に処分してしまった債権について，

譲渡人と債務者との合意によって事後的に譲渡性を失わせることはできないので

はないかという理論的な問題があるとも言われている。 

  この点についてのもう一つの見解として，この場合の譲受人は譲渡禁止特約の

存在について常に善意であるから，債務者は譲渡禁止特約を常に対抗することが

できないとするものもある。しかし，これに対しては，民法第４６６条第２項の

「善意」は，現に譲渡禁止特約が付されていることについての認識を問題とする
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ものであり，譲渡禁止特約が付される前に債権が譲渡された場合には，同項の適

用の余地がないとする批判がある。 

  以上のように，この問題についての解釈論はまだ確立されていない。しかし，

譲渡禁止特約を第三者に対抗できるという枠組みを維持する場合には，この点が

引き続き問題となるため，将来債権譲渡による資金調達の安定性を高める観点か

ら，この点について立法により明確にすべきであるという意見がある。 

２ この点については，前掲最判平成１９年２月１５日との整合性や，将来債権譲

渡の取引の安全を図る観点から，事後的に譲渡禁止特約が付された場合には，債

務者は譲渡禁止特約を主張することができないとすべきであるという考え方があ

る。甲案は，このような考え方に基づいた規定を設けることを提案するものであ

る。もっとも，甲案に対しては，譲渡禁止特約によって保護されるべき債務者の

利益が一切保護されなくなってしまうのが不当ではないかとの批判がある。 

  甲案に対する批判を踏まえて，将来債権の譲受人の予測可能性を損なわない限

度で，譲渡禁止特約を譲受人に対抗できるとすることにより，譲受人と債務者と

の利害を調整すべきとの考え方がある。乙案は，このような考え方を具体化して

明文化することを提案するものである。この考え方による場合には，具体的にど

のような場合に，債務者が譲渡禁止特約を対抗できるかという点が問題となる。

乙案では，譲渡される債権の性質や，その債権を発生させる契約の性質に照らし

て，譲渡禁止特約が付されることが取引慣行上一般的であるか否かという基準が

示されており，これに該当する典型的な例としては，預金債権を挙げることがで

きる。しかし，この考え方に対しては，一般的な基準として必ずしも明確ではな

いという批判があり得ると思われる。 

  以上の考え方に対して，丙案は，債務者の利益保護を重視し，事後的であって

も譲渡禁止特約が付されることによって，債務者は常に譲渡禁止特約を譲受人に

対抗できるとすることを提案するものである。丙案は，譲渡禁止特約によって債

権の譲渡性が失われるという見解から導かれるほか，この見解を採らなくても，

成り立ち得ると思われる。もっとも，丙案に対しては，前掲最判平成１９年２月

１５日との整合性という観点からの批判のほか，将来債権譲渡が行われた後に付

された譲渡禁止特約の効力を常に対抗できるとすると，譲受人に不測の損害をも

たらし得るため，将来債権譲渡による資金調達の安定性を損なうという批判があ

る。 

  以上のように，この問題については考え方が大きく分かれており，いまだ議論

が十分蓄積されているとは言い難い状況にあるとも言える。そこで，丁案は，こ

の点については規定を設けず，今後の解釈に委ねることを提案するものである。 

 

(3) 譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合の譲渡禁止特約の効力 

ア 譲渡禁止特約に違反する譲渡の効力 

  譲渡禁止特約の第三者への対抗を認める場合における譲渡禁止特約に違

反する譲渡の効力に関する規定の在り方について，次のような考え方があ
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り得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 譲渡禁止特約の効力を悪意［又は重過失］の譲受人に対抗でき

る場合にも，譲渡禁止特約に違反する債権譲渡は有効である旨の規定

を設けるものとする。 

【乙案】 譲渡禁止特約を悪意［又は重過失］の譲受人に対して対抗する

ことができる場合には，譲渡禁止特約に違反する債権譲渡は無効であ

る旨の規定を設けるものとする。 

【丙案】 規定を設けないものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，１(1)「譲渡禁止特約の効力」［４５頁（１０４頁）］

 譲渡禁止特約の効力については，学説上，「物権的」な効力を有するものであり，

譲渡禁止特約に違反する債権譲渡が無効であるとする考え方（物権的効力説）が有

力である。判例は，この物権的効力説を前提としつつ，必要に応じてこれを修正し

ていると評価されている。この譲渡禁止特約は，債務者にとって，譲渡に伴う事務

の煩雑化の回避，過誤払の危険の回避及び相殺の期待の確保という実務上の必要性

があると指摘されているが，他方で，今日では，強い立場の債務者が必ずしも合理

的な必要性がないのに利用している場合もあるとの指摘や，譲渡禁止特約の存在が

資金調達目的で行われる債権譲渡取引の障害となっているとの指摘もされている。

 以上のような指摘を踏まえて，譲渡禁止特約の効力の見直しの要否について検討

する必要があるが，譲渡禁止特約の存在について譲受人が「悪意」（後記(2)ア参照）

である場合には，特約を譲受人に対抗することができるという現行法の基本的な枠

組みは，維持することとしてはどうか。その上で，譲渡禁止特約を対抗できるとき

のその効力については，特約に反する債権譲渡が無効になるという考え方（以下「絶

対的効力案」という。）と，譲渡禁止特約は原則として特約の当事者間で効力を有

するにとどまり，債権譲渡は有効であるが，債務者は「悪意」の譲受人に対して特

約の抗弁を主張できるとする考え方（以下「相対的効力案」という。）があること

を踏まえ，更に検討してはどうか。 

 （略） 

【部会資料９－２第１，２(1)［２頁］，

同（関連論点）１から同（関連論点）３まで［５頁］】

 

《参考・現行条文》 

（債権の譲渡性） 

民法第４６６条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さ

ないときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、

その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 
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（補足説明） 

１ 譲渡禁止特約に違反する譲渡の効力については，従来の学説上，譲渡禁止特約

が「物権的」な効力を有し，譲渡禁止特約に違反する譲渡の効力を第三者に対抗

することができないだけではなく，譲渡当事者間でも譲渡は無効であるとする見

解（物権的効力説）が有力であり，判例は，明確な判断を示していないものの，

この物権的効力説を前提としているとされてきた。もっとも，比較的近時の判例

には，譲受人が悪意であっても，債務者がその後に債権譲渡に承諾を与えた場合

には，当該譲渡は譲渡時に遡って有効となるが，第三者の権利を害することはで

きないとしたものや（最判昭和５２年３月１７日民集３１巻２号３０８頁，前掲

最判平成９年６月５日（この補足説明において「平成９年判決」という。）），譲渡

人は，譲渡禁止特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない

としたもの（前掲最判平成２１年３月２７日）など，物権的効力説からは直ちに

導くことができない結論を採るものが現れており，学説上も，物権的効力説に疑

問を呈する見解が有力に主張されるようになっている。第７回会議でも，現行法

の下での譲渡禁止特約の効力は物権的効力であると解されているという理解に対

して，疑問を呈する意見があった。このように，譲渡禁止特約については，特約

を第三者に対抗できるという前提の下で（前記(1)参照）物権的効力説を採用する

と，効力が強すぎるのではないかという問題が従来から指摘されていたが，上記

のように，特約の譲渡そのものに対する効力の不透明さも問題となっている。 

  そこで，譲渡禁止特約の効力については，前記(2)の各論点について規定を設け

ることとなれば，基本的な点は明らかとなるが，これに加えて，譲渡禁止特約に

違反する譲渡の効力を明らかにする規定を設けることの要否が検討課題となる。 

２ 以下においては，前記(2)の各論点について一定の規定を設けることとしてもな

お，法律関係が明確ではないと考えられる場面を，設例１から設例４を用いて示

す。いずれも，Ａを債権者，Ｂを債務者とする甲債権について譲渡禁止特約が付

されている事例で，この甲債権について譲受人Ｃが現れた後，第二譲渡や差押え

等がされるというものである。これらの設例では，共通して，①ＢがＣに対する

債権譲渡を承諾し，Ｃに対して弁済した場合に，Ｂが免責されるかという点と，

②Ｂが第三者Ｄに対して弁済した場合に，ＣがＤに対してどのような請求ができ

るかが問題とされ，これらの点について，特約違反の譲渡も有効であるという前

提に立つ第１案と，特約違反の譲渡は無効であるという前提に立つ第２案という

二つの考え方を示している。 

(1) 設例１ 

ＡがＣ（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲渡し，Ｃが

第三者対抗要件を具備した後，ＡがＤ（譲渡禁止特約の存在について善意無過

失）に対して甲債権を譲渡し，Ｄが第三者対抗要件を具備した場合 

  （第１案） 

   ① Ｂは，Ｃに対する甲債権の譲渡を承諾した上で，Ｃに弁済すれば免責

される。 
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   ② Ｄが弁済を受けた場合には，ＣはＤに対して不当利得返還請求をする

ことができる。 

  （第２案） 

   ① ＢがＣへの甲債権の譲渡を承諾しても，Ｄが債務者対抗要件を具備し

ていた場合には，民法第１１６条ただし書の法意に照らし，ＣはＤに対

して，Ｃへの債権譲渡の効力を主張することができず（平成９年判決参

照），ＢはＣに対して弁済しても免責されない。 

   ② Ｄが弁済を受けた場合には，ＣはＤに対して不当利得返還請求をする

ことができない。 

(2) 設例２ 

ＡがＣ（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲渡し，Ｃが

第三者対抗要件を具備した後，ＡがＤ（譲渡禁止特約の存在について悪意）に

対して甲債権を譲渡し，Ｄが第三者対抗要件を具備した場合 

  （第１案） 

   ① Ｂは，Ｃ又はＤのいずれかに対する甲債権の譲渡を承諾した上で，承

諾した譲渡の譲受人に弁済すれば免責される。 

   ② Ｄが弁済を受けた場合には，ＣはＤに対して不当利得返還請求をする

ことができる。 

  （第２案） 

   ① Ｂは，Ｃ又はＤのいずれかに対する甲債権の譲渡を承諾した上で，承

諾した譲渡の譲受人に弁済すれば免責される。 

   ② Ｄが弁済を受けた場合であっても，ＣはＤに対して不当利得返還請求

をすることができない。 

(3) 設例３ 

ＡがＣ（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲渡し，Ｃが

第三者対抗要件を具備した後，Ａの一般債権者であるＤが甲債権を差し押さえ

た場合 

  （第１案） 

   ① Ｂは，Ｃに対する甲債権の譲渡を承諾した上で，Ｃに弁済すれば免責

される。 

   ② Ｃは，Ｄに対して第三者異議の訴えを提起し，強制執行の不許を求め

ることができる。 

  （第２案） 

   ① Ｄの申立てによる差押命令の送達後に，ＢがＣに対する甲債権の譲渡

を承諾しても，民法第１１６条ただし書の法意に照らし，ＣはＤに対し

て債権譲渡の効力を主張することができず（平成９年判決参照），ＢはＣ

に対して弁済しても免責されない。 

   ② Ｃは，Ｄに対して第三者異議の訴えを提起し，強制執行の不許を求め

ることができない。 
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(4) 設例４ 

ＡがＣ（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲渡し，Ｃが

第三者対抗要件を具備した後，Ａについて破産手続開始の決定がされた場合 

  （第１案） 

   ① Ｂは，Ｃに対する甲債権の譲渡を承諾した上で，Ｃに弁済すれば免責

される。 

   ② ＢがＣに対して弁済した場合，Ａの破産管財人Ｄは，Ｃに対して不当

利得返還請求をすることはできない。他方，ＢがＤに対して弁済した場

合には，Ｃは財団債権となる不当利得返還請求権を取得する（破産法第

１４８条第１項第５号）。 

  （第２案） 

   ① ＢがＣへの甲債権の譲渡を承諾して，Ｃに対して弁済しても免責され

ない。 

   ② ＢがＣに対して弁済した場合に，Ａの破産管財人Ｄは，Ｃに対して不

当利得返還請求をすることができる。他方，債権の譲渡代金が支払われ

ている場合には，ＣはＡの破産管財人Ｄに対して，不当利得返還請求権

を取得することがあるが，これは破産債権になる（破産法第２条第５号）。 

３ 第１案と第２案の違いは以下の点にある。まず，第１案は，債務者が弁済の相

手方を自由に選択することができるのに対し，第２案は，債務者が，競合する債

権者や差押債権者の相互間で最終的に優先する者に対して弁済しなければならな

いとするものであるため，債務者にとっては第２案の方が誤弁済の危険を負う。

また，第１案によると，債務者による有効な弁済の後に，競合する債権者や差押

債権者の相互間で，不当利得返還請求等による清算処理が必要になるが，第２案

によれば，債権の譲受人間等の中で最終的に優先する者に対して債務者が弁済し

なければならないので，清算処理が不要となる。さらに，設例２においては，第

１案によると，債務者による弁済の相手方の選択結果にかかわらず，譲受人間で

は，先に対抗要件を具備した譲受人が優先することになるが，第２案によると，

債務者による弁済の相手方の選択結果が，譲受人間の優劣を決することになる。 

  これらの考え方の違いの背景には，譲渡禁止特約によって保護される利益の捉

え方の違いがあると考えられる。すなわち，第１案は，譲渡禁止特約は，専ら債

務者の利益を保護するものであり，第三者の利益を保護するものではないという

理解を前提とするものであるのに対して，第２案は，譲渡禁止特約は，債務者の

利益のみならず，債務者以外の者の利益をも保護するものであり，その結果とし

て，債務者の利益保護が後退することがあってもやむを得ないという理解を前提

とするものであると言える。この点についての考え方は，前記(2)ウの問題とも関

係するところである。 

  第１案に対しては，債務者による有効な弁済の後に，競合する債権者や差押債

権者の相互間で不当利得返還請求権が発生することから，法律関係を複雑にする

との批判がある。もっとも，このような法律関係は，動産及び債権の譲渡の対抗
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要件に関する民法の特例等に関する法律によって，債権譲渡の第三者対抗要件と

債務者対抗要件とが分離することが認められていることにより，現在でも生じて

いるものであることに留意する必要がある。 

４ 譲渡禁止特約の効力については，これまで二つの考え方が提示されている。一

つは，譲渡禁止特約は相対的な効力を有するにとどまり，譲渡禁止特約違反の債

権譲渡は有効であるが，債務者は，悪意［又は重過失］の第三者に対して，譲渡

禁止特約の抗弁を主張することができるという考え方（以下「相対的効力案」と

いう。）であり，もう一つは，譲渡禁止特約は絶対的な効力を有するので，譲渡禁

止特約違反の債権譲渡は無効であるという考え方（以下「絶対的効力案」という。）

である。相対的効力案は，譲渡禁止特約違反の債権譲渡を有効と考える点で，従

来の債権的効力説と共通するものであり，他方，絶対的効力案は，譲渡禁止特約

違反の債権譲渡を無効と考える点で，従来の物権的効力説と共通するものである。 

  これらのいずれの考え方によっても，前記(2)の各論点の結論やこの補足説明２

の各設例における考え方（第１案又は第２案）との整合性を図ることは可能であ

ると思われるが，譲渡禁止特約の効力の透明性を高める観点からは，これらの結

論等をより明快に説明できる案を採用することが望ましい。前記(2)の各論点の結

論やこの補足説明２の各設例における考え方と譲渡禁止特約の効力との関係は，

以下のように整理することができると考えられる。 

  ① 「(2)ウ 譲渡禁止特約の主張権者」 

    債務者のみが譲渡禁止特約を主張することができるとする甲案を採る場合

には，相対的効力案の方が整合的である。他方，絶対的効力案からは，債権

譲渡が無効となる以上，特約を主張できる者の範囲は限定されないはずであ

るが，相対的無効であるとして，甲案を説明することは可能であると思われ

る。 

    他方，第三者も譲渡禁止特約を主張することができるとする乙案を採る場

合には，絶対的効力案の方が親和的である。しかし，この場合に，譲渡が無

効であるにもかかわらず，譲渡人からの無効主張が制限される点は，それを

説明するための論理を絶対的効力案に付加する必要がある。 

  ② 「(2)エ 債務者の承諾」 

    債務者の承諾がある場合に，債務者が譲渡禁止特約を対抗できなくなるこ

とは，相対的効力案と絶対的効力案のいずれからも説明が可能である。もっ

とも，絶対的効力案からは，債務者の承諾によって譲渡が遡及的に有効にな

るというやや技巧的な説明を要することになる。 

  ③ この補足説明２の各設例の考え方 

    設例１から４までを通じて，第１案は，譲渡禁止特約違反の債権譲渡が有

効であるという前提であるから，相対的効力案と整合的である。他方，第２

案は，譲渡禁止特約違反の債権譲渡が無効であるという前提であるから，絶

対的効力案と整合的である。 

  本文の甲案は，以上のような問題意識を踏まえ，譲渡禁止特約に違反する債権
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譲渡の効力について，相対的効力案を採用することを前提とする規定を設けるこ

とを提案するものである。他方，絶対的効力案を採用することを前提とする規定

を設けることを提案するのが本文の乙案である。 

  相対的効力案に対しては，譲渡禁止特約が専ら債務者の利益を保護するもので

あることを重視して前記(2)の各論点やこの補足説明２の各設例の結論を導く立

場から，その法律関係を明快に説明できるという評価がある。他方，債権が多重

に譲渡された場合の譲受人間の関係と債務者の弁済の相手方が分離することで，

法律関係が複雑になるという前記の批判があるほか，債権譲渡を有効としつつも

譲受人は債権回収を行うことができず，譲渡人や譲渡人の破産管財人等も債権回

収のインセンティブが働かないために，デッドロック状態に陥るのではないかと

の指摘がある。もっとも，後者の指摘については，相対的効力案を採用した場合

における対応の要否について，別途検討することが考えられる（後記イ参照）。 

  他方，絶対的効力案に対しては，現在の裁判実務との連続性があると評価する

意見があるものの，特に前記(2)ウ及びエについては，どのような結論を採る場合

であっても，絶対的効力案からは説明が技巧的になるという難点があり（上記①

から③まで参照），譲渡禁止特約の効力が不透明であるという現状が必ずしも改善

されないことになる。また，絶対的効力案は，譲渡禁止特約に違反する譲渡がさ

れた場合に，譲渡は無効になるが譲渡契約は有効であるとするものなのか，譲渡

だけでなく譲渡契約も無効となるとするものかという点についても議論があり，

その内容が必ずしも明らかではないという問題がある。これは，譲渡禁止特約に

違反して債権が譲渡された場合における，譲受人の譲渡人に対する請求の法律構

成にも関連する問題である（譲渡契約が無効であれば不当利得返還請求の問題と

なるが，譲渡契約が有効であれば債務不履行責任の問題となる。）。この点につい

て，第７回会議では，現在の通説とされる物権的効力説の考え方の下で，譲渡禁

止特約に違反する譲渡によって，譲渡契約自体が無効となる見解が有力であると

いう紹介があったが，これに対しては異論があり得ると思われる。絶対的効力案

を採用する場合には，この点も明確にすることを検討する必要がある。 

  以上に対して，本文の丙案は，特段の規定を設けず，現状のまま解釈に委ねる

ことを提案するものである。 

 

イ 相対的効力案を採用する場合の譲渡禁止特約の効力の制限 

  前記アで，相対的効力案を前提として，甲案を採用する場合には，さら

に，以下の①から③までのうち全部又は一部の規定を設けるという考え方

があり得るが，どのように考えるか。 

① 譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意［又は重過失］であっても，

譲渡人［又は譲受人］が，債務者に対して譲渡人への履行を催告したに

もかかわらず，相当期間内に債務者が履行しないとき（ただし，債務不

履行による責任を負わないときを除く。）には，債務者は譲受人に譲渡禁

止特約を対抗することができないものとする。 
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② 譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意［又は重過失］であっても，

譲渡人について破産手続開始の決定，再生手続開始の決定又は更生手続

開始の決定があった場合には，債務者は，これらの決定前に第三者対抗

要件を具備していた譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗することができ

ない旨の規定を設けるものとする。 

③ 譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意［又は重過失］であっても，

譲渡禁止特約付債権についての差押えに対して，譲受人による第三者異

議の訴えにより，強制執行の不許が認められた場合には，債務者は譲受

人に対して譲渡禁止特約を対抗することができない旨の規定を設けるも

のとする。 

  なお，②又は③に基づく規定を設ける場合には，債務者対抗要件（権

利行使要件）の具備後，②又は③所定の事由の発生を債務者が知った時

［知ることができた時］までに生じた抗弁を，譲受人に対抗できるとす

る規定の要否について，更に検討するものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，１(2)ウ「譲渡人について倒産手続の開始決定があ

った場合」［４７頁（１０８頁）］ 

 譲渡人につき倒産手続の開始決定があった場合において，譲渡禁止特約の効力に

ついて相対的効力案（前記(1)参照）を採るとしたときは，管財人等が開始決定前

に譲渡されていた債権の回収をしても，財団債権や共益債権として譲受人に引き渡

さなければならず，管財人等の債権回収のインセンティブが働かなくなるおそれが

あるという問題がある。このような問題意識を踏まえて，譲渡人について倒産手続

の開始決定があったとき（倒産手続開始決定時に譲受人が第三者対抗要件を具備し

ているときに限る。）は，債務者は譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができな

いという規定を設けるべきであるという考え方が示されている。このような考え方

に対しては，債務者は譲渡人について倒産手続開始決定がされたことを適時に知る

ことが容易ではないという指摘や，債務者が譲渡人に対する抗弁権を譲受人に対抗

できる範囲を検討すべきであるという指摘がある。そこで，このような指摘に留意

しつつ，仮に相対的効力案を採用した場合に，上記のような考え方を採用すること

の当否について，更に検討してはどうか。 

 また，上記の考え方を採用する場合には，①譲渡人の倒産手続の開始決定後に譲

渡禁止特約付債権を譲り受け，第三者対抗要件を具備した譲受人に対して，債務者

が譲渡禁止特約を対抗することの可否について，検討してはどうか。さらに，②譲

渡禁止特約の存在について悪意の譲受人に対して譲渡がされた後，譲渡人の債権者

が譲渡禁止特約付債権を差し押さえた場合も，複数の債権者が債権を奪い合う局面

である点で，倒産手続が開始された場面と共通することから，譲渡禁止特約の効力

について上記の考え方が適用されるべきであるという考え方がある。このような考

え方を採用することの当否についても，検討してはどうか。 

20



【部会資料９－２第１，２(2)ウ［８頁］】

○ 中間的な論点整理第１３，１(2)エ「債務者の債務不履行の場合」［４８頁（１

１０頁）］ 

 譲渡禁止特約の効力について仮に相対的効力案（前記(1)参照）を採用した場合

には，譲受人は債務者に対して直接請求することができず，他方，譲渡人（又はそ

の管財人等）は譲渡した債権を回収しても不当利得返還請求に基づき譲受人に引き

渡さなければならないこととなるため，譲渡人につき倒産手続の開始決定があった

とき（上記ウ）に限らず，一般に，譲渡人に債権回収のインセンティブが働かない

状況が生ずるのではないかという指摘がある。このような問題意識への対応とし

て，譲渡人又は譲受人が，債務者に対して（相当期間を定めて）譲渡人への履行を

催告したにもかかわらず，債務者が履行しないとき（ただし，履行をしないことが

違法でないときを除く。）には，債務者は譲受人に譲渡禁止特約を対抗することが

できないとする考え方が示されている。このような考え方の当否について，検討し

てはどうか。 

 

（補足説明） 

１ 相対的効力案（前記ア参照）を前提とすると，譲渡人や，譲渡人が破産した場

合の破産管財人等は，譲渡した債権を回収しても不当利得として譲受人に引き渡

さなければならないこととなる。このため，譲渡人等に債権回収のインセンティ

ブが働かない状況が生じ得る一方で，譲受人は債務者に対して請求することがで

きない（譲渡禁止特約の抗弁を主張される）ために，デッドロック状態に陥るの

ではないかという問題が指摘されており，この問題に対応するための規定を設け

ることの要否が検討課題となる。第７回会議では，このような問題意識に賛意を

示す意見があった。 

２ この問題に対応するための規定を設ける考え方の中には，債務者が債務を履行

しないことにつき債務不履行責任を負う場合には，悪意［又は重過失］の譲受人

であっても直接取り立てることを認めることにより，デッドロック状態を回避す

ることを提案するものがある。本文の①は，このような考え方を提案するもので

ある。確かに，債務者が債務不履行責任を負う場合には，債務者から回収するた

めに費用や手間がかかり得るにもかかわらず，譲渡人は回収した金銭を全て引き

渡さなければならないとすると，この考え方が適用される場面は，譲渡人に債権

回収のインセンティブが働かないおそれが特に強いので，規定を設ける意義があ

るように思われる。 

  もっとも，債務者が債務不履行責任を負うことを根拠として譲渡禁止特約の効

力を否定するのであれば，催告手続等を不要とし，端的に債務者が債務不履行責

任を負う場合に，譲渡禁止特約の効力を否定するという考え方があり得ると思わ

れる。他方で，弁済の相手方を固定するという債務者の利益の保護を重視すると，

本文①のように，譲渡禁止特約の効力が否定される前の段階から，譲渡禁止特約

21



を対抗される譲受人が催告することができるとすることについては異論があり得

ると思われる（このため，譲受人が催告できるとすることについては，ブラケッ

トを付して提案している）。そこで，債務者が債務を履行しないことにより債務不

履行責任を負うにもかかわらず，譲渡人又は債務者から譲渡禁止特約を対抗され

ない譲受人が債務の履行を請求しない場合に，債務者が譲渡禁止特約を譲受人に

対抗できないとする考え方もあり得る。以上のような考え方（本文①の別案）も

検討対象となり得ると考えられるが，どのように考えるか。 

３ 本文①とは別に，相対的効力案を前提とすると，譲渡人に破産手続開始の決定，

再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があった場合に，破産管財人等の債

権回収のインセンティブが失われ得るので，その対応が必要であるという指摘が

ある。これは，相対的効力案を前提とすると，破産管財人等が債権を回収したと

しても，譲受人に対して回収額相当の不当利得返還債務を負うことになるため，

破産管財人等による積極的な債権回収を期待できなくなるという問題意識による

ものである。このような問題意識に基づき，譲渡人について破産手続開始決定等

がされた場合は，債務者は，その決定前に第三者対抗要件を具備していた譲受人

に対して譲渡禁止特約を対抗することができないものとするという考え方がある。

複数の債権者が債権を奪い合う局面となった場合には，債務者の利益よりも譲受

人の利益が保護されるべきであり，譲渡禁止特約の効力が失われることが正当化

されるとするものである。また，譲渡禁止特約付債権が差し押さえられた場合に，

債務者は譲渡禁止特約を対抗できないという現行法下の判例法理を踏まえると，

包括的執行と位置付けられる破産手続開始決定等の場面でも債務者が譲渡禁止特

約を対抗できなくなるとすることが連続的であるという指摘もある。本文の②は，

このような考え方に基づき，その旨の規定を設けることを提案するものである。 

  本文の②に対しては，債務者対抗要件（権利行使要件）の具備後，譲渡人に破

産手続開始決定等がされるまでに生じた債務者の抗弁が失われるのであれば，そ

れまでに生じた相殺の期待が保護されなくなるなど，債務者が不測の不利益を受

けるおそれがあることや，債務者は譲渡人に破産手続開始決定等があったことを

直ちに知ることができず，誤弁済のおそれがあることなどを理由として，反対す

る意見がある。しかし，これに対しては，債務者が譲渡人について破産手続開始

決定等がされた事実を知った時（又は知ることができた時）までに生じた抗弁を

対抗することができる旨の規定を設けることによって，対応することが可能であ

るとする意見がある。そこで，本文の②の規定を設ける場合には，債務者保護の

ために，抗弁切断の基準時に関する特則を設けることを併せて検討する必要があ

ると考えられるが，どのように考えるか。 

  本文の②の規定を設ける考え方に対しては，譲渡人についての破産手続開始決

定等がされた時に，譲受人が債務者から直接取り立てることができることとなる

ため，資金調達目的での債権譲渡にとって望ましい考え方であると評価する意見

がある。その一方で，特に債権の流動化の実務に携わる立場からは，破産手続開

始決定等の前であっても，譲渡人の信用が悪化した場合に，譲渡人の債権回収権
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限を失わせることが制度上担保されていなければ，譲受人は，債務者の信用リス

クだけでなく，譲渡人の信用リスクをも負担しなければならなくなるので，破産

手続開始決定等の後に譲渡禁止特約が対抗できなくなるとするだけでは不十分で

あり，倒産手続開始の申立時に譲渡禁止特約を対抗できなくなるとすべきである

との意見がある。しかし，実際に倒産手続が開始されるか否かが明らかでない段

階において，譲渡禁止特約を対抗できなくなるとすることについては，債務者の

利益保護の観点から疑問があるとする指摘もあり，このような指摘を踏まえて，

本文ではこの考え方を取り上げないこととした。 

  本文の②の規定を設ける考え方に対しては，倒産手続が開始されたという事実

をもって実体法上の権利関係を変動させるのは，これを正当化する根拠に欠ける

という批判もある。これは，倒産手続が開始されたという事実による実体法上の

権利関係の変動が正当化されるのは，(i)倒産手続の目的を実現するために，その

ような変更が不可欠であり，かつ，不利益を受ける利害関係人にもそれを受忍す

べき理由が認められる場合か，(ii)倒産手続の開始によって生じ得べき不利益を

相手方に受忍させるのが不合理な場合に限られるとした上で，本文の②が想定す

る局面は，いずれの場合にも該当しないとするものである。 

  また，以上の他にも，第７回会議において，譲渡人に破産手続開始決定等がさ

れたという債務者とは無関係な事情をもって，債務者の利益が保護されないこと

となるのは適当ではないと批判する意見があった。 

４ 第７回会議においては，複数の債権者が債権を奪い合う局面であることを理由

として本文の②のような規定を設けるのであれば，譲渡禁止特約付債権が悪意の

譲受人に対して譲渡され，第三者対抗要件が具備された後に，譲渡人の債権者が

当該債権を差し押さえた場合も，譲受人と差押債権者が当該債権を奪い合う局面

であると言えるから，この場合についても，債務者が譲受人に対して譲渡禁止特

約を対抗できないとすることを検討すべきではないかという問題提起があった。

この場合にも，譲渡人に破産手続開始決定等があった場合と同様に，差押債権者

の債権回収のインセンティブが働かないことがあり得ると言える。また，この場

合には，債務者は既に差押債権者に対して譲渡禁止特約を対抗できない状態に陥

っているのであるから，譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗できるとする必要性

も高くないとも言える。そこで，本文の③は，譲渡禁止特約付債権の譲渡と差押

えが競合した場合についても，債務者は譲渡禁止特約を対抗できないとする規定

を設けることを提案するものである。 

  このような規定を設ける場合には，具体的な規定の在り方として，譲受人に譲

渡禁止特約を対抗できなくなる時点をどのように考えるかという点が問題となる。

例えば，第三債務者に差押命令が送達された時点とする考え方があり得るほか，

譲受人が差押債権者に対して第三者異議の訴えを提起し，強制執行の不許が認め

られた時点とする考え方があり得る。いずれの考え方も成り立ち得るところであ

るが，民事執行の効力が否定される前の段階から譲受人による直接の請求を認め

ると，債務者に対して困難な対応を強いるおそれがあるように思われる。このよ
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うな考慮に基づき，本文の③では，強制執行の不許が認められた時に譲渡禁止特

約を対抗できなくなるとすることを提案している。 

  なお，本文の③のような規定を設ける考え方を採用する場合にも，債務者対抗

要件（権利行使要件）の具備後，強制執行の不許が認められた時までに生じた債

務者の抗弁の扱いが問題となり得るため，本文の②と同様に，債務者保護のため

に，抗弁切断の基準時に関する特則を設けることを併せて検討する必要があると

考えられるが，どのように考えるか。 

５ 以上のような考え方に対しては，相対的効力案を採ることを明確化した場合に，

実際に債権回収について上記のデッドロック状態が生ずるかどうかは明らかでは

ないことを指摘し，本文の①から③までのような規定を設けたとしても，制度が

複雑になる一方で，規定を設けるメリットがそれほど大きくないのではないかと

の批判がある。この批判は，債権譲渡契約の解釈によって，譲渡人に取立義務が

あるとされ，債務者から回収しなければ，譲渡人は取立義務違反に基づく債務不

履行責任を負うことになる場合が多いから，実際にデッドロック状態が生ずるこ

とは想定し難いとするものである。 

  もっとも，特に本文の②については，上記のデッドロック状態を回避するとい

う意義以外にも，譲受人が債権回収のために倒産手続に参加しなければならない

負担を軽減するという意義や，相対的効力案によると，譲受人は，当該債権につ

いて譲渡人の一般債権者に対して優先し得る地位を有するのであるから，譲渡人

に破産手続開始決定等があった場合でも，当該債権に対する譲受人の優先的な地

位を確保することができるという意義があるとされており，これらの意義を実現

するという観点から規定を設けることが考えられる。 

６ なお，第７回会議及び第２２回会議においては，仮に，本文の②のような規定

を設ける考え方を採用するのであれば，譲渡人について破産手続開始決定等がさ

れた後に譲渡禁止特約付債権が譲渡され，第三者対抗要件が具備された場合につ

いても，債務者が，譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗できないとすることを検

討すべきではないかとの問題提起があった（中間的な論点整理第１３，１(2)ウ［４

７頁（１０８頁）］）。これは，債権譲渡が破産手続開始決定等の前後のいずれかで

あったかによって，譲渡禁止特約の対抗の可否の結論が異なることに疑問がある

との問題意識に基づくものである。そして，この考え方が採用されると，破産手

続開始決定等の後の譲渡人の資金調達に資するとして評価する意見がある。 

  しかし，専ら破産手続開始決定等の後における資金調達を円滑に行うという政

策的な検討課題については，倒産法上の問題として別途検討されるべきであり，

これを今回の民法（債権関係）の見直しの中で取り上げることは困難である。こ

のような考慮に基づき，ここではこの問題を取り上げないこととした。 
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２ 対抗要件制度 

（比較法） 

各論点の箇所に掲げたもののほか，以下のものを参照 

・ドイツ民法第３９８条，第４０７条，第４０８条 

・フランス民法第２３６１条，第２３６２条 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１２５４－１条，第１２５４－２条，第１

２５４－３条 

・ユニドロワ国際商事契約原則第９．１．１０条，第９．１．１１条，第９．１．１

２条 

・ヨーロッパ契約法原則第１１：４０１条 

・国際取引における債権譲渡に関する条約附属書第１条，第２条 

 

(1) 第三者対抗要件 

ア 対抗要件制度の基本的な在り方 

 債権譲渡の対抗要件制度の基本的な在り方については，民法上の対抗要

件と動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）上の対抗要件（登記）とが併存する現状を維持

しつつも，登記に対して民法上の第三者対抗要件に優先する効力を付与す

るかどうかについて，以下のような考え方があり得るが，どのように考え

るか。 

【甲案】 登記によって第三者対抗要件を具備した債権譲渡が民法上の第

三者対抗要件を具備した債権譲渡に優先するものとする。 

【乙案】 登記と民法上の第三者対抗要件を対等の効力とする現状を維持

するものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，２(1)「総論及び第三者対抗要件の見直し」［４８頁

（１１１頁）］ 

 債権譲渡の対抗要件制度については，債務者が債権譲渡通知や承諾の有無につい

て回答しなければ制度が機能せず，また，競合する債権譲渡の優劣について債務者

に困難な判断を強いるものであるために，債務者に過大な不利益を負わせているこ

とのほか，確定日付が限定的な機能しか果たしていないこと等の民法上の対抗要件

制度の問題点が指摘されている。また，動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民

法の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）と民法による対抗要件制度が

並存していることによる煩雑さ等の問題点も指摘されている。これらの問題点の指

摘を踏まえて，債権譲渡の対抗要件制度を見直すべきかどうかについて，更に検討

してはどうか。 

 債権譲渡の対抗要件制度を見直す場合には，基本的な見直しの方向について，具

体的に以下のような案が示されていることを踏まえ，更に検討してはどうか。その
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際，Ａ案については，その趣旨を評価する意見がある一方で，現在の特例法上の登

記制度には問題点も指摘されており，これに一元化することには問題があるとの指

摘があることから，まずは，特例法上の登記制度を更に利用しやすいものとするた

めの方策について検討した上で，その検討結果をも踏まえつつ，更に検討してはど

うか。 

［Ａ案］登記制度を利用することができる範囲を拡張する（例えば，個人も利用

可能とする。）とともに，その範囲において債権譲渡の第三者対抗要件を登

記に一元化する案 

［Ｂ案］債務者をインフォメーション・センターとはしない新たな対抗要件制度

（例えば，現行民法上の確定日付のある通知又は承諾に代えて，確定日付の

ある譲渡契約書を債権譲渡の第三者対抗要件とする制度）を設けるという案

［Ｃ案］現在の二元的な対抗要件制度を基本的に維持した上で，必要な修正を試

みるという案 

【部会資料９－２第１，３(1)［１０頁］，

同（関連論点）１から同（関連論点）３まで［１３頁から１８頁まで］】

 

《参考・現行条文》 

（指名債権の譲渡の対抗要件） 

民法第４６７条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承

諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 

２ 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外

の第三者に対抗することができない。 

（債権の譲渡の対抗要件の特例等） 

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第４条 法人

が債権（指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。）を

譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登

記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十

七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場

合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。 

２ 前項に規定する登記（以下「債権譲渡登記」という。）がされた場合において、

当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人

若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明

書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者につい

ても、前項と同様とする。 

 

（補足説明） 

１ 対抗要件制度の見直しの必要性 

  民法第４６７条は，確定日付のある証書によってされた通知又は承諾を債務者
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以外の第三者に対する対抗要件としている。これは，債権譲渡の有無についての

債務者の認識を通じ，債務者によってそれが第三者に表示され得ることを期待し

た制度であるとされている。しかし，この制度については，債務者には第三者か

らの照会に回答する義務があるわけではなく，債務者が真実の回答をしなければ

機能しないという問題が指摘されているほか，実務上は，債権を譲り受けようと

する者が債権譲渡に先立って債務者に直接確認することを譲渡人から拒絶される

ことが多く，債務者の認識を通じて譲渡の有無を確認する制度としては十分に機

能していないという指摘もある。また，判例（最判昭和４９年３月７日民集２８

巻２号１７４頁）は，第三者対抗要件を具備した複数の債権譲渡がされたときは，

その優劣は債務者への通知が到達した日時又は債務者の承諾の日時の先後によっ

て決せられるとしている。しかし，判例は，民法起草者の意図と異なり，確定日

付は通知や承諾にあればよく，到達の日時が確定日付で証明される必要はないと

しているため（大（連）判大正３年１２月２２日民録２０輯１１４６頁），確定さ

れた日付そのものは通知・承諾の日付を遡らせることを可及的に防止するという

限定的な機能しか有しないことになり，確定日付を要求する意義が乏しくなって

いる指摘されている。さらに，判例の準則は，債務者が通知の到達や承諾の時点

の先後を正確に把握している場合でなければ機能しない上，そもそも，債権譲渡

に関与していない債務者が，これらの先後を正確に把握した上で，弁済すべき相

手方を判断しなければならないという負担を負うこと自体が不合理であるという

指摘がある。また，債務者が通知の到達や承諾の時点の先後を常に正確に把握で

きるとは限らない。例えば，競合する譲渡の通知が債務者のＡ支店とＢ支店とい

う異なる支店に相次いで到達したような場合に，その到達の先後を把握すること

は，債務者にとっても容易ではないと言われている。 

  債権譲渡の対抗要件制度については，以上のように制度に内在する問題点を指

摘する意見のほかにも，将来債権の譲渡との関係で，対抗要件の公示機能が不十

分であることに伴う問題が生じていることを指摘する意見もある。すなわち，譲

渡人の地位の変動に伴う将来債権譲渡の効力の限界（後記４(3)参照）の問題につ

いて，譲渡人の地位が変動した場合であっても第三者に対して将来債権譲渡の効

力を対抗できるという考え方を前提とすると，例えば，不動産を譲り受ける際に，

当該不動産から将来発生する債権が第三者に譲渡されていないかを確認しなけれ

ばならないが，これらの取引においては，不動産の売買契約締結前に債務者であ

る不動産の賃借人に接触することを不動産の譲渡人から拒絶されるのが一般的で

あり，先行する債権譲渡の有無を確認することは現実的には不可能であるから，

現在の対抗要件制度の下では，不動産の譲受人は，将来債権が第三者に譲渡され

ているかもしれないというリスクを抱えたまま取引を行わざるを得なくなってい

るという実務上の問題を指摘する意見である。 

  以上に対して，現在の民法上の対抗要件制度を積極的に評価する意見もある。

具体的には，確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾は，

簡易かつ安価に対抗要件を具備できる点を指摘する意見や，債務者の承諾によっ
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て対抗要件を具備すれば，譲渡禁止特約付債権の譲渡の承諾や抗弁の切断のため

の承諾を兼ねることができるという点を指摘する意見があり，現在の民法上の対

抗要件制度には，対抗要件具備のための手間や費用がかからないという利点があ

ると評価されている。現在は，民法上の対抗要件制度と，動産及び債権の譲渡の

対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）上の対抗

要件制度が併存しているところ，民法上の対抗要件制度に上記のような利点があ

るため，債権譲渡の当事者の立場から，複数の対抗要件制度を併存させて使い分

けることができる現状を維持することを求める意見がある。また，債務者に情報

が集まることによって法的安定性が図られるという利点があり，債務者をインフ

ォメーション・センターとする制度にも合理性があるとして，この制度を見直す

ことに否定的な意見もある。なお，以上のほかにも，譲渡について債務者の承諾

がある場合に担保掛目が高く評価されていることを，債務者の承諾を対抗要件と

する意義として挙げる意見もある。もっとも，債務者の承諾がある場合に担保掛

目が高く評価されるのは，債務者が債権譲渡の事実を承認していることによるの

であり，承諾によって第三者対抗要件が具備されていることと直接関係するわけ

ではないと思われる。仮に債務者の承諾が対抗要件ではないとしても，債務者が

別途債権譲渡を承認すれば，同様の機能を果たすことができるのであるから，こ

の点は，現在の民法上の対抗要件制度の長所というより，対抗要件の具備とは別

に債務者の承認を得なければならない（特に譲渡禁止特約がある場合など）こと

の費用や手間の問題に関わると思われる。 

  なお，現在の対抗要件制度が債務者に負担を強いる制度となっていることを認

めつつも，この問題については，債務者が供託できる事由を拡張することによっ

て対応すればよいとして，供託事由の拡張を前提として，現在の対抗要件制度を

維持することを求める意見がある。この点については，後記(3)において検討する

が，債権譲渡が競合したことのみを理由とする供託を認めることは，還付を受け

るために確定判決などの還付請求権を有することを証する書面（供託規則第２４

条第１項第１号）が必要となるなど譲渡人や譲受人に及ぼす影響が大きく，債権

譲渡による資金調達の阻害要因となりかねないという批判がある。このため，供

託事由の拡張の是非とは別に，債務者の負担軽減の観点から対抗要件制度を見直

すことがなお検討されるべきである。 

  以上を踏まえると，債権譲渡取引の安全を確保するとともに，債務者の負担を

軽減するという観点から，対抗要件制度を見直すことの要否が検討課題となるが，

その制度設計に当たっては，債権譲渡の対抗要件具備のために要する手間や費用

の負担が過大にならないように配慮することが必要であると思われる。このアで

は，債権譲渡取引の安全を確保するための対抗要件制度の整備の問題を主として

取り上げることとし，他方，債務者の負担軽減という点からの見直しについては，

民法上の対抗要件制度の見直しが主として問題となることから，後記ウにおいて

別途取り上げることとする。 

２ 対抗要件制度の基本的な在り方（甲案）について 
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 (1) 甲案（登記優先ルール）の概要 

   債権譲渡取引の安全を確保するための対抗要件制度の整備という観点からは，

現行制度の公示機能の低さの改善が特に問題となるように思われる。すなわち，

先行する譲渡の有無を客観的に明らかにするとともに，債権譲渡が競合した場

合に権利関係の優劣を明確に示すことができる公示制度を整備することが求め

られている。このような観点から対抗要件制度を見直す場合における具体的な

制度の一つのモデルとしては，現在の民法と特例法の対抗要件制度を維持しつ

つも，特例法上の債権譲渡登記に現在よりも強い効力を与え，債権譲渡登記を

具備した債権譲渡と民法上の対抗要件を具備した債権譲渡が競合した場合には，

その先後にかかわらず，常に債権譲渡登記を具備した債権譲渡が優先するとい

う制度が考えられる。このように，二元的な対抗要件制度を維持した上で，登

記により対抗要件を具備した譲渡がそれ以外の方法により対抗要件を具備した

譲渡に優先する制度を，この部会資料では，便宜上「登記優先ルール」という。

登記優先ルールを一つの案として提示するのは，以下の理由に基づく。 

   すなわち，登記優先ルールを採用した場合には，確実に債権を譲り受けるこ

とを希望する者は，譲渡の対象となる債権についての譲渡の登記が無いことを

確認した上で当該債権を譲り受け，自らの譲受けについて登記により第三者対

抗要件を具備すれば，債権の二重譲渡のリスクを回避することができる。この

場合には，万一，登記によって第三者対抗要件を具備した債権譲渡が競合する

紛争に巻き込まれたとしても，その優劣が登記の先後によって客観的に決せら

れるため，権利関係を容易に確定することができるという利点もある。他方，

特に少額の債権の譲渡などについては，対抗要件具備に要する手続的な負担が

過大となることは適当ではなく，簡易かつ安価に第三者対抗要件を具備できる

ようにすべきであるという意見がある。そこで，登記と民法上の対抗要件制度

とを併存させることにより，譲渡の対象となっている債権の額，債権の譲受け

から当該債権の回収までの期間，多重譲渡に巻き込まれるリスクの有無，対抗

要件具備のために要する手間や費用などを総合的に勘案した上で，債権譲渡の

当事者が民法と特例法の対抗要件制度を使い分けることができるようにするこ

とが考えられる。 

本文アの甲案は，以上の考慮を踏まえ，債権譲渡の対抗要件制度について，

登記優先ルールを採用することを提案するものである。 

   ところで，債権譲渡の対抗要件制度の見直しに関する立法提案としては，登

記制度を利用することができる範囲を拡張する（例えば，個人も利用可能とす

る。）とともに，その範囲において債権譲渡の第三者対抗要件を登記に一元化す

る案（参考資料１［検討委員会試案］・２２１頁）が提示されており，この登記

一元化案も，登記に強い効力を認めることにより取引の安全を図るという点に

おいて，登記優先ルールと共通の狙いを持つものである。この登記一元化案に

対しては，現在の債権譲渡登記制度における利用者の負担軽減や利便性の向上

を図ることを前提として，積極的に支持する意見があるが，他方，登記以外に
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第三者対抗要件を具備する方法が認められなくなることについて，取引当事者

にとって負担が増加することを懸念し，登記よりも簡易に具備することができ

る現在の民法上の対抗要件制度を存置することを求める意見がある。以上のよ

うな意見を踏まえて，今回の部会資料では，登記優先ルールの採用を一つの選

択肢として提示することとしたが，登記制度の見直しの検討結果如何によって

は（後記イ参照），この登記一元化案もなお検討対象となると考えられる。 

   仮に登記優先ルールを採用するとしても，それだけでは，現在の対抗要件制

度に対して指摘されている問題点を全て解消できるわけではない。登記優先ル

ールを採用する場合の更なる検討課題としては，①登記によって第三者対抗要

件の具備を認める債権譲渡の範囲の見直し，②できる限り対抗要件具備のため

の負担の少ない登記制度の構築，③民法上の対抗要件制度についての債務者の

負担軽減を図るための見直しが挙げられる。①②については，後記イにおいて，

③については，後記ウにおいて，それぞれ検討する。 

 (2) 登記優先ルールを採用した場合の法律関係 

   登記優先ルールの下で債権譲渡が競合したときの法律関係については，以下

のとおりとなる。まず，民法上の第三者対抗要件のみを具備した複数の債権譲

渡が競合した場合と，登記により第三者対抗要件を具備した複数の債権譲渡が

競合した場合には，いずれも民法上の第三者対抗要件又は登記の相互間におけ

る先後によってその優劣が決せられることになる。この点は，現状と変わらな

い。他方，民法上の第三者対抗要件を具備した債権譲渡と登記により第三者対

抗要件を具備した債権譲渡とが競合した場合の法律関係については，現状とは

異なり，登記により第三者対抗要件を具備した債権譲渡が常に優先する。この

点について，念のため，債権者（譲渡人）Ａが債務者Ｂに対して有する甲債権

の譲渡に関する以下の設例①から④までに即して説明する。 

  ① ＡがＣに対して甲債権を譲渡し，Ｃは登記により第三者対抗要件を具備。

Ａがその後，Ｄに対して甲債権を譲渡し，Ｄが民法上の第三者対抗要件を具

備。Ｃ及びＤともに債務者対抗要件も具備。 

    この場合には，Ｃが優先するので，ＢはＣに対して弁済すれば免責される。

ＤはＣに対して何も請求できない。 

  ② ＡがＣに対して甲債権を譲渡し，Ｃは民法上の第三者対抗要件を具備。Ａ

がその後，Ｄに対して甲債権を譲渡し，Ｄが登記により第三者対抗要件を具

備。Ｃ及びＤともに債務者対抗要件も具備。 

    この場合には，Ｄが優先するので，ＢはＤに対して弁済すれば免責される。

ＣはＤに対して何も請求できない。 

  ③ ＡがＣに対して甲債権を譲渡し，Ｃは民法上の第三者対抗要件を具備。Ｃ

は債務者対抗要件を具備し，ＢはＣに対して弁済。その後，ＡはＤに対して

甲債権を譲渡し，Ｄが登記により第三者対抗要件を具備。 

    この場合には，ＢのＣに対する弁済によって甲債権が消滅しているので，

ＢはＤに対して弁済する必要はない。ＤはＣに対して何も請求できない。 
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  ④ ＡがＣに対して甲債権を譲渡し，Ｃは民法上の第三者対抗要件を具備。Ｃ

がその後，Ｅに対して甲債権を譲渡し，Ｅが登記により第三者対抗要件を具

備。Ａがその後，Ｄに対して甲債権を譲渡し，Ｄが登記により第三者対抗要

件を具備。 

    この場合は，Ｃが民法上の第三者対抗要件しか具備していない以上，Ｄが

優先する。Ｄは，Ａの有する甲債権について登記を具備した譲渡がないこと

を確認した上で甲債権を譲り受ければ，Ｅに優先するので，登記優先ルール

の利点は失われない。他方，Ｅから見ると，甲債権がＣの下で発生した債権

でないことは明らかであるから，Ｅは，Ｃがどのような方法で第三者対抗要

件を具備していたかを事前に確認すべきであり，Ｃについて譲渡の登記がさ

れていないことを知りながら譲り受けたとしても，そのリスクは自ら引き受

けたと言わざるを得ず，後にＡから甲債権を譲り受けたＤに劣後することは

やむを得ないと思われる。 

    なお，設例④の問題は，登記優先ルールを採用したことに伴い新たに生ず

るわけではなく，類似の問題は，民法上の対抗要件制度の下でも生じ得るこ

とに留意する必要がある。 

 (3) 差押えの効力要件の在り方 

   差押えの効力要件は，現在は第三債務者に対する差押命令の送達とされてい

るところ（民事執行法第１４５条第４項），差押えと債権譲渡が競合した場合の

優劣の判断基準について，判例（最判昭和５８年１０月４日判時１０９５号９

５頁）は，差押命令の送達と債権譲渡の第三者対抗要件の具備の先後によって

決せられるとしている。この判例を前提とすると，差押えの効力要件を債務者

に対する差押命令の送達とする現在の規定を維持する限り，登記優先ルールを

採用したとしても，譲受人は，登記を見ても，譲り受けようとする債権につい

て，自らに優先する差押債権者の有無を把握することはできないため，債権譲

渡の取引の安全を十分に図ろうとした趣旨を達成できないのではないかという

批判があり得る。このような問題意識から，差押えについても，その効力要件

を登記とすべきであるという意見がある。しかし，債権の差押命令は，その発

令数が膨大で，比較的少額の債権を対象とするものが少なくない上，銀行預金

債権の差押えの場合に見られるように，当該債権が現存することの確認を要し

ないで発令されるため，実際には当該債権が存在しないことも少なくないのが

実情である。このため，これをすべて登記するのは現実的でないという指摘が

ある。そこで，本文では，仮に債権譲渡の対抗要件について登記優先ルールを

採用するとしても，差押えについては登記を効力要件とはせず，現在の民事執

行法の規律内容を維持することを前提としている。この立場による場合には，

登記優先ルールには一定の限界があることになるが，債権の差押えがされるの

は，債務者の資力が悪化している場合が多いため，債権の譲受人が先行する差

押えの有無に留意しなければならない場面は限られると考えられる。そうであ

れば，登記を差押えの効力要件としない場合であってもなお，登記優先ルール
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の有用性は必ずしも否定されないと考えられる。 

なお，差押えの効力要件に関する現在の民事執行法の規律を維持する場合に

は，債権譲渡と差押えとの優劣関係の判断基準が問題となるが，登記を具備し

た債権譲渡と差押えとの優劣は，登記と差押命令の送達の先後で決せられる。

問題は，民法上の第三者対抗要件を具備した債権譲渡と差押えの優劣であるが，

登記優先ルールの下では，差押えが常に優先するものとすることが考えられる。

この点について，念のため，債権者（譲渡人）Ａが債務者Ｂに対して有する甲

債権の譲渡に関する設例⑤から⑦までに即して説明すると，以下のようになる。 

  ⑤ ＡがＣに対して甲債権を譲渡し，Ｃは民法上の第三者対抗要件及び債務者

対抗要件を具備。その後，Ａの債権者であるＦが甲債権を差し押さえ，Ｂに

対して差押命令が送達される。 

    この場合には，Ｆの差押えが優先するので，ＢはＦに対して弁済すれば免

責される。ＣはＦに対して何も請求できない。 

  ⑥ ＡがＣに対して甲債権を譲渡し，Ｃは登記により第三者対抗要件を具備。

その後，Ａの債権者であるＦが甲債権を差し押さえ，Ｂに対して差押命令が

送達される。Ｃは債務者対抗要件も具備。 

    この場合には，Ｃが優先するので，ＢはＣに対して弁済すれば免責される。

ＦはＣに対して何も請求できない。 

  ⑦ Ａの債権者であるＦが，甲債権を差し押さえ，Ｂに対して差押命令が送達

される。その後，ＡがＣに対して甲債権を譲渡し，Ｃは登記により第三者対

抗要件を具備。Ｃは債務者対抗要件も具備。 

    この場合には，Ｆの差押えが優先するので，ＢはＦに対して弁済すれば免

責される。ＣはＦに対して何も請求できない。 

３ 対抗要件制度の基本的な在り方（乙案）について 

  以上に対して，本文アの乙案は，登記優先ルールを採用せず，登記と民法上の

対抗要件との関係について，現状を維持することを提案するものである。この考

え方を採る場合には，債権譲渡の対抗要件制度の公示機能が低いという問題は改

善されないことになるが，民法上の対抗要件制度の見直し（後記ウ）によって，

債務者の負担を軽減することが別途検討課題となる。 

 

イ 登記優先ルールを採用する場合における登記制度の在り方 

 前記アにおいて登記優先ルールを採用する場合には，登記によって第三

者対抗要件を具備することができる債権譲渡の範囲について，以下のよう

な考え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 譲渡人に関する限定を廃止し，全ての金銭債権の譲渡について，

登記によって第三者対抗要件を具備できるものとする。 

【乙案】 事業者を譲渡人とする金銭債権の譲渡について，登記によって

第三者対抗要件を具備できるものとする。 

【丙案】 法人を譲渡人とする金銭債権の譲渡についてのみ，登記によっ
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て第三者対抗要件を具備できるものとする。 

 なお，登記優先ルールを採用する場合における登記制度としては，債権

譲渡の事実を公示するという特例法に基づく債権譲渡登記制度の枠組みを

基本的に踏襲しつつ，実務的に利便性の高い登記制度を構築するという考

え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

１ 登記によって第三者対抗要件を具備することができる債権譲渡の範囲等 

  特例法上の登記の対象とされる債権譲渡の範囲については，これを見直すかど

うかが議論されている。前記アにおいて甲案（登記優先ルール）を採用し，登記

に強い効力を認めるのであれば，その優先ルールは民法に規定することが考えら

れるので，その議論をここで取り上げる。具体的には，(i)債権の種類をどのよう

に考えるか（金銭債権に限るか，非金銭債権を含むか），(ii)譲渡人の範囲をどの

ように考えるか（法人に限るか，自然人を含むか）という問題である。 

  このうち，上記(i)については，非金銭債権の債権譲渡について，登記によって

対抗要件を具備することを可能にすべきであるとの意見は，現在のところ見当た

らず，特段の実務的ニーズはないと考えられる。そこで，本文アの甲案から丙案

までのいずれも，登記によって対抗要件を具備することができる債権譲渡の対象

となる債権の種類を，現在の特例法の規律と同様に金銭債権に限ることを提案し

ている。 

  上記(ii)については，特例法では法人を譲渡人とするものに限定されているが，

これを自然人にも拡張することの要否が問題となる。特例法が法人を譲渡人とす

る債権譲渡に限定した理由は，法人を譲渡人とする債権譲渡について登記による

対抗要件具備を認めれば，企業が債権譲渡による資金調達を円滑に行うことを可

能にするという特例法の目的を達することができるからであるとされている。し

かし，例えば，医師が診療報酬債権を譲渡して資金調達をする場合や，個人の農

業従事者がＡＢＬ（アセット・ベースト・レンディング）によって資金調達をす

る場合など，個人が大きな金額の資金調達をするときにも，登記によって資金調

達ができるようにすべきであるとの意見がある。このような意見を踏まえると，

自然人を譲渡人とする債権譲渡についても登記による対抗要件具備を認めること

が考えられるが，その場合にも，特に限定を付さずに自然人を譲渡人とする債権

譲渡全てについて認めるとする考え方のほか，事業者を譲渡人とする債権譲渡に

限り認めるとする考え方があり得る。そこで，本文イの甲案では，譲渡人につい

て特に限定を付さない考え方を提案し，本文イの乙案では，事業者を譲渡人とす

る債権譲渡に限り認める考え方を採用することを提案している。なお，乙案を採

用する場合には，事業者の定義が問題となるが，この点については，関連する他

の論点（中間的な論点整理第６２，１［１８３頁（４５７頁）］）と併せて，別途

検討する。 

  自然人を譲渡人とする債権譲渡について登記による第三者対抗要件の具備を認
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める場合には，その登記制度の仕組み方が問題となる。現在の特例法上の債権譲

渡登記制度は，実質的な人的編成主義が採用されているが，これは譲渡人の商業

登記簿と債権譲渡登記事項記録ファイルとをリンクさせることによって実現して

いる制度であるところ，自然人を譲渡人とする登記制度を構築する場合に，法人

と同様の制度を構築することは，現状では困難であるとの意見がある。また，自

然人を譲渡人とする債権譲渡の第三者対抗要件として登記を認めることの問題点

として，現在の特例法上の登記事項概要証明書のように誰もが登記の有無を確認

できるとすると，住所等の知られたくない情報を知られてしまうなど，プライバ

シー保護の観点から問題があるのではないかと懸念する意見がある。しかし，以

上の意見については，自然人についてまで法人と同程度の公示機能を要求する必

要はなく，債権の譲受人になろうとする者が自然人である債権者（譲渡人）の関

与の下で必要な情報を取得する途が開かれていれば十分であると考えられる。自

然人を譲渡人とする債権譲渡について登記による対抗要件具備を認める場合には，

以上のような点を検討することが必要である。 

  これに対して，自然人を譲渡人とする債権譲渡については，登記制度の必要性

を疑問視する等の意見もあり得ることなどから，登記による第三者対抗要件具備

を認める債権譲渡の範囲は，法人を譲渡人にするものに限ることも考えられる。

本文イの丙案は，この考え方の採用を提案するものである。 

２ 登記優先ルールを採用する場合における登記制度の在り方 

  登記優先ルールを採用し，登記を民法上の対抗要件として位置付ける場合には，

具体的・細目的な登記制度の在り方についても検討する必要がある。この点につ

いての一つの考え方としては，特例法上の債権譲渡登記を基本的に踏襲する制度

が考えられる。既に運用実績がある債権譲渡登記を踏襲して制度を構築すること

は，実現可能性の観点からは，有力な考え方であると言える。しかし，現在の特

例法上の債権譲渡登記制度については，改善を要望する意見が多く寄せられてい

ることを踏まえると（その詳細については別紙「特例法上の債権譲渡登記に関す

る指摘事項」参照），登記の効力を強化する前提として，できる限り利便性の高い

登記制度を構築することが望まれていると言える。 

  特例法上の債権譲渡登記制度に対する指摘の中には，運用の改善を求めるもの

もあるが，登記制度自体の改善を求めるものも多い。甲案を採用するのであれば，

これらの指摘を踏まえて登記制度の在り方を検討する必要があるが，対応が困難

な指摘もあるように思われる。例えば，登記を見ただけでは，譲渡しようとして

いる債権との同一性の判断が困難であるとの意見（別紙「特例法上の債権譲渡登

記に関する指摘事項」２③）があるが，債権は，不動産とは異なり，全く同一の

内容・条件のものが複数存在する可能性がある以上，登記事項を詳細にしても，

登記されている債権と譲り受けようとする債権との同一性を判断できない場合が

残ることに留意する必要がある。その意味で，どれだけ詳細な登記を義務付けて，

債権を特定しようとしても，上記の要望に完全に応えることは困難である。そこ

で，債権譲渡登記制度の機能としては，登記による公示が，これから債権を譲り
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受けようとする者に対して先行し得る譲渡の存在を警告する点にあると考えるこ

ともできると思われる。この場合，登記事項証明書等の記載事項によって譲渡が

登記されている債権と譲り受けようとする債権との同一性を判断できない場合に

は，最終的に譲渡人に対して確認することが当然の前提となる。本文では，この

ように，譲渡の事実を公示するという登記制度を構築するという意味で，現在の

債権譲渡登記制度を基本的に踏襲することを提案している。 

  もっとも，利便性を高めるために必要な見直しについては，別途検討する必要

があるところ，現在の債権譲渡登記制度の指摘の中には，登記事項の簡略化を求

める意見がある（別紙「特例法上の債権譲渡登記に関する指摘事項」１⑤⑬など）。

これは，民法上の対抗要件制度である通知・承諾においては債権の特定の程度に

関して何らの制約もないのに比して，現在の債権譲渡登記制度では，債権の特定

のために必要とされる登記事項が詳細であるため，煩雑であるという問題意識に

基づくものである。このような意見に対しては，債権譲渡登記を確認しただけで

は，先行する譲渡の有無を識別できなくなるのではないかという反論があり得る。

しかし，前記のとおり，債権の場合には特定性を厳格に要求しても，登記の記載

だけから，譲渡が登記されている債権と譲渡の対象となっている債権との同一性

を確認することには限界があるので，登記手続の利便性を高める観点から，登記

事項をできる限り簡略化し，公示制度は警告機能が果たせれば十分であるという

立場を採用することは，一つの合理的な在り方であるように思われる。そして，

このような意見を主張する立場からは，特例法上の債権譲渡登記制度を踏襲しつ

つ改善を図るのでは不十分であるとして，特例法上の債権譲渡登記制度とは異な

る登記制度を新たに構築することを求める意見がある。具体的には，アメリカ統

一商事法典の登録制度を参考に制度を構築することを求める意見である（アメリ

カ統一商事法典の登録制度の概要については，森田修「アメリカ倒産担保法－『初

期融資者の優越』の法理」商事法務８５頁以下参照）。 

  以上のような考え方があり得るところであるが，我が国においては既に債権譲

渡登記制度が存在し運用されている以上，まずは，現在の債権譲渡登記制度の見

直しを検討することが適切であるように思われるが，どうか。 

  もっとも，最終的にどのような登記制度を採用するとしても，できる限り利便

性の高い登記制度の構築が望まれるものの，登記優先ルールを採用する場合にお

ける登記制度に要求される利便性の水準は，登記一元化案を採用する場合ほどに

高いものである必要はないように思われる。すなわち，登記優先ルールは，譲渡

の対象となっている債権額，債権の譲受けから当該債権の回収までの期間や，多

重譲渡に巻き込まれるリスクの有無，対抗要件具備のために要する手間や費用な

どを総合的に勘案した上で，当事者が合理的な対抗要件具備方法を選択すること

を前提としており，登記制度の利便性の高さに応じて，登記によって第三者対抗

要件が具備される範囲が決せられるということを想定している。例えば，少額の

債権の譲渡については，第三者対抗要件が不要な場合も多いであろうが，仮にそ

れを具備する場合も，登記以外の民法上の第三者対抗要件が選択されるというこ
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とを前提とするものである。 

  また，以上のほかにも，登記のために要する費用（特に登録免許税）が，登記

以外の民法上の第三者対抗要件の具備のために要する費用に比して，高額である

ことや，金銭債権と非金銭債権が一括して譲渡される取引において，現在であれ

ば，確定日付のある証書による通知又は承諾によって，同時に第三者対抗要件が

具備できるが，登記優先ルールが採用されると，登記と民法上の第三者対抗要件

の双方を具備しなければならなくなるので，負担が増加することを問題視する意

見がある。対抗要件制度の見直しの具体的な案が決まる前に，登記の具備のため

に想定される費用を明確にすることは困難であるが，仮に登記に要する費用を軽

減することが望ましいとしても，対抗要件制度の在り方は，対抗要件具備に要す

る費用や手間の比較だけで決するのではなく，登記により譲渡の事実が対外的に

公示されることによって，多重譲渡等の紛争が生ずるリスクが低くなることや，

仮に多重譲渡等の紛争が生じたとしても早期の解決が可能になることによって削

減されるコストがあることも十分に考慮する必要があるように思われる。 

  以上の点を踏まえて，登記優先ルールを採用する場合における登記制度の具体

的な在り方について，どのように考えるか。 

 

ウ 民法上の対抗要件制度の見直し 

 民法上の対抗要件制度の見直しの在り方については，以下のような考え

方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 債務者をインフォメーション・センターとはしない制度に改める

ものとする。具体的には，例えば，確定日付のある債権譲渡契約書を第

三者対抗要件とし，第三者対抗要件を具備した債権譲渡が競合した場合

には，確定日付の先後で優劣を決する制度とする。 

【乙案】 債務者に対する通知又は債務者の承諾を第三者対抗要件とするが，

確定日付のある証書によってされることを要しないものとする。 

【丙案】 民法上の第三者対抗要件については，民法第４６７条第２項の規

律を基本的に維持するものとする。 

 

（補足説明） 

１ 民法上の対抗要件制度の見直しの必要性 

  前記ア（補足説明）１（対抗要件制度の見直しの必要性）に記載のとおり，民

法上の対抗要件制度については，債務者に過大な負担を課す制度であるという問

題があると指摘されているところ，第７回会議においても，この指摘に賛意を示

す意見があった。また，現在の判例（前掲最判昭和４９年３月７日）を前提とす

ると，確定日付が限定的な役割しか果たしておらず，確定日付のある証書によっ

て通知又は承諾がされることを要求する意義が乏しくなっているという批判もあ

る。民法上の対抗要件制度の見直しについては，以上のような問題の解消が検討

課題となる。 
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２ 民法上の対抗要件制度の見直しの在り方（甲案）について 

  債務者の負担の軽減という問題意識を踏まえると，民法上の対抗要件制度につ

いて，債務者をインフォメーション・センターとはしない制度への転換の要否が

問題となる。この観点からの具体的な立法提案として，確定日付のある証書によ

る通知又は承諾に代えて，確定日付のある債権譲渡契約書を債権譲渡の第三者対

抗要件とする制度に改めることが提案されている（参考資料１[検討委員会試

案]・２２１頁）。本文ウの甲案は，この立法提案を採用することを提案するもの

である。 

  甲案に対しては，現在の民法上の対抗要件制度に比して，公示機能が不十分で

あることが問題であるとする意見がある。確かに，甲案の考え方によると，債務

者対抗要件を具備しない限り，債務者が譲渡の事実や優劣を認識していないとい

う点では，抽象的には公示機能が低くなり得るが，実際には債務者に対して事前

に確認できないことが多いとする指摘があることに留意する必要がある。他方，

甲案は，実際に債権が多重に譲渡され，その優劣が争われた場合には，確定日付

の先後によって優劣が客観的に明らかとなるという点で，現在の対抗要件制度よ

りも明確性があるという利点があると言える。 

  また，甲案は，確定日付のある債権譲渡契約書を第三者対抗要件とし，この写

しを譲渡人又は譲受人が債務者に送付することを債務者対抗要件（権利行使要件）

とするものであるが，債務者対抗要件の在り方について，債権譲渡契約書を債務

者に開示しなければならなくなることを問題視する意見がある。確かに，債権の

譲渡価格が，債務者の信用力などを踏まえて決定されることを考慮すると，債権

譲渡契約書を債務者に開示できないという指摘には配慮する必要があると思われ

るので，甲案を採用する場合には，この指摘への対応を併せて検討する必要があ

る。具体的には，債務者対抗要件（権利行使要件）としての通知は譲渡契約書の

日付を含めなければならないとすること以外には方式を問わないとすることが考

えられるが，どのように考えるか。 

３ 民法上の対抗要件制度の見直しの在り方（乙案）について 

  これに対して，債務者をインフォメーション・センターとする対抗要件制度に

ついては，簡易かつ安価に対抗要件を具備できるという利点の他，債務者に情報

が集まることによって法的安定性が図られるという利点があり，債務者をインフ

ォメーション・センターとする制度にも合理性があるとして，この制度を見直す

ことに否定的な意見もある。この他にも，債務者の事前の承諾によって，債権譲

渡前に第三者対抗要件を具備することがあるとした上で，この点からも債務者を

インフォメーション・センターとする制度を維持することを求める意見もある。

以上のような意見を踏まえると，民法上の対抗要件制度については，債務者をイ

ンフォメーション・センターとする制度を維持することが考えられる。 

  もっとも，この場合であっても，確定日付が限定的な役割しか果たしていない

との指摘を踏まえて，通知又は承諾が確定日付のある証書によってされることを

不要とすることを求める意見がある。複数の債権譲渡が競合した場合の優劣は通
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知の到達又は承諾の日時によって決せられるとしながら，通知又は承諾が確定日

付のある証書によってされることを法律上の要件とし，譲渡当事者及び債務者に

負担を課すことには，合理的な理由を見いだし難い。このような問題意識に基づ

き，本文ウの乙案は，通知又は承諾が確定日付のある証書によってされることを

不要とする考え方を採用することを提案するものである。 

４ 民法上の対抗要件制度の見直しの在り方（丙案）について 

  以上に対して，本文ウの丙案は，民法上の対抗要件制度の現在の規律を基本的

に維持することを提案するものである。現在の民法上の対抗要件制度には，簡易

かつ安価に第三者対抗要件を具備できるという利点があると評価する立場や，債

務者に情報が集まる制度になっていることを積極的に評価する立場から，丙案を

支持する意見がある。 

  丙案を採る場合には，現行制度の基本的な枠組みの中で，次のような点を見直

すかどうかが検討課題となり得る。すなわち，①通知又は承諾が確定日付のある

証書によってされることを要件とする場合には，通知の到達時点又は承諾の時点

を公証する制度を導入する考え方の当否，②事前の承諾の有効性を条文上明確に

することの要否，③「承諾」という文言を見直すことの要否などである。なお，

②③は，本文ウの乙案を採用する場合にも同様に検討課題となるものである。 

  上記①については，通知の到達時点又は承諾の時点を公証する制度を導入する

ことによって，競合する譲渡間の優劣を客観的に明らかにすることができるよう

になるとともに，通知又は承諾に確定日付を要求した意義も認められることにな

るので，現在の民法上の対抗要件制度に対する批判を解消することができると思

われる。現行民法の起草者も，第三者対抗要件として確定日付のある証書による

通知・承諾を必要としたのは，フランス民法にならい，通知の到達又は承諾の事

実を確定日付のある証書により証明することを想定していたとされ，過去の判例

（大判明治３６年３月３０日民録９輯３６１頁）は，債務者が通知を受けたこと

を確定日付のある証書をもって証明しなければ，譲渡の効力を第三者に対抗する

ことができず，単に確定日付のある証書で通知せよということではないとしてい

た。しかし，このような起草者及び過去の判例の考え方は，対抗要件具備のため

に要する手続が煩雑であるなどの批判を受け，その後，前記のとおり，通知又は

承諾が確定日付を付した証書によりされればよいと判例が変更されたという経緯

があることに留意しなければならない。また，このような制度の具体案は未だ示

されていない。 

  上記②については，実務上，債務者の事前の承諾によって第三者対抗要件を具

備することが多いところ，この有効性が必ずしも明らかではないことから，どの

ような場合に事前の承諾が有効とされるか明確にすべきであるという意見がある。

現在の対抗要件制度が債務者をいわゆるインフォメーション・センターとする制

度であるために，債権が具体的にいつ譲渡されるか分からない時点で債務者が承

諾しても，債務者が公示機関としての役割を果たし得ないため，当該承諾は第三

者対抗要件として認められないという見解が有力に主張されているなど，債務者
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の事前の承諾の有効性には一定の限界があることについて異論はないと思われる。

もっとも，その限界の具体的な基準については必ずしも明確な見解が確立してい

るわけではなく，具体的な立法提案も示されていないので，本文においては，こ

の点について規定を設ける提案はしていない。 

  上記③については，民法上，「承諾」という用語は，申込みの意思表示に対応す

る意思表示を意味するものとして一般に用いられるが，民法第４６７条における

債務者の承諾は，このような意味での意思表示ではなく，観念の通知であるとさ

れている。そこで，用語の整理が検討課題となり得るところ，この点についての

具体的な立法提案には，債権譲渡の対抗要件について，債務者の「承諾」に加え

て，「了知」という文言を規定することを提案するものがある（参考資料２［研究

会試案］・１６７頁参照）。 

  以上の点についてどのように考えるか。 

 

(2) 債務者対抗要件（権利行使要件） 

ア 債務者対抗要件（権利行使要件）を，債務者に対する通知と債務者によ

る承諾とする民法第４６７条第１項の規定の内容を維持するものとし，そ

の通知の具体的な内容・方法は，前記(1)ウの考え方に応じて定めるものと

してはどうか。 

イ 上記アの考え方を採用することを前提として，民法第４６７条第１項の

「債務者その他の第三者に対抗することができない」という文言は，「債務

者に対して債権者であることを主張することができない」旨のものに改め

ることとしてはどうか。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，２(2)「債務者対抗要件（権利行使要件）の見直し」

［４９頁（１１４頁）］ 

 債権譲渡の当事者である譲渡人及び譲受人が，債務者との関係では引き続き譲渡

人に対して弁済させることを意図して，あえて債務者に対して債権譲渡の通知をし

ない（債務者対抗要件を具備しない）場合があるが，債務者が債権譲渡の承諾をす

ることにより，譲渡人及び譲受人の意図に反して，譲受人に対して弁済する事態が

生じ得るという問題があると指摘されている。このような問題に対応するために，

債権譲渡の対抗要件制度について第三者対抗要件と債務者対抗要件を分離するこ

とを前提として，債務者対抗要件を通知に限った上で，債務者に対する通知がない

限り，債務者は譲渡人に対して弁済しなければならないとする明文の規定を設ける

べきであるとの考え方が示されている。 

 これに対して，債務者対抗要件という概念は，本来，それが具備されなくても，

債務者の側から債権譲渡の事実を認めて譲受人に対して弁済することができるこ

とを意味するものであるとの指摘があった。他方で，現行法の理解としても，債務

者が譲受人に弁済できると解されているのは，承諾という債務者対抗要件があるか
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らであって，債務者対抗要件とは無関係に債務者が弁済の相手を選択できるという

結論は導けないという考え方もあり得るとの指摘があった。また，承諾によって，

債務者対抗要件の具備と同時に抗弁の切断の効果が得られることから，実務上承諾

に利便性が認められているとの指摘があった。 

 以上の指摘等に留意しつつ，債務者対抗要件（債務者に対する権利行使要件）を

通知に限った上で，債務者に対する通知がない限り，債務者は譲渡人に対して弁済

しなければならないとする明文の規定を設けることの当否について，更に検討して

はどうか。 

【部会資料９－２第１，３(2)［２１頁］，同(3)（関連論点）１［２６頁］】

○ 中間的な論点整理第１３，２(3)「対抗要件概念の整理」［５０頁（１１５頁）］

 民法第４６７条が定めている債権譲渡の対抗要件のうち，債務者との関係での対

抗要件を権利行使要件と呼び，債務者以外の第三者との関係での対抗要件と文言上

も区別して，同条の第１項と第２項との関係を明確にするかどうかについて，上記

(2)の検討結果に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，３(2)（関連論点）１［２３頁］】

 

《参考・現行条文》 

（指名債権の譲渡の対抗要件） 

民法第４６７条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承

諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 

２ （略） 

 

（補足説明） 

１ 民法と特例法に基づく対抗要件制度は，いずれも，債務者対抗要件（権利行使

要件）として，債権者側からの通知又は債務者からの承諾を必要としている（民

法第４６７条第１項，特例法第４条第２項参照）。このうち債務者の承諾について

は，債権譲渡の当事者である譲渡人及び譲受人が，債務者との関係では引き続き

譲渡人を債権者とすることを意図し，あえて債務者に対して通知をしない（債務

者対抗要件を具備しない）場合であっても，譲渡当事者の意図に反して，債務者

が債権譲渡の承諾をした上で，譲受人を債権者として弁済するという事態が生じ

得る。このことを問題視する立場から，債務者対抗要件を通知に限った上で，そ

の通知がない限り，債務者は譲渡人に対して弁済しなければならないとする明文

の規定を設けるべきであるとの立法提案が示されている（参考資料１［検討委員

会試案］・２２２頁）。現在は，債務者が弁済の受領権者を選択することができる

制度となっているが，債権譲渡の当事者間では弁済の受領権者を譲渡人と譲受人

のいずれにするかが重要な意味を有する反面，債務者にとっては，免責を得るた

めの弁済の相手方が明確であることが重要である。そこで，債権者（譲渡人）か

らの通知がされない限り譲渡人に弁済すれば免責されることを明確にしておけば，
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債務者の保護としては十分であり，債務者の側から弁済の相手方を選択する権利

まで認める必要はないというのである。 

  これに対して，債務者対抗要件を通知に限るという立法提案に反対する意見が

少なくない（部会資料３３－３［８３頁］参照）。反対する意見の一つは，現在，

債務者の承諾が，異議をとどめない承諾，契約上の地位の移転の承諾や，譲渡禁

止特約付債権を譲渡することについての承諾と兼ねることができて便利であるの

で，承諾を債務者対抗要件として維持すべきであるというものである。しかし，

債務者の承諾がこれら様々な機能を兼ね得ることの譲渡当事者にとっての利便性

は，逆に言えば債務者にとっての危険性でもあり得ることに留意する必要がある。

また，この意見は，第三者対抗要件としての承諾を維持すべきとの主張を含むも

のと思われるが，そもそも債務者をインフォメーション・センターとする対抗要

件制度を維持すべきかどうかが問われており，仮に債権の譲受人間の紛争に債務

者を巻き込むべきではないと考えるなら，承諾がこれら様々の機能を兼ねるとい

うこと自体が正当視されないことになる。 

また，反対する意見の中には，債務者対抗要件の具備のために，債務者に対し

て通知しなければならなくなることの負担を問題視するものもある。特に，登記

によって第三者対抗要件を具備する場合には，承諾を債務者に対する対抗要件と

して認めることによって，債務者対抗要件の具備のために要する費用や手間を節

減できる利点があるという指摘がある。しかし，そもそも譲渡人からの何らかの

情報提供（通知）なしに債務者が承諾をすることは現実には考えにくく，その意

味で，債務者対抗要件を通知に限定するという立法提案は，譲渡当事者に過剰な

負担を強いるとは言えないとも考えられる。他方，債務者が譲渡の事実を譲渡人

又は譲受人から知らされていないにもかかわらず，譲渡を承諾し譲受人に対して

弁済するのは，債務者が誤弁済のリスクを覚悟して譲受人に弁済するもので，必

ずしも合理的な行動とは評価できない。さらに，弁済受領権者を変えない趣旨で

あえて債務者に対して譲渡の情報を伝えていない場合にまで債務者が一方的に承

諾によって譲受人に弁済できるとすれば，かえって譲渡当事者の意図に反する結

果になると思われる。もっとも，このような議論に対しては，仮に債務者が譲渡

当事者の意図に反して譲受人に弁済した場合でも，その金額を譲受人が譲渡人に

対して返還すればよいので，弁済の受領権者を固定したいという利益はそれほど

強くないこと，その一方で，債務者の立場からは，承諾によって弁済の相手方を

選択できることが認められても，それによって何らかの不利益を受けるわけでは

ない，という反論がされている。 

債務者対抗要件を通知に限定するという立法提案については，債務者に弁済の

受領権者を選択する利益を付与する必要性と，弁済の受領権者を固定したい譲渡

当事者の利益の保護の必要性とを比較衡量することによって，検討されるべきで

あると思われるが，第７回会議では，債務者対抗要件を通知に限る必要性を感じ

ないという，上記の反対意見と同様の意見が示された。 

  以上を踏まえ，本文アでは，債務者対抗要件を通知に限るという考え方は採用
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しないことを提案している。 

  もっとも，仮に債務者をインフォメーション・センターとしない対抗要件制度

を採用する場合は，債務者の承諾を債務者への権利行使要件として認める意義に

ついて更に検証が必要であるとも考えられ，対抗要件制度の見直しの検討結果を

踏まえて，制度全体の整合性を検証するという観点から，本論点を再度検討すべ

きであるとの考え方もある。 

２ 通知と承諾を債務者対抗要件とするとしても，通知の具体的な内容・方法につ

いては，登記によって第三者対抗要件を具備する場合には，現在の特例法上の登

記事項証明書に該当するような書面を譲渡人又は譲受人から債務者に送付するこ

とが考えられる。他方，民法上の第三者対抗要件によって第三者対抗要件を具備

する場合には，前記(1)ウの甲案から丙案までのいずれの考え方を採るかによって

異なる。 

  前記(1)ウで甲案を採用する場合には，確定日付のある譲渡契約書の写しを譲渡

人又は譲受人が債務者に対して送付することによる通知とすることが考えられる

ほか，別案として，譲渡人からの譲渡契約書の日付を含めなければならないとす

ること以外には方式を問わない通知とすることが考えられる（前記(1)ウ（補足説

明）２参照）。 

  前記(1)ウで乙案又は丙案を採用する場合には，譲渡人からの方式を問わない通

知となる。 

  この点に関連して，第三者対抗要件について，登記一元化案を採用するという

考え方を前提として，登記事項証明書に該当する書面を送付することによる債務

者対抗要件（厳重な債務者対抗要件）のほか，登記事項証明書に該当する書面を

送付しないで譲渡人が債務者に通知する方法による債務者対抗要件（簡易な債務

者対抗要件）を認めた上で，厳重な債務者対抗要件を具備した債権譲渡と簡易な

債務者対抗要件を具備した債権譲渡とが競合した場合には，厳重な債務者対抗要

件を具備した譲受人が優先する旨の規定を設けることが提案されている（参考資

料１［検討委員会試案］・２２２頁）。しかし，この部会資料では，登記一元化案

に代わって，登記優先ルールを提案しており，民法上の対抗要件制度によって簡

易に対抗要件を具備できることを前提としているので，ここでは取り上げていな

い。 

３ 民法第４６７条第１項は，「債務者その他の第三者」に対する対抗要件を定め，

同条第２項は，「債務者以外の第三者」に対する対抗要件を定めているが，この点

については，これらの条文の関係が不明確であるという批判があるほか，債務者

との関係は対抗関係ではないため，同条第１項が，債務者に「対抗することがで

きない」としているのは不適切であると指摘されている。 

  この点について，債務者との関係については，債務者に対する通知等がなけれ

ば「債務者に対して債権者であることを主張できない」旨の規定に改めるべきで

あるとの考え方が示されている。この考え方は，債務者以外の第三者に対する対

抗要件と債務者に対する権利行使要件とを条文上明確に区別することによって，
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現在の民法第４６７条の不明確さを改めることを提案するものである。本文イは，

この考え方に基づき規定を整備することを提案するものである。 

  なお，当部会での審議においては，現行法の下で，債務者に対する権利行使要

件が具備されていなくても債務者が譲受人に弁済することによって当該弁済が有

効となるのは，当該弁済が債務者に対する権利行使要件としての承諾とみなされ

るからであるとする意見と，債務者に対する権利行使要件としての承諾がなくて

も，債務者が譲渡を認めて譲受人に弁済できるのは当然であるとする意見とがあ

った。本文イの提案は，この考え方の対立について，一定の立場を採用するもの

ではなく，解釈に委ねるということを前提としている。 

 

(3) 債務者の行為準則の整備 

ア 債権が譲渡された場合の債務者の行為準則を明確化するための規定を設

けるものとしてはどうか。 

  具体的には，例えば，以下の①②のような規定を設けるべきであるとい

う考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 ① 前記(1)で採用する考え方に従い，同一の債権について第三者対抗要件

を具備した債権譲渡が競合した場合と，同一の債権について差押えと第

三者対抗要件を具備した債権譲渡が競合した場合に関して，債務者の行

為準則についての規定を設けるものとする。 

 ② 複数の譲受人が第三者対抗要件を具備しているが，その先後を決する

ことができない場合は，いずれの譲受人も債権全額の弁済を請求するこ

とができ，債務者はいずれかの譲受人に対して債権の全額を弁済すれば

免責される。第三債務者に対する差押命令の送達と第三者対抗要件具備

の先後を決することができない場合も，同様とする。 

イ 上記ア②のうち，複数の譲受人が同時に第三者対抗要件を具備した場合

には，債務者は供託をすることによって債務を免れることができる旨の規

定を設けるものとしてはどうか。 

ウ 上記ア②の場合における譲受人間又は譲受人と差押債権者の間の法律関

係に関する規定を設けることの要否について，以下のような考え方があり

得るが，どのように考えるか。 

 【甲案】 債務者から弁済を受けた者は，その他の債権の譲受人又は差押

債権者に対して，債権額に応じて按分した額を償還しなければならな

い旨の規定を設けるものとする。 

 【乙案】 規定を設けないものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，２(4)ア「債務者保護のための規定の明確化」［５０

頁（１１６頁）］ 

 債権譲渡は，債務者の関与なく行われるため，債務者に一定の不利益が及ぶこと

43



は避けがたい面があり，それゆえ，できる限り債務者の不利益が少なくなるように

配慮する必要があるという観点から，債権譲渡が競合した場合に債務者が誰に弁済

すべきかという行為準則を整理し，これを条文上明確にする方向で，更に検討して

はどうか。 

 また，供託原因を拡張することにより，債務者が供託により免責される場合を広

く認めるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，３(3)［２４頁］】

○ 中間的な論点整理第１３，２(4)イ「譲受人間の関係」［５０頁（１１７頁）］

 複数の譲受人が第三者対抗要件を同時に具備した場合や，譲受人がいずれも債務

者対抗要件を具備しているが第三者対抗要件を具備していない場合において，ある

譲受人が債権全額の弁済を受領したときは，ほかの譲受人によるその受領額の分配

請求の可否が問題となり得るが，現在の判例・学説上，この点は明らかではない。

そこで，これを立法により解決するために，分配請求を可能とする旨の規定を設け

るかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，３(3)（関連論点）２［２７頁］】

○ 中間的な論点整理第１３，２(4)ウ「債権差押えとの競合の場合の規律の必要

性」［５０頁（１１７頁）］ 

 債権譲渡と債権差押えが競合した場合における優劣について，判例は，確定日付

のある譲渡通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時

と差押命令の第三債務者への送達日時の先後によって決すべきであるとし，債権譲

渡の対抗要件具備と差押命令の送達の時が同時又は先後不明の場合には，複数の債

権譲渡が競合した場合と同様の結論を採っている。このような判例法理を条文上明

確にするかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，３(3)（関連論点）３［２７頁］】

 

（補足説明） 

１ 同一債権について複数の債権譲渡が競合した場合における債務者の行為準則に

ついては，現在特に規定が設けられていないところ，この点を条文上明確にすべ

きであるという考え方について，第７回会議においては賛成する意見があり，こ

れに対して特段の異論はなかった。そこで，本文アでは，債務者の行為準則に関

する規定を設けることを提案している。 

  具体的には，例えば，本文ア①②のような規定を設けることが考えられるが，

最終的にどのような規定を設けるかについては，対抗要件制度に関する見直し（前

記(1)(2)参照）の検討結果を踏まえて，規定を設けるべき債務者の行為準則の内

容を検討すべきであると思われる。 

 (1) 複数の譲受人が第三者対抗要件を具備している場合には，譲受人間の優劣が

第三者対抗要件具備の先後で決せられ，債務者は先に第三者対抗要件を具備し

た第三者に対して弁済しなければならない。また，差押えと債権譲渡が競合し
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た場合について，判例（前掲最判昭和５８年１０月４日）は，差押債権者と債

権譲受人間の優劣は，確定日付のある譲渡通知が債務者に到達した日時又は確

定日付のある債務者の承諾の日時と差押命令の第三債務者への送達日時の先後

によって決すべきであるとしている。このような場合における債務者の弁済の

相手方を条文上明確にすることは，債務者保護の観点から特に重要であると思

われることから，本文ア①は，この点について規定を設けることを提案するも

のである。  

   規定を設ける場合の具体的な規定の在り方については，第三者対抗要件の見

直しについての検討結果を踏まえて検討すべきである。具体的には，前記(1)

アにおいて甲案を採る場合には，登記優先ルール（前記(1)ア（補足説明）２(2)

参照）（債権譲渡と差押えの優劣については，前記(1)ア（補足説明）２(3)参照）

によって優先する者が弁済の相手方となることを規定することが考えられる。

他方，前記(1)アにおいて乙案を採る場合には，民法上の対抗要件制度の見直し

の検討結果（前記(1)ウ）によって異なる。前記(1)ウにおいて甲案を採る場合

には，譲渡契約書に付された確定日付の先後（債権譲渡と差押えの優劣につい

ては，確定日付と差押命令の到達の先後）によって優先する者が弁済の相手方

となること，乙案又は丙案を採る場合には，債務者への通知の到達又は債務者

の承諾の先後（債権譲渡と差押えの優劣については，債務者への通知の到達又

は債務者の承諾と差押命令の到達の先後）によって優先する者が弁済の相手方

となることを，それぞれ規定することが考えられる。 

 (2) 複数の譲受人が第三者対抗要件を具備したとしても，その先後を決すること

ができない場合がある。このような場合として具体的に想定されるのは，(i)

第三者対抗要件を同時に具備した場合，(ii)第三者対抗要件を同時に具備した

わけではないが，その先後を裁判上立証できない場合，(iii)第三者対抗要件の

具備の先後を裁判上立証可能であるにもかかわらず，債務者が主観的にその先

後を認識していない場合が挙げられる。 

   このうち，(i)については，判例（最判昭和５５年１月１１日民集３４巻１号

４２頁）によると，各譲受人が，債務者に対してそれぞれの譲受債権の全額の

弁済を請求することができ，譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は，

他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り，弁済の責めを免れ

ることができないとされる。 

   上記(ii)については，判例（最判平成５年３月３０日民集４７巻４号３３３

４頁）は，「その到達の先後関係が不明であるために，その相互間の優劣関係を

決することができない場合には，右各通知は同時に第三債務者に到達したもの

と取り扱う」と判断している。この場合には，(i)の場合と同様に，各譲受人が，

債務者に対してそれぞれの譲受債権の全額の弁済を請求することができ，譲受

人の一人から弁済の請求を受けた債務者は，他の譲受人に対する弁済その他の

債務消滅事由がない限り，弁済の責めを免れることができないことになると考

えられる。この判例における「先後不明」とは，裁判手続を経て，実体的な関
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係を究極的・客観的に見た場合における先後不明を意味しており，債務者の主

観的判断としての先後不明をいうものではないとされている。すなわち，上記

(iii)は，この判例の射程には含まれない。(iii)の場合には，債務者は，第三

者対抗要件を先に具備した譲受人に対して債務を弁済しなければならないが，

弁済供託（民法第４９４条参照）の要件を充足する場合には，これによって債

務を免れることができる。 

   以上の(i)(ii)についての判例法理は，第三者対抗要件についてどのような考

え方を採るかにかかわらず維持されるべきであると考えられる。また，債権譲

渡と差押えが競合した結果，第三者対抗要件の具備と差押命令の送達の先後を

決する場合についても，債権譲渡が競合して，第三者対抗要件具備の先後を決

することができない場合と同様であると考えられている。そこで，本文ア②は，

これらの点についての規定を設けることを提案している。 

 (3) 以上の他にも，権利行使要件（前記(2)イ参照）が具備されていない場合，債

務者は，譲渡人に対して弁済すれば免責される旨を規定することが考えられる。

第三者対抗要件と権利行使要件を分離する対抗要件制度（前記(1)参照）の下で

は，第三者対抗要件だけが具備されている状態が生じ得るため，この場合につ

いての債務者の行為準則を明らかにすることが望ましいとも考えられる。もっ

とも，債務者の承諾を権利行使要件として維持する考え方を採用するのであれ

ば（前記(2)ア参照），この点について疑義は生じないとも思われるし，第三者

対抗要件だけが具備されている状態において，債務者が自らのリスクによって

譲受人に弁済できるということを，債務者の行為準則として挙げることが適当

かということにも疑問があるので，本文アでは取り上げないこととした。 

   また，権利行使要件のみを具備した複数の債権譲渡が競合する場合には，債

務者がいずれの譲受人に対しても弁済することができることについては，現在

のところ特に異論は見られず，この点についての規定を設けることも考えられ

る。しかし，このような事態が実際にどれほど問題となり得るか疑問があるの

で，この点も本文アでは取り上げないこととした。 

２(1) 債権譲渡が競合した場合において，債務者は，優先する譲受人に対して弁済

するほか，民法第４９４条の要件を充足するときは，供託することによって債

務を免れることができる。この供託の要件に関し，本文ア②のうち，複数の譲

受人が第三者対抗要件を同時に具備した場合については，判例（前掲最判昭和

５５年１月１１日）がいずれの譲受人に対して弁済しても免責されるとしたこ

とによって，弁済の相手方が明らかにされているので，債権者不確知の状況に

はなく，供託によって債務を免れることはできないと解されている。しかし，

この場合にも，債務者としては，弁済の相手方についての法的判断が困難であ

り，他方で，債権の帰属を争う譲受人らにとっても，債務者により債権者不確

知の場合と同様の供託（同法第４９４条後段参照）がされた方が，その後の譲

受人間の分配の協議を円滑に行うことができるという利点があると思われる。

そこで，本文イは，このような場合についても，債務者が供託によって債務を
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免れることができるとすることを提案するものである。 

   もっとも，これに対しては，同時到達の場合に関する債務者の行為準則につ

いて明文の規定を設け，いずれの譲受人に対しても全額の弁済をしてよいとい

うルールが明確になっているのであれば，それに加えて供託もできるとするこ

とが債務者の保護に資するようには思われないという反論もあり得る。 

   なお，同時到達の場合における供託を認める場合には，還付請求権に関する

法律関係について検討することが必要であるが，債権者不確知を原因として供

託された事案において判例は，債権額に応じて按分した額が各譲受人に帰属す

るとしている。供託に関する法律関係を明確化するためには，本文ウのような

規定を設けるか否かにかかわらず，同時到達の場合における還付請求権の帰属

についての規定を設けることが考えられるが，どのように考えるか。 

 (2) 以上の他にも，債務者保護の観点から供託原因を拡張すべきであるという意

見があり，具体的には，同一の債権について債権譲渡が競合したときには，債

務者は，常に供託することによって債務を免れることができる旨の規定を設け

るべきであるという意見がある。部会での審議においても，供託原因の拡張に

よって債務者の保護を図るべきであるとする意見があった。 

   しかし，この意見に対しては，譲受人間の優劣が客観的に明らかであるにも

かかわらず，債務者が供託によって債務を免れることができるとすると，譲受

人は，還付を受けるために確定判決などの還付請求権を有することを証する書

面を取得しなければならなくなるなどの負担を強いられることになり，正常な

債権譲渡取引の当事者に対して過剰な負担を課すことにつながりかねないとの

批判がある。供託による債務者の保護は，民法第４９４条の要件を充足する限

度で図り，更なる債務者の保護については，第三者対抗要件の見直し（前記(1)）

によって，できる限り債務者が弁済の相手方を容易に判断できるような制度を

構築することによって図ることが考えられる。本文イで供託原因の更なる拡張

に関する規定を提案していないのは，このような考慮に基づくものである。 

３ 本文ア②の場合に，判例上，各譲受人が債務者に対して全額の弁済を請求する

ことができるとされていることとの関係で，債権全額の弁済を受領した譲受人に

対して，他の譲受人が受領額の分配を請求できるかという点については，学説上，

請求の可否や，請求が可能と考える理論的根拠をめぐって争いがある。判例（前

掲最判平成５年３月３０日）は，債権譲渡の通知と債権の差押えの通知が競合し，

到達の先後関係が不明であった事案について，これを同時到達と扱うべきである

と判断した上で，公平の原則に照らし，譲受人と差押債権者が債権額に応じて供

託金額を按分した額の供託金還付請求権を分割取得すると判断している。この判

例を根拠として，譲受人間の分配請求を認めるべきであるという見解も主張され

ているが，他方，この判例は，専ら供託金還付請求権の帰属について判示したも

のであって，譲受人間での受領額の分配の可否について判断したものではないと

も指摘されている。 

  この場合の譲受人間の法律関係を明確化する観点から，本文ウの甲案は，弁済
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を受けた者が他の譲受人や差押債権者に対して，按分額の償還義務を負う旨の規

定を設けることを提案するものである。 

  もっとも，本文ウの甲案のような規定を設ける場合には，この規定と不当利得

（民法第７０３条，第７０４条）との理論的な関係や，弁済を受けた者が償還の

相手方が一人だと考えて，債権額を按分した上で償還したが，その後に，他にも

第三者対抗要件を同時に具備していた者がいたことが判明した場合における償還

をめぐる法律関係などについても検討することが必要であると思われる。しかし，

これらの点については，現段階で議論が深まっているとは言い難い。このような

状況を踏まえて，本文ウの乙案は，規定を設けずに，引き続き解釈に委ねること

を提案するものである。 

 

３ 抗弁の切断 

(1) 異議をとどめない承諾による抗弁の切断 

ア 異議をとどめない承諾による抗弁の切断の制度（民法第４６８条第１項）

を廃止するものとしてはどうか。 

イ 異議をとどめない承諾の制度を廃止する場合には，抗弁の切断は，基本

的に抗弁を放棄するという意思表示の一般的な規律に委ねるものとし，そ

の旨を明示する等の特段の規定は設けないものとしてはどうか。 

  また，この場合の抗弁の放棄の意思表示の方式については，書面によら

ない抗弁の放棄の意思表示を無効とする旨の規定を設けるという考え方が

あり得るが，どのように考えるか。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，３「抗弁の切断（民法第４６８条）」［５１頁（１１

７頁）］ 

 異議をとどめない承諾（民法第４６８条）には，単に譲渡がされたことの認識の

通知をすることにより抗弁の切断という重大な効果が認められる根拠が必ずしも

明確ではなく，また，債務者にとって予期しない効果が生ずるおそれがあるなどの

問題があることから，この制度を廃止する方向で，更に検討してはどうか。 

 この制度を廃止する場合には，抗弁の切断は，基本的に抗弁を放棄するという意

思表示の一般的な規律に従うことになるため，これに対する特則の要否を含めて，

どのように規律の明確化を図るかが問題となる。この点について，譲受人が抗弁の

存在について悪意の場合にも抗弁が切断されることになるため，特に包括的に抗弁

を放棄する旨の意思表示により債務者が不利益を受けるおそれがあるとの指摘に

留意しつつ，更に検討してはどうか。 

 また，その場合における特則として，債務者が一方的に不利益を被ることを防止

する観点から，例えば，書面によらない抗弁の放棄の意思表示を無効とする旨の規

定の要否について，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，４［２７頁］，同（関連論点）１［２９頁］】
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《参考・現行条文》 

（指名債権の譲渡における債務者の抗弁） 

民法第４６８条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に

対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することがで

きない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い

渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があると

きはこれを成立しないものとみなすことができる。 

２ 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるま

でに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 

 

（比較法） 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１２５７条 

・ユニドロワ国際商事契約原則第９．１．１３条 

・ヨーロッパ契約法原則第１１：３０７条 

・国際取引における債権譲渡に関する条約第１８条，第１９条 

 

（補足説明） 

１ 債務者の異議をとどめない承諾によって抗弁が切断されるという民法第４６８

条第１項の規定については，単に債権が譲渡されたことを認識した旨の通知をし

ただけで抗弁の喪失という債務者にとって予期しない効果が生ずることについて

批判されており，この制度を廃止すべきであるという考え方が提示されている。

これまでの部会での審議においてもこれに賛成する意見があり，特に異論はなか

った。そこで，本文アでは，異議をとどめない承諾の制度を廃止することを提案

している。 

２ 異議をとどめない承諾による抗弁の切断の制度を廃止した場合には，抗弁の切

断は，専ら一般の意思表示の規律に従うこととなり，特に新たな規定を設ける必

要はないという考え方がある。異議をとどめない承諾という制度がある現在でも，

債務者の意思表示によって抗弁を放棄することは可能であり，それを何ら変更す

るものではないからである。 

  もっとも，異議をとどめない承諾の制度の下では，抗弁の存在について善意の

譲受人との関係でのみ抗弁の切断の効果が認められていたところ，意思表示によ

り抗弁が切断されるという構成を採用する場合には，譲受人の善意・悪意によっ

て抗弁切断の効果は左右されず，切断される抗弁の内容は専ら抗弁放棄という意

思表示の解釈によって決せられることになる。この点に関して，抗弁の切断を一

般の意思表示の規律に従うものとすると，債務者に包括的な抗弁の放棄を強制さ

せる事態が生じた場合に，譲受人の主観を問わずに抗弁の切断が認められるため，

異議をとどめない承諾によって抗弁が切断される場合よりも，債務者の保護が不

十分になるおそれがあるという問題意識から，例えば，包括的な抗弁の放棄の意
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思表示の効力を認めず，抗弁の放棄に当たっては，放棄の対象となる抗弁を特定

しなければならない旨の規定を設けるべきであるとの意見がある。しかし，これ

に対しては，譲受人が，債務者が有する抗弁を知り得ない場合が多く，常に放棄

の対象となる抗弁を特定しなければならないとすることは，債権譲渡取引の当事

者に必要以上の負担を課すものであるとして反対する意見がある。また，第７回

会議においては，放棄した抗弁の範囲が明確でないときは，一般には，譲受人が

知らない抗弁は主張しないという趣旨の意思表示をしたと解釈されるのではない

かという意見もあった。 

  債務者が真意に基づかない抗弁の放棄をさせられるような事態が生じないよう

にすべきであるという問題意識は重要であると思われるものの，包括的な抗弁の

放棄を認めないことに対する反対意見を踏まえると，上記の問題については，債

務者の意思表示の内容が適切に解釈されることや錯誤（民法第９５条）等の意思

表示の規律の適用によって解決されることが望ましいと思われる。そこで，本文

イ第１パラグラフでは，抗弁の切断は一般の意思表示の規律に従うという理解の

下に，特にその旨を明示するような規定は設けないことを提案している。 

３ もっとも，債務者の真意に基づかない抗弁の放棄がされることを防止するとい

う観点から，書面によらない抗弁の放棄の意思表示を無効とする旨の規定を設け

るという立法提案が示されている（参考資料１［検討委員会試案］・２２３頁）。

この提案については，債務者に慎重な意思表示をすることを促すことができると

して賛成する意見がある。本文イ第２パラグラフは，このような意見を踏まえ，

抗弁の放棄の意思表示を要式行為とすることを提案するものである。 

  これに対しては，免除の意思表示や権利の放棄一般について書面でされること

が要求されていないこととのバランスを欠くのではないかという意見や，要式行

為とすることによって債務者が慎重な意思表示をすることにつながるという点を

疑問視する意見がある。 

 

(2) 債権譲渡と相殺の抗弁 

 債権譲渡の譲受人に対して債務者が相殺の抗弁を主張するための要件に関

する規定の要否については，以下のような考え方があり得るが，どのように

考えるか。 

【甲案】 抗弁切断の基準時に，債務者が譲渡人に対して有していた既発生

の債権だけでなく，抗弁切断の基準時後に発生又は取得する債権であっ

ても，債務者の相殺の期待を保護すべき場合については，債務者は，当

該債権をもって相殺の抗弁を主張できる旨の規定を設けるものとする。 

   債務者の相殺の期待を保護すべき場合としては，①抗弁切断の基準時

に債権の発生原因が既に存在していた場合や，②抗弁切断の基準時に債

権の発生原因が存在していない場合でも，譲渡された債権と関連して一

体的に決済されることが予定された取引があり，取得した反対債権がそ

の取引から生ずるものであった場合とする考え方の当否を検討する。 
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【乙案】 抗弁切断の基準時に，反対債権を取得していた場合に限り，債務

者は，譲受人に対して相殺の抗弁を主張できる旨の規定を設けるものと

する。 

【丙案】 抗弁切断の基準時に，相殺適状が生じていた場合に限り，債務者

は，譲受人に対して相殺の抗弁を主張できる旨の規定を設けるものとす

る。 

【丁案】 規定を設けないものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１８，４(2)「債権譲渡と相殺の抗弁」［６９頁（１６４頁）］

 債権の譲受人に対して債務者が相殺の抗弁を主張するための要件について，法定

相殺と差押えに関する規律（上記(1)）に従うことを条文上明確にするかどうかに

ついては，法定相殺と差押え，譲渡禁止特約の効力及び転付命令と相殺との関係に

関する検討結果を踏まえて，債権譲渡取引に与える影響にも留意しつつ，更に検討

してはどうか。 

【部会資料１０－２第２，５(1)（関連論点）１［５４頁］】

 

（比較法） 

・ドイツ民法第４０６条 

・ユニドロワ国際商事契約原則第９．１．１３条 

・ヨーロッパ契約法原則第１１：３０７条 

・国際取引における債権譲渡に関する条約第１８条，第１９条 

 

（補足説明） 

１ 債権譲渡がされた場合に，債務者は，譲渡の「通知を受けるまでに譲渡人に対

して生じた事由」をもって債権の譲受人に対抗することができるが（民法第４６

８条第２項），譲受人に対して相殺の抗弁を対抗するための具体的な要件は明らか

ではなく，法定相殺と差押えに関する問題（中間的な論点整理第１９，４(1)［６

９頁（１６３頁）］）と関連して，議論の対象とされてきた。学説上は，債権譲渡

の取引の安全を保護する必要があることや，債務者は譲渡禁止特約を付すことに

よって相殺の期待を自ら確保することが可能であるということを理由として，債

務者が相殺の抗弁を主張できるのは，譲渡の通知が到達した時点で既に相殺適状

にあった場合に限られるとする見解や，自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よ

りも先に到来する場合に限られるとする見解などが有力に主張されてきた。また，

この点についての判例（最判昭和５０年１２月８日民集２９巻１１号１８６４頁）

は，債権譲渡の権利行使要件が具備される時までに債務者が自働債権を取得して

いれば，自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わず，相殺適状になった場合に

は相殺を対抗することができるとしたが，やや特殊な事案についての判断であり，

債権譲渡と相殺の関係一般についての判例の立場は必ずしも明確でないとされて

いる。以上のように，債権譲渡がされた場合に債務者が相殺の抗弁を主張できる
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ための要件は，現在，不明確な状況にある。 

  このような状況に鑑み，この問題を立法的に解決することが提案されている（参

考資料２［研究会試案］・１７８頁）。これに対しては，相殺の抗弁に関してのみ

特別の規定を置く必要はないとする意見がある一方で，債権譲渡がされた場合に

おける債務者の抗弁の中でも相殺の抗弁が特に重要であるにもかかわらず，譲受

人に対抗するための要件が明らかではないのは問題であるという指摘があり，ま

た，比較法的にも，相殺の抗弁について特別の規定を置く例が多いという指摘も

ある（詳細については，別紙比較法資料参照）。このような指摘等を踏まえて，債

権譲渡がされた場合に債務者が相殺の抗弁を主張できるための要件についての規

定を設けることの要否について検討する必要がある。 

２ 今般の民法（債権関係）の見直しに当たって，譲渡禁止特約を第三者に対抗す

ることが一切できないものとする方向で見直すという考え方が提案されている

（前記１(1)）。この考え方を採用する場合には，その前提として，これまで譲渡

禁止特約によって保護されてきた債務者の相殺の期待が引き続き保護されるよう

にする必要があると思われる。このような問題意識に基づき，これまで無制限説

と言われてきた考え方よりも相殺の抗弁を広く主張することができるようにすべ

きであるという意見がある。具体的には，抗弁切断の基準時までに，債務者が既

発生の債権を有していたとき（自働債権と受働債権の弁済期の先後は問わない。）

だけでなく，抗弁切断の基準時に存在していた債権の発生原因に基づき，抗弁切

断の基準時後に債権が発生したときや，抗弁切断の基準時に債権の発生原因が存

在していない場合でも，譲渡された債権と関連して一体的に決済されることを予

定された取引があり，抗弁切断の基準後に取得した反対債権がその取引から生ず

るものであったときには，債務者の相殺の期待を保護すべきであるというもので

ある。このように相殺の抗弁を主張することを広く認める立法例として，ヨーロ

ッパ契約法原則第１１：３０７条や国連債権譲渡条約第１８条第１項が存在する。

本文の甲案は，このような考え方に基づき規定を設けることを提案するものであ

る。 

本文の甲案を採る場合に，相殺の抗弁の主張を認める要件に関する具体的な規

定の在り方については，一例として，本文甲案第２パラグラフ記載の①及び②を

提案している。これに対しては，どのような場合に相殺の抗弁の主張が認められ

るのか，基準として不明確であるという批判があり得ると思われるので，これま

で譲渡禁止特約によって保護されてきたとされる債務者の相殺の期待が失われな

いような要件の在り方を引き続き検討する必要がある。 

他方，前掲最判昭和５０年１２月８日の結論を一般化し，抗弁切断の基準時ま

でに，債務者が譲渡人に対する反対債権を取得していた場合には，自働債権と受

働債権との弁済期の先後を問わず，債務者が譲渡人に対して相殺の抗弁を主張で

きるとする規定を設けるべきであるという考え方も主張されている。本文の乙案

は，このような考え方を採用することを提案するものである。乙案に対しては，

前記のとおり，この判例は特殊な事案に関するものであることを踏まえ，これを
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一般化して規定を設けることについては，慎重に検討すべきであるという意見が

ある。 

     これに対して，譲渡禁止特約を第三者に対抗することの当否についてどのよう

な考え方を採るかにかかわらず，債権譲渡の場合には，取引の安全を図ることが

重要であるとして，相殺の抗弁を対抗することができる場合を限定すべきである

という考え方がある。本文の丙案は，このような考え方に基づいて，抗弁の切断

時に相殺適状にあった場合に限り，相殺の抗弁を主張することができる旨の規定

を設けることを提案するものである。このような制限的な考え方を採る立場から

は，債務者が有する自働債権の弁済期が，譲渡の対象とされた受働債権の弁済期

よりも先に到来するときに限り，相殺の抗弁を主張することができるとする考え

方もあり得るが，この考え方に対しては，自働債権と受働債権の弁済期の先後は

偶然によって決せられるところ，これによって相殺の抗弁の主張の可否が異なる

のは妥当でないという批判がある。なお，この問題について規定を設けるべきで

あるとする立法提案の中には，譲渡禁止特約を原則として第三者に対抗できない

としつつ，相殺の抗弁を主張できる要件を制限的に考える立場に立っているもの

がある（参考資料２［研究会試案］・１６７頁，１７８頁）。 

  以上に対して，本文の丁案は，相殺の抗弁の主張の可否については，なお見解

が対立しており，立法により解決することができるほど議論が深まっていないこ

とを理由として，規定を設けることなく，解釈に委ねることを提案するものであ

る。第８回会議においても，規定を設けることに消極的な意見があったほか，規

定を設ける方向の立場の中でも，その要件の在り方については意見が分かれてい

た。 

 

４ 将来債権譲渡 

(1) 将来債権譲渡とその対抗要件 

 将来発生すべき債権（以下「将来債権」という。）を譲渡することができ，

指名債権の譲渡の対抗要件の方法で対抗要件を具備することができる旨の規

定を設けるものとしてはどうか。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，４(1)「将来債権の譲渡が認められる旨の規定の要

否」［５１頁（１１７頁）］ 

 将来発生すべき債権（以下「将来債権」という。）の譲渡の有効性に関しては，

その効力の限界に関する議論があること（後記(2)(3)参照）に留意しつつ，判例法

理を踏まえて，将来債権の譲渡が原則として有効であることや，債権譲渡の対抗要

件の方法により第三者対抗要件を具備することができることについて，明文の規定

を設けるものとしてはどうか。 

【部会資料９－２第１，５(1)［３１頁］】
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《参考・現行条文》 

（債権の譲渡性） 

民法第４６６条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さ

ないときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、

その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

（比較法） 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１２５２条，第１２５４－１条 

・ユニドロワ国際商事契約原則２０１０第９．１．５条 

・ヨーロッパ契約法原則第１１：１０２条 

・国際取引における債権譲渡に関する条約第８条 

 

（補足説明） 

１ 将来債権を譲渡することができ，指名債権の譲渡の対抗要件の方法により対抗

要件を具備できることについては，判例上認められており，学説上も異論がない。

そして，将来債権譲渡の有効性とその対抗要件を明らかにする規定を設けること

についても，これまでの部会で特に異論がないことから，本文では，その旨の規

定を設けることを提案している。 

２ 規定を設ける場合には，「将来債権」とは何かという点が問題となり得る。例え

ば，①発生原因は存在するが未発生の債権と，②発生原因すら存在しない債権が

これに含まれることに争いはないように思われるが，③条件付債権と④期限付債

権が，将来債権に含まれるかという点については見解が分かれている。将来債権

も譲渡可能であり，指名債権の譲渡の対抗要件の方法で対抗要件を具備すること

ができる旨の判例法理を明文化する限度では，③と④が将来債権に含まれるか否

かによって違いは生じない。そこで，本文の提案は，将来債権に何が含まれるか

という点については，解釈に委ねることを前提としている。 

  なお，譲渡人の地位に変動が生じた場合についての将来債権譲渡の効力（後記

(3)）については，上記③と④が将来債権に含まれるか否かによって具体的な違い

が生じ得るように思われる。すなわち，後記(3)に関して，譲渡人の地位の変動が

あった場合に，第三者に対して将来債権譲渡の効力が及ばなくなるという考え方

を前提とすると，上記③や④が「将来債権」に該当するのであれば，これを譲渡

し，譲受人が第三者対抗要件を具備した後に，譲渡人の地位に変動が生ずると，

③や④に将来債権譲渡の効力が及ばないのではないかという問題である。もっと

も，この部会資料では，後記(3)について，上記のような考え方を採用しないこと

を提案しており，この立場からは，将来債権の定義を解釈に委ねることの妨げと

なる問題ではないと考えられる。 
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(2) 公序良俗の観点からの将来債権譲渡の効力の限界 

 公序良俗の観点から将来債権譲渡の効力が認められない場合があることに

ついての規定は，設けないものとしてはどうか。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，４(2)「公序良俗の観点からの将来債権譲渡の効力

の限界」［５１頁（１１９頁）］ 

 公序良俗の観点から将来債権の譲渡の効力が認められない場合に関して，より具

体的な基準を設けるかどうかについては，実務的な予測可能性を高める観点から賛

成する意見があったが，他方で，債権者による過剰担保の取得に対する対処という

担保物権法制の問題と関連するため，今般の見直しの範囲との関係で慎重に検討す

べきであるとの意見があった。また，仮に規定を設けるのであれば，譲渡人の事業

活動の継続の可否や譲渡人の一般債権者を害するかどうかという点が問題となる

との意見があった。これらの意見に留意しつつ，公序良俗の観点からの将来債権譲

渡の効力の限界の基準に関する規律の要否について，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，５(1)（関連論点）［３２頁］】

 

（補足説明） 

１ 将来債権の譲渡は原則として有効であるが，公序良俗の観点から，その効力が

認められない場合があることについては，判例（最判平成１１年１月２９日民集

５３巻１号１５１頁）がその傍論で明らかにしており，このような一般論につい

ては，特に異論は見られない。もっとも，この判例は，公序良俗の観点から効力

が認められない場合があることに言及したにとどまり，どのような場合に効力が

否定されるかという点についての具体的な基準はなお不明確である。そのため，

実務的な予測可能性を高めるために，より具体的な基準を示す規定を設けること

を求める意見がある。 

２ 規定を設ける場合には，①具体的な要件の在り方，②新たに設けられる規定と

他の法理との関係などが問題になる。 

  このうち，①具体的な要件の在り方については，譲渡対象となる将来債権の発

生期間について定めがない場合に，例えば５年又は１０年に制限されるとし，期

間が定められた場合には，債権の性質に鑑みて余りにも長期の場合には相当と認

められる期間を超える部分について無効とする旨の規定を設けることが考えられ

るという意見があった。しかし，補充的な規定とはいえ具体的な年数を法律で定

めるには，どのような根拠に基づいてそれを算定するかという困難な問題がある。

それゆえ，仮にこのような規定を設けたとしても，この規定で認められた期間内

に発生する将来債権の譲渡が全て有効であることを意味するわけではなく，公序

良俗に反する場合には無効とされる可能性を否定しがたいため，必ずしも予測可

能性を高めることにはならないとの指摘がある。このような指摘を踏まえると，

規定を設ける場合には期間制限とは異なるアプローチで要件を検討すべきである

と思われるが，現在のところ，具体的な案は提示されていない。 
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  また，②新たに設けられる規定と他の法理との関係としては，具体的には，詐

害行為取消権・否認権や暴利行為との関係や，過剰担保の制限法理との関係が問

題となる。特に，前掲最判平成１１年１月２９日は，「譲渡人の営業活動等に対し

て社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え，又は他の債

権者に不当な不利益を与えるものであると見られるなどの特段の事情の認められ

る場合」に，公序良俗に反し，無効となり得るとしたが，このうち，「他の債権者

への不当な不利益を与える」場合については，本来は，詐害行為取消権や否認権

の適用によって解決されるべき問題であり，公序良俗違反として無効となるのは

極めて限定されるはずであるとの指摘がある。また，「譲渡人の営業活動等に対し

て社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え」る場合につ

いては，暴利行為（部会資料２７第１，１(2)）の一類型であるという指摘がある

ところ，暴利行為について具体的な規定を設けるという考え方を採った場合には，

これよりも更に具体的な規定を設けられるのかという疑問があるとの指摘もある。

このほか，譲渡担保として行われる将来債権譲渡の効力が公序良俗の観点から否

定されるのは，過剰担保を理由とする場合が多いと思われる。そうであるとする

と，ここで新たに設けようとする規定と，担保物権法制における過剰担保の制限

法理との関係などにも，同様に十分に目配りをしながら検討しなければならない。

これらの点を踏まえると，他の制度等との関係に留意しつつ有意な要件を定める

ことは，困難であるように思われる。 

３ 以上のそれぞれの問題について指摘されている点を踏まえると，現段階で規定

を設けることは困難であると思われる。そこで，本文では，公序良俗の観点から

の将来債権譲渡の効力の限界に関する規定は設けないことを提案している。 

 

(3) 譲渡人の地位の変動に伴う将来債権譲渡の効力の限界 

ア 将来債権譲渡の後に譲渡人の地位に変動があった場合における将来債権

譲渡の効力に関する規定を設けることの要否については，以下のような考

え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 将来債権譲渡の効力は，譲渡の対象となった将来債権が譲渡人

以外の第三者の下で発生した場合であっても，当該第三者に対抗する

ことができる旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 将来債権譲渡の効力は，譲渡の対象となった将来債権が譲渡人

以外の第三者の下で発生した場合には，当該第三者に対抗することが

できないが，譲渡の対象となった将来債権が譲渡人から当該将来債権

を発生させる契約上の地位を承継した第三者の下で発生した場合には，

当該第三者に対抗することができる旨の規定を設けるものとする。 

【丙案】 規定を設けないものとする。 

イ 不動産の賃貸人が将来発生する賃料債権を譲渡した後に当該不動産を譲

渡した場合における将来債権譲渡の効力に関する規定を設けることの要否

については，以下のような考え方があり得るが，どのように考えるか。 
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【甲案】 この場合の将来債権譲渡の効力は，不動産の譲受人に対抗する

ことができない旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 規定を設けないものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第１３，４(3)「譲渡人の地位の変動に伴う将来債権譲渡の

効力の限界」［５２頁（１２０頁）］ 

 将来債権の譲渡の後に譲渡人の地位に変動があった場合に，その将来債権譲渡の

効力が及ぶ範囲に関しては，なお見解が対立している状況にあることを踏まえ，立

法により，その範囲を明確にする規定を設けるかどうかについて，更に検討しては

どうか。具体的には，将来債権を生じさせる譲渡人の契約上の地位を承継した者に

対して，将来債権の譲渡を対抗することができる旨の規定を設けるべきであるとの

考え方が示されていることから，このような考え方の当否について，更に検討して

はどうか。 

 上記の一般的な規定を設けるか否かにかかわらず，不動産の賃料債権の譲渡後に

賃貸人が不動産を譲渡した場合における当該不動産から発生する賃料債権の帰属

に関する問題には，不動産取引に特有の問題が含まれているため，この問題に特有

の規定を設けるかどうかについて，検討してはどうか。 

【部会資料９－２第１，５(2)［３２頁］】

 

（補足説明） 

１ 譲渡人の地位の変動に伴う将来債権譲渡の効力の限界に関する議論の状況 

  将来債権譲渡の効力については，公序良俗の観点からの限界の他，譲渡人の地

位の変動に伴う限界があるという見解がある。これは，将来債権譲渡の効力は，

譲渡人の処分権の範囲内でのみ及ぶものであるところ，将来債権の譲渡後に，当

該将来債権を発生させる譲渡人の地位に変動があった場合には，地位の変動後に

発生する債権について譲渡人の処分権が及ばないという意味で，将来債権譲渡の

効力に限界があるのではないかというものである。 

  この点については，将来債権譲渡の効力は，譲渡人の地位の変動後に第三者の

下で発生する債権にも譲渡人の処分権が及ぶという見解が有力に主張されている。

その根拠としては，「将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約が締結された

場合には，債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない限り，譲渡担保の

目的とされた債権は譲渡担保契約によって譲渡担保設定者から譲渡担保権者に確

定的に譲渡されているのであり，この場合において，譲渡担保の目的とされた債

権が将来発生したときには，譲渡担保権者は，譲渡担保設定者の特段の行為を要

することなく当然に，当該債権を担保の目的で取得することができるものであ

る。」と判示した最判平成１９年２月１５日民集６１巻１号２４３頁が挙げられて

いる。この判例との整合性からすると，譲渡人は，譲渡の対象である将来債権の

全てについて処分権を有していると見るべきであり，譲渡人の地位が変動したこ

とによって将来債権譲渡の効力が事後的に覆滅されると考えるべきではないとい
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うのである。また，破産宣告前の借賃の前払や処分の効力を当期及び次期のもの

に制限していた旧破産法第６３条が新破産法には受け継がれなかった経緯及び趣

旨を踏まえると，譲渡人の処分権が広く及ぶと考えざるを得ないと指摘するもの

もある。そして，この見解は，将来債権譲渡の基礎となる処分権は，債権を発生

させる財産の所有（例えば，不動産賃料債権の譲渡については，当該不動産の所

有）に基づくものであるとする。 

  しかし，これに対して，将来債権譲渡の効力は，原則として，譲渡人の地位の

変動後に第三者の下で発生した債権には及ばないという見解も主張されている。

これは，将来債権譲渡の基礎となる処分権は，債権を発生させる契約上の地位に

基づくものであるとした上で，譲渡人以外の第三者の下で発生する将来債権につ

いては，譲渡人には処分権がないから，譲渡人による譲渡の効力が原則として及

ばないが，当該第三者が譲渡人の契約上の地位を承継した者である場合には，当

該契約から生じた債権は譲渡人によって既に処分されており，当該第三者はそれ

を前提とした契約上の地位を承継することになるため，当該譲渡の効力が及ぶと

いうものである。そして，前掲最判平成１９年２月１５日との整合性については，

判示の中に「譲渡人の処分権能が及ぶ限り」という限定が当然に組み込まれてい

るものであるから，この判決と矛盾するものではないという説明がされている。 

  以上のように，譲渡人の地位の変動に伴う将来債権譲渡の効力の限界の有無及

びその範囲については，見解が対立しているところ，将来債権譲渡による取引の

安定性を高めるために，その規律内容を条文上明確にすることを求める意見があ

る。 

２ 改正提案の概要 

  具体的な規定内容として，本文ア甲案では，将来債権譲渡の効力は，譲渡人の

地位の変動後に第三者の下で発生する債権にも及ぶという見解を明文化する考え

方を提示し，他方，本文ア乙案では，譲渡人の地位の変動後に譲渡人以外の第三

者の下で発生した債権に，将来債権譲渡の効力は原則として及ばないが，譲渡人

から当該将来債権を発生させる契約上の地位を承継した第三者の下で発生した債

権については，将来債権譲渡の効力が及ぶという見解を明文化する考え方を提示

した。本文ア甲案と乙案で具体的にどのような違いが生ずるかというと，例えば，

不動産から将来発生する賃料債権が譲渡され，第三者対抗要件が具備された後に，

当該不動産が譲渡された場合に，甲案によれば，不動産の譲受人の下で発生する

賃料債権の全てについて，将来債権譲渡の効力が及ぶことになるが，乙案による

と，①不動産の譲受人が，譲渡人から賃貸借契約上の地位を承継した場合には，

当該賃貸借契約から発生する賃料債権には，将来債権譲渡の効力が及ぶが，②不

動産の譲受人が新たに締結した賃貸借契約から発生する賃料債権には，将来債権

譲渡の効力が及ばないということになる。 

  この点についての具体的な立法提案としては，本文ア乙案と同様に，将来債権

を生じさせる譲渡人の契約上の地位を承継した者に対して，将来債権譲渡の効力

を対抗することができる旨の規定を設けることを提案するものがある（参考資料
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１［検討委員会試案］・２２０頁）。 

  本文ア甲案の考え方に対しては，債権譲渡取引の安全に資するとして評価する

意見がある反面，将来債権譲渡の譲渡人に，第三者の下で発生する債権の処分権

を無制限に認めることについての理論的な根拠を疑問視する意見がある。 

  他方，本文ア乙案の考え方に対しては，債権の譲受人と債権を発生させる契約

上の地位の譲受人との利益衡量の在り方として，妥当であるという評価もあるが，

特に甲案の立場から，債権譲渡の効力が事後的に覆滅され得ることについて，債

権譲渡取引の安全を害するとして批判する意見がある。また，乙案に対しては，

「契約上の地位を承継した者」に該当するかどうかの判断が困難なものがあり，

予測可能性に欠けるとする批判もある。例えば，基本契約に基づき個別の売買契

約を締結するという取引形態の事業において，将来発生する売掛債権が譲渡され

た後に，事業譲渡によって基本契約上の地位が移転された場合に，乙案では，基

本契約と個別契約との結びつきの強弱によって，将来債権譲渡の効力が事業の譲

受人に及ぶか否かが決せられることとなるが，このような判断は容易でないとい

う批判である。 

  以上のように，この問題についてはなお見解が対立していることに鑑み，本文

ア丙案は，規定を設けることなく，解釈に委ねることを提案するものである。 

  なお，この問題について，部会での審議では，譲渡人の地位の変動後に第三者

の下で発生する債権には，将来債権譲渡の効力が一切及ばないという考え方を支

持する意見があった。この考え方を支持する立場からは，譲渡人以外の下で発生

した債権について譲渡人の処分権が及ぶはずがないとするものや，将来債権の譲

渡は，債権が実際に発生しない段階で，不安定さを折り込んで行われるものであ

るから，将来債権の譲渡の効力が及ぶ範囲については限定的に考えるべきである

ことなどが，理由として挙げられている。しかし，この意見からは，将来発生す

る不動産賃料債権が差し押さえられた後に，当該不動産が譲渡され，賃貸人たる

地位が移転した場合であっても，差押えの効力が不動産の譲受人の下で発生する

賃料債権に及ぶとした最判平成１０年３月２４日民集５２巻２号３９９頁との整

合性を説明することができないように思われる。また，第三者の下で発生する債

権に譲渡人の処分権が及ばないとする点については，この補足説明１で紹介した

ように，従来の有力説がその根拠を示しているところである。さらに，本文イで

取り上げている不動産賃料の問題を除き，立法論によって，譲渡人の地位の変動

が生じた場合における将来債権譲渡の効力を制限すべきであるという見解は，少

なくともこれまでに有力に主張されてきたものではなく，その効力を制限すべき

実務上の必要性などについて十分な説明がされていないように思われる。以上の

他にも，現在の将来債権譲渡による資金調達の実務は，譲渡人の地位の変動にか

かわらず，譲渡人の処分権が及ぶという理解に基づき行われているとの指摘があ

り，このような立場からは，将来債権譲渡の効力が過剰に制限されることによっ

て，実務に支障が生ずることを強く懸念する意見が示されている。以上の点に鑑

み，上記のような考え方は，この部会資料では取り上げていない。 
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３ 債権譲渡に関する公示制度との関係 

  本論点については，債権譲渡に関する公示制度の問題と密接に関連するという

指摘がある。現在は，譲渡人の地位の変動後も，将来債権譲渡の効力を少なくと

も一定の範囲で第三者に対して対抗できるという解釈が有力であるが，債権譲渡

の事実が債務者の認識を通じて公示されることを前提とする現在の制度では，先

行する債権譲渡の有無についての公示が不十分であるため，契約上の地位の譲受

人が不測の損害を被るおそれがあるという指摘である。このような問題意識に基

づき，将来債権譲渡を第三者に対抗することができる範囲を制限的に考えるべき

であるという意見があるが，これに対しては，この意見が指摘する問題は将来債

権譲渡の効力の限界を狭く解することによってではなく，別の法理によって対処

されるべきであるという批判がある。この批判が指摘するとおり，ここで示され

ている問題意識への対応策としては，まずは，債権譲渡の対抗要件制度を見直す

ことによって公示機能を高めることが模索されるべきであり（前記２(1)参照），

それが困難であるとしても，将来債権譲渡の効力の範囲を狭く考えなければ本当

に支障が生ずるのかということについて慎重に検討すべきであると思われる。 

４ 倒産法制との関係 

  本論点については，特に金融実務の観点から，規定を設ける場合には，再生手

続等の倒産手続の開始決定後に発生した債権にも，将来債権譲渡の効力が及ぶこ

とを明確にすべきであるという意見が主張されているなど，今般の民法（債権関

係）の見直しにおいて，倒産手続の開始決定後に発生した債権に将来債権譲渡の

効力が及ぶかという問題について，立法的に解決すべきであるという意見が主張

されている。 

  しかし，この問題は，倒産手続における管財人の地位についての理解を始めと

して，倒産法上の論点と密接に関わるので，主として倒産法の分野で議論される

べきものであると考えられる。このような認識については，これまでの部会の審

議においても異論がなかった。本文ア甲案及び乙案の提案は，上記の問題につい

ての結論を得ることを意図するものではなく，引き続き，倒産法上の議論に委ね

られるという理解を前提としている。 

  他方，本論点について民法に規定を設けると，倒産法の解釈に影響を及ぼし得

るとして，一般的な規定を設けることに反対する意見もある。しかし，本論点は，

倒産の場面でのみ問題となるものではないから，倒産法の解釈等に影響を与え得

ることのみを理由として民法に規定を設けないとするのは，必ずしも適切ではな

いと思われる。 

５ 将来発生する不動産賃料債権の譲渡の効力に関する特則の要否 

  本文アで，将来債権譲渡一般の効力については広く認めるという考え方を採る

としても，将来発生する不動産賃料債権の譲渡の効力については，制限的に考え

るべきであるという見解が主張されてきた。その理由として，不動産の取引にお

いては，不動産登記という公示制度が整備されているにもかかわらず，将来発生

する賃料債権の譲渡がされたという公示が不十分であるため，収益を取得できな
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い不動産であることを知らずに取引が行われるおそれがあり，不動産取引の安全

を害するという問題が指摘されている。また，不動産の場合には，法定果実であ

る不動産賃料債権を，不動産の所有権から分離して長期間にわたって譲渡するこ

との可否という物権法上の理論的な問題も指摘されており，このような問題意識

から，将来発生する不動産賃料債権の譲渡の効力については，不動産の所有権の

移転に対抗できないとすべきであるという考え方が有力に主張されてきた。実態

調査の結果においても，不動産の売買契約締結前に当該不動産から発生する賃料

債権の譲渡の有無を確認することは困難であるのが実態であるという指摘が見ら

れる（参考資料４－２）。 

  第７回会議においては，本文アにおいてどのような考え方を採るかにかかわら

ず，将来発生する不動産賃料債権の譲渡後に賃貸人が不動産を譲渡した場合にお

ける当該不動産から発生する賃料債権の帰属については，不動産取引に特有の問

題が含まれているとして，特別の規定を設けることを検討すべきであるという意

見があった。この意見は，以上のような問題意識に基づく意見であると思われる。

そこで，本文イ甲案では，不動産の譲受人に対して，将来債権譲渡の効力を一切

対抗できない旨の規定を設けることを提案している。 

  本文イ甲案の考え方に対しては，前掲最判平成１０年３月２４日の結論と整合

的ではなく，これを改めなければならない理由がないとする批判がある。 

  他方，賃料債権譲渡による資金調達の可能性を広げるという観点から，将来発

生する不動産賃料債権の譲渡についても，その効力を不動産の譲受人に対抗する

ことができるとすべきであるという意見がある。これは，法律上の制限等により

不動産を譲渡することができない場合であっても，将来発生する賃料債権を譲渡

するという方法で資金調達を行うことが可能になることを狙いとするものである。

しかし，本文アとの関係で，将来発生する不動産賃料債権の譲渡についてのみ，

特別にその効力を広く認める必要性があると言えるのか疑問であり，上記の意見

は，本文アについても広く将来債権譲渡の効力を認める立場に立つことが前提と

なっていると思われる。そこで，ここでは，具体的な案としては取り上げないこ

ととした。 

  本文イ乙案は，この問題についての特別の規定を設けないことを提案するもの

であるが，ここには二つの異なる立場があり得ることに留意する必要がある。一

つは，本文アにおいて甲案又は乙案の考え方を採ることを前提としつつ，不動産

賃料債権譲渡についての特別の規定を設ける必要がないという判断の下に規定を

設けないとするものであり，もう一つは，本文アについて丙案の考え方を採るこ

とを前提としつつ，不動産賃料債権譲渡についても解釈に委ねるというものであ

る。 

６ その他関連する問題 

  敷金返還請求権が質権の目的とされた場合に，質権設定者である賃借人が，正

当な理由に基づくことなく賃貸人に対して未払債務を生じさせて敷金返還請求権

の発生を阻害することが，質権者に対する義務違反であるとした判決がある（最
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判平成１８年１２月２１日民集６０巻１０号３９６４頁）。この判例の射程が将来

債権譲渡一般についても及ぶとして，将来債権の譲渡人は，譲渡対象債権の発生

原因となる法律関係（原因関係）を維持することが将来債権自体の維持と一体の

ものと評価できる範囲において，原因関係を維持する義務を負うと理解した上で，

この義務についての明文の規定を設けるべきであるとの意見がある。 

  しかし，上記判決は担保権に関するものであるところ，真正譲渡を含む将来債

権譲渡一般にこの判例の射程が及ぶと考えてよいかという疑問がある。また，上

記の判決が担保権に関するものであることからすると，ここで新たに設けられる

規定と，担保権設定者一般に課される義務との関係などについても整理する必要

がある。さらに，仮に譲渡人に原因関係維持義務が認められるとして，その義務

に違反する法律行為の効力の有無，当該法律行為の効力を否定する場合のその理

論的な根拠なども問題となる。しかし，以上のような問題について，これまで必

ずしも十分な議論の蓄積があるとは言えないように思われる。以上の点を考慮し

て，原因関係維持義務に関する規定を設けることの当否については，本文では取

り上げないこととした。 
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第２ 証券的債権及び有価証券に関する規定の整備 

１ 証券的債権に関する規定 

 有価証券と区別される意味での証券的債権に関する規定は，民法に設けない

ものとしてはどうか。また，民法第４６９条から第４７３条までの規定につい

ては，これらを削除した上で，有価証券に関する規定として再編成することの

当否を別途検討することとし（後記２参照），併せて同法第８６条第３項を削除

するものとしてはどうか。 

 指名債権という概念は，条文上これを用いないものとしてはどうか。 

 

○ 中間的な論点整理第１４，１「証券的債権に関する規定の要否（民法第４６９

条から第４７３条まで）」［５２頁（１２３頁）］ 

 民法第４６９条から第４７３条までの規定は，講学上，証券的債権に関する規定

であると言われているところ，この証券的債権の意義（有価証券との関係）につい

ては見解が分かれ，これらの規定の適用対象が必ずしも明らかではないという問題

がある一方で，証券的債権の意義についての見解の如何にかかわらず，有価証券と

区別される意味での証券的債権に関して独自の規定を積極的に設けるべきである

という考え方は特に主張されていない。そこで，有価証券と区別される意味での証

券的債権に関する独自の規定については，同法第８６条第３項も含めて，これを置

かない方向で規定の整理をすることとしてはどうか。 

 また，証券的債権に関する規定の要否と併せて，指名債権という概念を維持する

必要があるかどうかについても，検討してはどうか。 

【部会資料９－２第２，１［３７頁］，同（関連論点）［３８頁］】

 

《参考・現行条文》 

（不動産及び動産） 

民法第８６条 （略） 

２ （略） 

３ 無記名債権は、動産とみなす。 

（指図債権の譲渡の対抗要件） 

民法第４６９条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付し

なければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 

（指図債権の債務者の調査の権利等） 

民法第４７０条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印

の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意

又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。 

（記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等） 

民法第４７１条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされ

ているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準
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用する。 

（指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限） 

民法第４７２条 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性

質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗すること

ができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 

（無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限） 

民法第４７３条 前条の規定は、無記名債権について準用する。 

 

（補足説明） 

１ 民法第４６９条から第４７３条までの規定は，証券的債権に関する規定であると

されるが，この証券的債権の意義は不明確であり，証券的債権の意義についてどの

ような見解を採ったとしても，有価証券と区別される意味での証券的債権は現実に

はほとんど存在しないと言われている。これを踏まえ，立法論として，有価証券と

区別される意味での証券的債権に関する規定は不要であるという考え方が示されて

いる（参考資料１［検討委員会試案］・２３０頁）。第７回会議においても，このよ

うな考え方に賛成する意見があり，これに対して特に異論はなかった。以上のよう

な点を考慮し，本文第１パラグラフでは，有価証券と区別される意味での証券的債

権に関する規定を設けない方向で民法第４６９条から第４７３条までの規定を見直

すことを提案している（具体的な見直しの在り方については，後記２参照）。 

  また，有価証券と区別される意味での証券的債権に関する規定を設けないことと

し，民法第４７３条の無記名債権の規定を削除する場合には，同法第８６条第３項

の規定についてもその要否が問題となる。この点について，同項が削除されると，

無記名債権に関する取引について手がかりとなる規定がなくなることを懸念する意

見があるが，有価証券と区別される意味での無記名債権は現実にはほとんど存在し

ないという見解が有力である。また，同項の趣旨は無記名債権の流通を保護する点

にあるとされるが，仮に流通を保護する必要がある有価証券ではない無記名債権が

存在するのであれば，有価証券に関する規定の適用範囲を必要に応じて拡張するか，

有価証券に関する規定を類推適用するほうが望ましい。有価証券ではない無記名債

権に動産に関する規定を適用することによって，流通の保護の程度を有価証券と区

別する必要性について，これまで説得的な理由は示されていないように思われる。

以上のような考え方を前提として，本文第１パラグラフの後段では，民法第８６条

第３項についても削除することを提案している。第７回会議では，理論的な観点か

らも無記名債権を動産とみなすことが適当ではないと指摘する意見や，同項を削除

した上で，有価証券に関する規定の類推適用に委ねればよいという意見があったが，

同項を積極的に存置すべきであるという意見はなかった。 

２ 民法上用いられている指名債権という用語（同法第４６７条，第３６４条）は，

債権者が特定している債権を意味するとされ，指図債権及び無記名債権と対置され

る概念として用いられている。しかし，有価証券と区別される意味での証券的債権

に関する規定を設けないものとすることによって，指図債権及び無記名債権という
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概念を民法典から削除するのであれば，それらを含む上位概念としての債権概念を

想定した上で，その下位概念として，証券的債権と対置される指名債権という概念

を維持する必然性はないという考え方がある。また，比較法的には，債権という概

念は，債権者が特定している債権の意味で用いられるのが通常であり，債権概念に

言葉を付加して債権者が特定している債権のための下位概念を用いるという立法例

は珍しい。本文第２パラグラフでは，このような理解に基づき，これまで指名債権

と呼ばれてきた対象を単に債権と呼ぶことを提案するものである。 

  この考え方によると，指名債権の譲渡に関する規定である民法第４６７条及び第

４６８条は，単に債権の譲渡に関する規定となる。民法には，指名債権以外の債権

の譲渡に関して，指図債権の譲渡に関する規定（同法第４６９条以下）が置かれ，

また無記名債権の譲渡に関しては動産の譲渡に関する規律が適用されることとされ

ている（同法第８６条第３項参照）が，有価証券と区別される意味での証券的債権

が現実にはほとんど存在しないと言われ，また仮に存在する場合も有価証券の譲渡

に関する規律を類推することが適当であると解されていることからすると，この見

直しは，概念の不必要な重層性を整理するための用語の見直しにとどまり，民法第

４６７条及び第４６８条の実際の適用範囲に影響が及ぶわけではない。 

  なお，民法はもう１箇所，債権質に関して指名債権という用語を用いている（同

法第３６４条）。上記の見直しをする場合は，この規定についても，同様な修正が必

要となる。 

 

２ 有価証券に関する規定 

 民法第４６９条から第４７３条までの規定や商法第５１７条から第５１９条

までの規定などを参照しつつ，有価証券に関する通則的な規定を設けるものと

してはどうか。 

 また，上記の通則的な規定は，民法に置くものとしてはどうか。 

 

○ 中間的な論点整理第１４，２「有価証券に関する規定の要否（民法第４６９条

から第４７３条まで）」［５２頁（１２４頁）］ 

 有価証券とは区別される意味での証券的債権に関する独自の規定を置かない方

向で規定の整理をする場合（前記１参照）には，民法第４７０条から第４７３条ま

でが実際に有価証券との関係で機能しているという見解があることを踏まえ，これ

らを有価証券に関する規定として改める方向で，更に検討してはどうか。その上で，

有価証券に関する通則的な規定が民法と商法に分散して置かれることによる規定

の分かりにくさを解消することが検討課題となるところ，学校法人債，医療法人債

や受益証券発行信託のように，商事証券として整理できない証券が発行されるよう

になっているという現状等を踏まえて，有価証券に関する通則的な規定群を一本化

した上でこれを民法に置くという考え方が示されている。このような考え方の当否

について，更に検討してはどうか。 
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【部会資料９－２第２，２［３９頁］】

 

《参考・現行条文》 

（債務の履行の場所） 

商法第５１６条 （略） 

２ 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所（営業所がない場合

にあっては、その住所）においてしなければならない。 

（指図債権等の証券の提示と履行遅滞） 

商法第５１７条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期

限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提

示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 

（有価証券喪失の場合の権利行使方法） 

商法第５１８条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所

持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法（明治三十一年法

律第十四号）第百五十六条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務

者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣

旨に従い履行をさせることができる。 

（有価証券の譲渡方法及び善意取得） 

商法第５１９条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲

渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法（昭和七年法律第二十号）第

十二条、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法（昭和八年法律第五十七号）

第五条第二項及び第十九条の規定を準用する。 

２ 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、

小切手法第二十一条の規定を準用する。 

 

（補足説明） 

１ 商法には有価証券の譲渡等に適用される断片的な規律が設けられているが（同法

第５１６条第２項，第５１７条から第５１９条まで参照），抗弁の切断や支払免責等

に関する規定が置かれていないため，これらの点については，民法第４７０条から

第４７３条までの規定が有価証券に適用されているという見解がある。このような

見解によると，有価証券とは区別される意味での証券的債権に関する独自の規定を

置かない方向で民法の見直しをする場合に，単純に同法第４６９条から第４７３条

までの規定が削除されると，有価証券の抗弁の切断等に関する手がかりとなる規定

がなくなってしまうことになる。そこで，これらの規定を単純に削除するのではな

く，有価証券に関する規定として見直すことが検討課題となる。 

  また，商法第５１７条から第５１９条までや同法第５１６条第２項などの規定は

有価証券一般に適用されると解されている。そこで，規定の一覧性を高める観点か

ら，これらの民法・商法の規定を参照しつつ，有価証券に関する通則的な規定を設
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けることが考えられる。本文第１パラグラフは，このことを提案するものである。 

２ このような通則的規定を設ける場合には，有価証券の譲渡及びこれに密接に関連

する債務の消滅に関する規律を設けることが考えられるが，その規定の置き場所を

民法とするか商法とするかが問題となり得る。具体的な立法提案としては，有価証

券に関する規定は商法に置くことを前提として，民法第４６９条から第４７２条ま

での規定を削除することを提案するものがある（参考資料２［研究会試案］・１６９

頁）。これに対して，今日では，学校債や病院債が有価証券とされているなど，有価

証券は必ずしも商事取引に限定して用いられるものではないと指摘した上で，民法

に有価証券に関する規定を設けるべきであるとの立法提案もある（参考資料１［検

討委員会試案］・２３０頁）。後者の立法提案が指摘するように，商事取引に限られ

ない有価証券が実際上も広く利用されているとすれば，有価証券に関する新たな規

定群を商法に置くことは，必ずしも適切ではないと考えられる。第７回会議におい

ても，有価証券が必ずしも商事取引に限定して用いられているものではないという

ことを指摘した上で，有価証券に関する通則的な規定を民法に設けることに賛成す

る意見があった。そこで，本文第２パラグラフでは，有価証券に関する通則的な規

定を民法に置くことを提案している。 

３ なお，関連する問題として，免責証券に関する規定を設けることの当否が検討課

題とされている（中間的な論点整理第１４，４［５３頁（１２５頁）］）が，免責証

券については，有価証券とは異なりその流通を保護する必要がなく，問題となるの

は専ら弁済の局面であるので，弁済についての部会資料で別途取り上げることとす

る。 

 

３ 有価証券に関する通則的な規定の内容 

(1) 有価証券に関する規定の適用範囲等 

ア 有価証券の定義に関する規定は，設けないものとしてはどうか。 

イ 債権を表章する有価証券を適用対象とするものとし，物権や社員権を表

章する有価証券は適用対象としないこととしてはどうか。 

ウ 通則的な規定の編成方針として，記名式の有価証券についてはこれを喪

失した場合の規律（後記(4)参照）のみを設けるものとし，通則的な規定の

適用対象となる有価証券を，指図証券と持参人払証券（それぞれの定義に

ついては，後記エ参照）とに分類して規定を設けるという考え方があり得

るが，どのように考えるか。 

エ 上記ウにおける指図証券の定義について，証券において権利者として指

定された者又はその指図する者に対して給付する旨の記載があるものか，

法令の定めによってこのような記載があるとみなされるものをいうとする

規定を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

  また，上記ウにおける持参人払証券の定義について，証券において持参

人に対して給付する旨の記載又は証券において権利者として指定された者

若しくは持参人に対して給付する旨の記載があるものをいうとする規定を
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設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

○ 中間的な論点整理第１４，３「有価証券に関する通則的な規定の内容」［５３

頁（１２４頁）］ 

 仮に有価証券に関する通則的な規定群を民法に置くこととする場合（前記２参

照）における具体的な規定の内容としては，まず，有価証券の定義規定を設けるか

どうかが問題となる。この点については，有価証券が，経済活動の慣行の中で生成

し変化していくものであること，現在の法制度上も，有価証券に関する一般的な定

義規定が置かれていないこと等を踏まえ，定義規定は設けないものとする方向で，

更に検討してはどうか。 

 また，有価証券を指図証券と持参人払証券とに分類した上で，規定を整理するこ

ととし，具体的には，①有価証券に関する通則的な規定の適用対象となる有価証券

の範囲（記名証券に関する規定の要否を含む。）に関する規定，②有価証券の譲渡

の要件に関する規定，③有価証券の善意取得に関する規定（裏書が連続している証

券の占有者に形式的資格が認められることの意義の明確化，善意取得が認められる

範囲，裏書の連続の有無に関する判断基準を含む。），④有価証券の債務者の抗弁の

切断に関する規定（抗弁の切断のための譲受人の主観的要件を含む。），⑤有価証券

の債務の履行に関する規定（指図証券の債務者の注意義務の内容，持参人払証券の

債務者の注意義務の内容，支払免責が認められるための主観的要件を含む。），⑥有

価証券の紛失時の処理に関する規定（記名証券に公示催告手続を認める必要性，公

示催告手続の対象となる有価証券の範囲を含む。）に関する規定を設けるかどうか

について，更に検討してはどうか。 

【部会資料９－２第２，３(1)から(6)まで，それらの（関連論点）［４２頁から５

４頁まで］】

 

（補足説明） 

１ 有価証券に関する通則的な規定を民法に置くこととする場合には，まず，その

適用範囲が問題となる。具体的には，①有価証券の定義，②適用対象となる有価

証券に表章される権利の内容，③適用対象となる有価証券の分類（記名式か否か

など）が検討課題となる。 

２ このうち，有価証券の定義については，学説上，様々な見解が対立しており，

これを一義的に規定することが困難である反面，現行法の下でも，例えば，商法

（同法第５１８条，第５１９条など），民事執行法（同法第１２２条，第１３６条

など），非訟事件手続法（同法第１５６条など）等，有価証券という文言を定義し

ないで用いている法律が多数存在しており，それで特に問題も生じていないとの

指摘がされている。このような観点から，有価証券に関する通則的な規定を設け

るべきとする立法提案においても，有価証券の定義規定は設けず，解釈に委ねる

ことが提案されている。第７回会議においては，有価証券とは，本来，経済活動

の中で変化していくものであるから，有価証券の定義については，判例や学説に
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委ねるのが適当であるとし，規定を設けないことを支持する意見があった。そこ

で，本文アでは，有価証券に関する定義規定を設けないことを提案している。 

３ 有価証券に表章される権利としては，債権の他に，物権や社員権などがあり得

る。この点について，商法第５１８条は，その適用対象を，債権を表章するもの

のうち「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券」に限定して

いる。しかし，新たに規定を設ける場合には，このような限定は不要であり，債

権一般を表章する有価証券を広く適用対象とすることについて特に異論がないと

思われる。他方，物権や社員権を表章する有価証券については，物権法や会社法

等の規律との関係が密接であるため，これらの権利を表章する有価証券をも視野

に入れた通則的な規定を設けることは技術的に困難であるという指摘がある。こ

のような指摘を踏まえ，本文イでは，有価証券に関する規定を設ける場合の適用

対象は，債権を表章する有価証券とすることを提案している。 

４ 有価証券に関する規定を設ける場合には，記名式の有価証券についてもその適

用対象とするかどうかという点が問題となり得る。記名式の有価証券については，

流通の保護を図る必要性が低いことから，善意取得が認められないなど，他の形

式の有価証券とは異なる規律に服すると考えられているからである。このため，

通則的な規定を設ける場合には，記名式の有価証券については適用対象とはしな

いという考え方が示されている。もっとも，記名式の有価証券も，証券と権利が

結合しているものであり，これを喪失したときには公示催告手続を利用しなけれ

ば権利者の権利行使が認められないと解されている点で，他の形式の有価証券と

共通する特質を備えていることから，有価証券を喪失した場合の取扱いに関する

規定の適用の有無については，別途検討する必要がある（後記(4)参照）。以上を

踏まえて，本文ウでは，通則的な規定の編成方針として，記名式の有価証券につ

いては限定的な規律のみを設けることを提案している。 

  記名式の有価証券以外の有価証券についての規定を設ける場合には，現在の民

法及び商法が指図債権と無記名債権とを区別した上で規定を整理していることか

ら，これにならって，指図証券と無記名証券・選択無記名証券とを区別して規定

を整理することが考えられる。このように，指図証券と，無記名証券・選択無記

名証券とを区別するのは，譲渡の要件としての裏書の要否など，その譲渡の方式

等に違いがあるためであり，有価証券に関する通則的な規定を設ける場合にも，

この区別を維持した方が有益であると考えられるからである。この点についての

立法提案は，無記名証券と選択無記名証券とを合わせて持参人払証券と総称した

上で，指図証券と持参人払証券とを区別して，有価証券に関する通則的な規定を

整備することを提案している。この立法提案が持参人払証券という用語を用いる

ことを提案するのは，検討対象とされている有価証券に関する通則的な規定が，

有価証券の権利の移転に関するものであることに鑑み，無記名証券という証券面

に着目した用語よりも，権利の移転及びそれと結びついた権利の行使の方法に着

目した持参人払証券という用語のほうが適当であることを理由とする。持参人払

という用語の先例としては，手形法第１２条第３項や小切手法第５条第１項第３
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号などが挙げられる。本文ウでは，このような考え方に基づいて，通則的な規定

の適用対象となる有価証券について，指図証券と持参人払証券とに分類して規定

を編成することを提案している。 

  なお，このような方針で規定を整備する場合には，指図証券と持参人払証券の

定義をどうするかという点が問題となる。この点についての具体的な立法提案は，

指図証券について①証券において権利者として指定された者又はその指図する者

に対して給付する旨の記載があるもの，又は②法令の定めによって①に定める記

載があるとみなされるものと定義し，持参人払証券について，証券において持参

人に対して給付する旨の記載又は証券において権利者として指定された者若しく

は持参人に対して給付する旨の記載があるものと定義することを提案している。

指図証券については，証券面に指図証券である旨の記載がなくても，貨物引換証

や船荷証券のように法律上当然の指図証券とされるものがあるので（商法第５７

４条，第７７６条），上記の定義は，これも含むものとなっている。また，持参人

払証券の定義は，いわゆる無記名証券だけでなく，選択無記名証券をも含むとい

う趣旨である。本文エでは，それぞれ以上のような考え方に従って定義を設ける

ことを提案している。 

  以上の他にも，定義の検討に当たっては，支払約束証券と支払委託証券がある

ので，支払委託証券が含まれるような定義とする必要があることにも留意する必

要があるように思われる。 

 

(2) 指図証券に関する規律 

ア 譲渡の要件 

 指図証券は，譲渡の裏書をして譲受人に証券を交付することにより，譲

渡することができる旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

 

《参考・現行条文》 

（指図債権の譲渡の対抗要件） 

民法第４６９条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付

しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 

 

（補足説明） 

 有価証券に関する規律としては，その譲渡の要件が最も基本的な事項になると考

えられる。指図証券の譲渡の要件に関して，現在は，民法第４６９条に指図債権の

譲渡に関する規定が置かれているほか，特に規定が置かれていない。指図証券と指

図債権との関係については見解が分かれているが，この点についてどのような見解

を採るかにかかわらず，証券と権利が結合しているという有価証券の性質から，指

図証券には同条は適用されず，裏書と証券の交付が指図証券の譲渡の効力要件と考

えられており，これに対して特に異論は見られない。そこで，本文では，この点に

ついての規定を設けることを提案している。 
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イ 裏書の方式等 

 裏書の方式等に関して，以下のような規定を設けるという考え方があり

得るが，どのように考えるか。 

① 裏書は，指図証券又はこれと結合した紙片（補箋）にこれを記載し，

裏書人が署名又は記名押印することを要する。 

② 裏書は，被裏書人を指定しないでこれをし，又は裏書人の署名だけで

これをすることができる。 

③ 持参人払の裏書は，②の裏書と同一の効力を有する。 

④ ②の裏書があるときは，所持人は，以下のいずれかの方法に従い，当

該指図証券を譲渡することができる。 

 (i) 被裏書人として他人の名称を補充して証券を交付して譲渡すること 

 (ii) 被裏書人を指定し，又は指定しないで更に裏書をすること 

 (iii) 被裏書人を補充せず，かつ，裏書をしないで証券を交付して譲渡

すること 

⑤ 裏書は単純でなければならず，裏書に付した条件はこれを記載しなか

ったものとみなす。 

⑥ 表章された権利の一部のみの裏書は，これを無効とする。 

 

《参考・現行条文》 

（有価証券の譲渡方法及び善意取得） 

商法第５１９条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の

譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法（昭和七年法律第二十号）

第十二条、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法（昭和八年法律第五十七

号）第五条第二項及び第十九条の規定を準用する。 

２ 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得について

は、小切手法第二十一条の規定を準用する。 

手形法第１２条 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セ

ザルモノト看做ス 

② 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス 

③ 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス 

手形法第１３条 裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片（補箋）ニ之ヲ記載シ

裏書人署名スルコトヲ要ス 

② 裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ

之ヲ為スコトヲ得（白地式裏書）此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ為替手形ノ裏面

又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ 

手形法第１４条 （略） 

② 裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ 
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一 自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得 

二 白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得 

三 白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為サズシテ手形ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得 

 

（補足説明） 

１ 前記アのとおり，指図証券の譲渡は，裏書と証券の交付をその効力要件とする

ことが考えられる。この裏書に関して，商法第５１９条第１項は，手形法第１２

条，第１３条及び第１４条第２項を準用し，裏書の方式等の裏書の形式的要件と

実質的要件について定めている。そこで，指図証券についての規定を民法に設け

る場合には，これらの規定と同内容の規定を民法に設けることの当否が問題とな

るが，債権一般を表章する有価証券についての規定を設けようとする際には（前

記(1)イ），これに伴い，手形法の規定内容を修正することの要否を併せて検討す

る必要がある。 

２ このうち，裏書の形式的要件に関連する事項として，以下のような規定を設け

ることが考えられる。 

 (1) 裏書の方式については，指図証券又はこれと結合する紙片（補箋）に署名又

は記名捺印することが原則とされている（手形法第１３条第１項，第８２条参

照）。本文①は，このような理解に基づいて規定を設けることを提案している。 

 (2) 裏書の典型的な記載例は，「表記金額を下記被裏書人又はその指図人へお支払

いいたします。」などという裏書文句を記載した上で，指定する被裏書人を特定

するための事項を記載して，裏書人が署名するというものである。しかし，こ

れらの全てを記載するのではなく，被裏書人を指定しない方法であるとか，裏

書文句をも記載せず，裏書人の署名のみによる方法（白地式裏書）も，適法な

裏書として認められている（手形法第１３条第２項）。また，持参人払とする旨

の裏書文句を記載した裏書にも，白地式裏書と同一の効力が認められている（同

法第１２条第３項）。本文②及び③は，これらの裏書の記載方法に関する規定を

設けることを提案するものである。 

   なお，裏書文句を記載せず，裏書人の署名のみによる裏書は，指図証券の裏

面又は補箋に記載しなければ，効力を有しないとされている（商法第５１９条，

手形法第１３条第２項後段）。これは，署名のみによってされる保証（手形法第

３１条第３項）や引受（同法第２５条第１項）との区別を明確にするために設

けられた規定であるとされる。しかし，債権一般を表章する有価証券について

の通則的な規定を設ける場合には，船荷証券も適用対象となり得るところ，こ

の規定は船荷証券の裏書の実務に適合しないとの指摘がある。また，手形以外

の証券については，署名場所を限定することによって，署名のみによる保証等

との区別をする必要性も認められない。そこで，民法に設ける有価証券の通則

的な規定としては，裏書人の署名のみによる裏書の方式についての規定を設け

ないことを併せて提案している。 

 (3) 商法第５１９条，手形法第１４条第２項は，白地式裏書がある指図証券の所
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持人がすることのできることについて規定している。この手形法の規定は，所

持人が自らの名称を被裏書人として補充して権利行使ができることと他人の名

称を被裏書人として補充して譲渡できること（同項第１号），被裏書人欄を補充

せず，更に白地式裏書か，通常の裏書によって，譲渡できること（同項第２号），

被裏書人欄を補充せず，かつ，裏書をしないで，証券の交付のみによって譲渡

できること（同項第３号）について規定するものである。 

   このうち，所持人が自らの名称を被裏書人として補充して権利行使ができる

ことについては，規定がなくても当然のことであるし，このようなことを明文

化すると，被裏書人は自らの名称を補充せずに権利行使をすることも可能であ

るかのような誤った反対解釈を招きかねないことを指摘して，民法に有価証券

に関する通則的な規定を設ける場合には，この点を盛り込まないで，白地式裏

書がある指図証券の譲渡の方法についての規定を設けるべきであるとする考え

方が提示されている。本文④は，このような考え方に従い規定を設けることを

提案している。もっとも，この点については，白地式裏書がされた手形の所持

人が，自らの名称を補充せずに権利行使をすることができ，支払呈示として完

全な効力を有することを認めた古い判例との関係に留意する必要があるように

思われる（最判昭和２８年２月２７日民集７巻２号１９９頁）。 

３ 裏書の実質的要件に関連する事項としては，以下のような規定を設けることが

考えられる。 

 (1) 商法第５１９条，手形法第１２条第１項は，裏書が単純であることを要し，

裏書に付した条件はこれを記載しなかったものとみなす旨を規定している。裏

書が単純であることを要するとは，裏書に条件を付してはならないという意味

であると解されている。これらは，いずれも有価証券の流通の保護を図る目的

で規定されているものであり，本文⑤は，この規定と同内容の規定を設けるこ

とを提案するものである。 

 (2) 商法第５１９条，手形法第１２条第２項は，一部の裏書を無効とする旨を定

めている。表章された権利の一部のみを対象とする裏書は認められないという

意味である。その趣旨は，一部の裏書が有効とされると，権利行使方法が複雑

となり，迅速な決済が困難となるためである。本文⑥は，この規定と同内容の

規定を設けることを提案している。 

 

ウ 裏書の連続と善意取得 

 裏書の連続の効果とこれを信頼して指図証券を取得した者による善意取

得に関して，以下のような規定を設けるという考え方があり得るが，どの

ように考えるか。 

① 裏書が連続した指図証券の占有者は，当該証券に係る権利を適法に有

するものと推定する。 

  最後の裏書が白地式のときも，同様とする。 

  抹消した裏書は，裏書の連続との関係では記載がないものとみなす。 
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  白地式裏書に次いで他の裏書があるときは，その裏書をした者は，白

地式裏書により指図証券を取得したものとみなす。 

② ①で裏書の連続が認められる指図証券の占有者から裏書により指図証

券を取得した者は，当該証券に係る権利を取得する。ただし，その者が

悪意又は重過失で取得したときは，この限りではない。 

 

《参考・現行条文》 

（有価証券の譲渡方法及び善意取得） 

商法第５１９条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の

譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法（昭和七年法律第二十号）

第十二条、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法（昭和八年法律第五十七

号）第五条第二項及び第十九条の規定を準用する。 

２ 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得について

は、小切手法第二十一条の規定を準用する。 

小切手法第１９条 裏書シ得ベキ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利

ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト

雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ

因リテ小切手ヲ取得シタルモノト看做ス 

小切手法第２１条 事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合

ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ

又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明

スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ悪意又ハ重大ナル過失ニ因

リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 

 

（補足説明） 

１ 商法第５１９条第１項は，小切手法第１９条を準用することにより，裏書が連

続する指図証券の所持に形式的資格を付与している。また，商法第５１９条第２

項は，小切手法第２１条を準用することにより，裏書が連続する指図証券を裏書

により譲り受けた指図証券の譲受人が，譲渡人の無権利等について善意無重過失

である場合には，当該指図証券を取得することができるとしている。これらの規

定は，裏書の連続と最終被裏書人が所持人であるということを主張・立証するだ

けで，手形上の権利者であることを推定するという法律上の推定を認めるととも

に（資格授与的効力），形式的資格を信頼して指図証券を譲り受けた譲受人に善意

取得を認めることで，指図証券の流通の保護を図ろうとするものである。これは，

指図証券の流通保護のために最も重要な規定の一つであるとともに，債権一般を

表章する有価証券にも妥当する規律であることから，本文では，これらと同内容

の規定を民法に置くことを提案している。 

２ 本文①は，商法第５１９条第１項，小切手法第１９条に相当する規定を設ける
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ことを提案するものである。もっとも，小切手法第１９条第１文は，「裏書シ得ベ

キ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持

人ト看做ス」と規定しているが，判例（最判昭和３６年１１月２４日民集１５巻

１０号２５１９頁）は，手形法第１６条第１項についてであるが，同条にいう「看

做ス」とは，推定するという意味であると判示している。この点については，学

説上も，同条は推定規定であり，反証を許す趣旨であるとする説が有力である。

そこで，本文①の第１文については，みなし規定ではなく推定規定とすることを

提案している。なお，小切手法第１９条第４文については，反証を許さないみな

し規定であると一般に考えられているが，これについても，推定規定として見直

すべきであるという立法提案がある。 

３ 本文②は，基本的に，商法第５１９条第２項，小切手法第２１条に相当する規

定を設けることを提案するものである。 

 (1) 商法第５１９条第２項が準用する小切手法第２１条は，「事由ノ何タルヲ問ハ

ズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合」に善意取得が認められると規定してい

る。ここでは，無権利者からの譲受人が善意取得の対象となることは明記され

ているが，譲渡人が制限行為能力者である場合，譲渡人の意思表示に瑕疵があ

る場合又は代理人が無権限であった場合にも，それらの瑕疵が善意取得によっ

て治癒されるかという点については明らかでないため，この文言の解釈をめぐ

って見解が対立している。 

   譲渡人が無権利の場合にのみ，善意取得による譲受人の保護が認められると

する見解は，善意取得は，譲渡人の形式的資格に対する信頼を保護する制度で

あるところ，形式的資格の効果としては，証券の占有者が権利者として推定さ

れるにとどまり，証券の占有者が代理権を有することや制限行為能力者でない

ことが推定されるわけではないため，善意取得の適用はないとするものである。 

   これに対して，譲渡人の無権利以外の場合にも善意取得を認めるという見解

は，譲渡人の行為能力等についても，手形の外形からは分かりにくく，善意取

得によって保護する必要性があることや，「事由ノ何タルヲ問ハズ」という文言

を根拠とするものである。 

   指図証券の善意取得が認められる範囲については，以上のように見解が対立

しており，適切な判例もない現段階においてこの点を立法的に解決することは

困難であり，引き続き解釈に委ねることが適当であると思われる。しかし，小

切手法第２１条の「事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合」

という文言が不明確であることに起因して前記の見解の対立が生じていると指

摘されているように，この文言は，善意取得の範囲を明らかにする役割を果た

していないと言える。そこで，有価証券に関する通則的な規定を設ける場合に

は，この「事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合」という

文言は盛り込まないこととした上で，善意取得が認められる範囲について解釈

に委ねるとする立法提案が示されている。 

   以上を踏まえて，本文②では，「事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタ
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ル者アル場合」という文言は承継しないことを提案するものである。 

 (2) 商法第５１９条第２項が準用する小切手法第２１条や，手形法第１６条第２

項によって，善意取得が認められる前提となる裏書の連続の判断時期について，

判例（最判昭和３２年１２月５日民集１１巻１３号２０６０頁）は，口頭弁論

終結時と解しており，これによると手形等の取得時に裏書の連続がなくても善

意取得が認められる可能性がある。 

   しかし，有価証券に関する通則的な規定として，上記のような手形法等の解

釈を承継し，善意取得を広く認めることには，異論があり得る。善意取得の制

度は，裏書が連続する有価証券の所持に形式的資格が付与され，この形式的資

格を信頼した者を保護する制度であることからすると，善意取得が認められる

のは，手形等の取得時に裏書が連続していた場合に限るべきであるとの立法提

案がある。 

   このような立法提案を踏まえて，指図証券の取得時に裏書の連続があった場

合に限り善意取得を認めるという趣旨に基づき，本文②では，「①で裏書の連続

が認められる指図証券の占有者から裏書により指図証券を取得した者」である

ことを善意取得の要件とすることを提案している。 

 

エ 抗弁の切断 

 指図証券の債務者は，当該証券に記載した事項及び当該証券の性質から

当然に生ずる結果を除き，当該証券を譲渡した者に対する人的関係に基づ

き対抗することができる事由をもって所持人に対抗することができないが，

所持人が債務者を害することを知って当該証券を取得したときは，この限

りではないとする旨の規定を設けるという考え方があり得るが，どのよう

に考えるか。 

 

《参考・現行条文》 

（指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限） 

民法第４７２条 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の

性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗する

ことができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 

手形法第１７条 為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前

者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持

人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラ

ズ 

 

（補足説明） 

１ 指図証券の譲渡時における抗弁の切断については，商法に規定が置かれていな

いところ，民法第４７２条は，指図債権の譲渡についてではあるが，証書に記載

した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果以外の抗弁を，善意の譲受人
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に対して主張することができないとしている。指図債権と指図証券との異同につ

いては見解が対立しているが，商法の適用を受ける指図証券についても，民法第

４７２条が適用されると解する見解が有力に主張されている。他方，手形法第１

７条や小切手法第２２条にも，流通保護の観点から，人的抗弁が原則として切断

される旨の規定が置かれている。そして，商法の適用を受ける指図証券について

は，これらの規定が類推適用されるという見解も主張されている。 

  有価証券の譲渡において，抗弁の切断に関するルールは最も重要なものの一つ

であることから，民法に有価証券に関する通則的な規定を設ける場合には，この

点についても規定を設けるべきであると考えられる。その際には，債権一般を表

章する有価証券に適用されるべきものとして新たに設けられる規定について，以

上のような見解の対立を踏まえて，民法第４７２条と手形法第１７条等のいずれ

を参照すべきかということが問題となる。民法第４７２条と手形法第１７条等と

では，①証券の性質から当然に生ずる結果についての抗弁の切断の可否，②抗弁

の切断のための譲受人の主観的要件，③抗弁の切断のための譲受人の主観的要件

の主張・立証責任の所在が異なるため，これらの問題についてどのように考える

かを検討する必要がある。 

２ 民法第４７２条は，指図債権の証書に記載された事項のみならず，「その証書の

性質から当然に生ずる結果」についても抗弁の切断の対象ではないとしているが，

手形法等では，手形等が流通の保護を図る必要性が高い無因証券とされているこ

とから，証券の性質から当然に生ずる結果については，抗弁の切断の対象となる

と考えられている。 

  この点についての具体的な立法提案は，債権一般を表章する指図証券を適用対

象とすることを前提に，指図証券の中には，ある指図証券に表示されている権利

と有因の関係に立つ有因証券であるものが少なくないため，証券に表示されてい

る権利の成否，内容の変動等は，証券上に記載が無い場合であっても，対抗でき

るとすべきであるとして，証券の性質から当然に生ずる結果については譲受人に

対抗できるとすることを提案している。債権一般を表章する指図証券については，

手形・小切手ほど，流通の保護を図る必要性は高くないと思われる上，指図証券

について民法第４７２条が適用されているという見解に対しても，この規律内容

が適用されることが問題であるとの指摘も特に見られない。以上の点に鑑み，本

文では，この立法提案に沿った規定を設けることを提案している。 

３ 抗弁が切断されるための主観的要件について，民法第４７２条は善意の譲受人

に対抗できないとしているが，これに対して，手形法第１７条等は「債務者ヲ害

スルコトヲ知リテ」手形等を取得した譲受人に人的抗弁を対抗できると規定して

いる。この「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」の意義については，学説上，「取得者

が手形を取得するに当たり，その満期において，手形債務者が，取得者の直接の

前者に対し，抗弁を主張することは確実だという認識を有していた場合」という

見解が有力に主張されており，また，判例（最判昭和３５年１０月２５日民集１

４巻１２号２７２０頁）が，重過失の有無は問わないと判断している等，民法上

77



の「悪意」（「善意」でない場合）より限定的な解釈がされている。 

  この点については，手形法等の「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」の意義に関す

る判例・学説の蓄積を踏襲することを意図して，この文言を承継することを提案

する立法提案がある。債権一般を表章する有価証券についても，証券の券面から

抗弁の有無を判断できないのであるから，手形や小切手等と同様に，抗弁を切断

して証券の取得者を保護する必要性が認められるものと思われる。そこで，本文

では，指図証券の所持人が債務者を害することを知って当該証券を取得したとき

に，抗弁が切断されるとすることを提案している。 

４ 民法第４７２条は，抗弁が切断されるための主観的要件の主張・立証責任を手

形の取得者に課しているが，これに対して，手形法第１７条等は，債務者に主張・

立証責任を課している。手形法第１７条等は，手形の流通保護を図る観点から，

抗弁が切断されるのを原則としているものであり，譲受人が人的抗弁の有無を指

図証券の証券面から判断できないことからすると，その流通を保護するためには，

抗弁が切断されることが原則であるという手形法等の構造を承継することが望ま

しいと思われる。以上のような考慮に基づき，本文では，譲受人が「債務者ヲ害

スルコトヲ知リテ」指図証券を取得したことについて，債務者に主張・立証責任

を課すことを提案している。 

５ なお，手形法第１７条等では「前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁」という用語

が用いられているが，ここでいう「抗弁」には，原因関係の解除が含まれるなど，

民法上の「抗弁」とは同義ではないため，同条の文言を用いることは適当ではな

い。そこで，民法第４７２条を参照して，「対抗することができる事由」という文

言を用いることを併せて提案している。 

 

オ 権利行使方法 

 指図証券の所持人による権利行使方法について，以下の内容の規定を設

けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

① 指図証券の所持人は，証券と引換えでなければ，債務の履行を請求す

ることができない。 

② 指図証券に表示される債務の履行は，証券に履行の場所が記載されて

いる場合にあってはその場所において，そのような記載が無い場合にあ

っては債務者の現在の営業所又は事務所（営業所又は事務所がないとき

は，その住所）において，しなければならない。ただし，債権の性質か

ら当然に履行の場所が決定されるときは，この限りではない。 

 

《参考・現行条文》 

（債務の履行の場所） 

商法第５１６条 （略） 

２ 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所（営業所がない場
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合にあっては、その住所）においてしなければならない。 

（指図債権等の証券の提示と履行遅滞） 

商法第５１７条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について

期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券

を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 

商法第５８４条 貨物引換証ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ運送

品ノ引渡ヲ請求スルコトヲ得ス 

手形法第３９条 為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受

取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得 

② （略） 

③ （略） 

 

（補足説明） 

１ 有価証券は，権利が証券に結合しているという性質から，権利の行使について，

有価証券上の権利の行使と引換えに，証券を交付しなければならないとされてい

る（受戻証券性）。この点については，現在は，有価証券一般に適用される規定は，

民法・商法のいずれにも存在せず，商法第５８４条，手形法第３９条第１項等，

個別の有価証券に関する規律として規定が置かれている。 

  受戻証券性は，有価証券の本質から導かれる基本的な性質であり，個別の規定

が置かれていない有価証券についても妥当するものであると考えられていること

から，本文①では，この点についての規定を設けることを提案している。 

２ 商法第５１６条第２項は，有価証券上の債務を取立債務としている。これは，

有価証券が債務者の関与なく譲渡されることにより，債務者には債権者の交代を

認識することが期待できないため，持参債務とすることが適当ではないからであ

り，この規定内容については，特に批判も見当たらない。そこで，本文②では，

有価証券の通則的規定を設ける際には，これと同内容の規定を置くことを提案し

ている。 

  もっとも，商法第５１６条第２項は，債務の履行場所について，債務者の営業

所（営業所がないときは債務者の住所）のみを明示しているが，商人ではない法

人等が債務者である場合を考慮し，営業所とともに，債務者の事務所を明示すべ

きであるという考え方が示されている。この考え方を踏まえて，本文②では，指

図証券の債務の履行場所を，債務者の営業所又は事務所とすることを提案してい

る。なお，指図証券に表示される債権の性質から履行の場所が決定される場合に

は，その場所が履行場所となるとする立法提案が示されており，この点について

も併せて規定を設けることを提案している。 

 

カ 履行遅滞 

 指図証券に表示される債権の債務者は，その債務の履行について期限の
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定めがあるときであっても，その期限が到来した後に所持人がその証券を

提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う旨の規定を設ける

という考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

《参考・現行条文》 

（指図債権等の証券の提示と履行遅滞） 

商法第５１７条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について

期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券

を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 

 

（補足説明） 

 商法第５１７条は，有価証券が債務者の関与なく譲渡され，債務者が債権者の交

代を認識することが実際上困難であるため，履行期が到来しても直ちに履行遅滞に

陥るのではなく，履行期到来後に所持人が証券を提示して履行の請求をすることを

付遅滞の要件としている。この規定の内容は債権一般を表章する指図証券にも妥当

すると考えられるため，本文では，これと同内容の規定を設けることを提案してい

る。 

 

キ 支払免責 

 指図証券の債務者が支払免責を受ける要件について，以下のような規定

を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

① 指図証券の債務者は，裏書の連続を調査する義務を負うが，裏書人の

署名を調査する義務を負わない。 

② 指図証券の債務者が証券と引換えに，裏書の連続した証券の所持人に

その債務を履行したときは，その責任を免れる。ただし，債務者に悪意

又は重大な過失があるときは，この限りではない。 

 

《参考・現行条文》 

（指図債権の債務者の調査の権利等） 

民法第４７０条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押

印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に

悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。 

手形法第４０条 （略） 

② （略） 

③ 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此

ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務

ナシ 
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（補足説明） 

１ 指図証券の債務者が支払免責を受けるための要件については規定が置かれてい

ないところ，民法第４７０条は，指図債権について，債務者の調査権に基づく調

査に必要な期間は，弁済を拒絶しても履行遅滞の責任を負わないことと，調査を

行わないで弁済した結果，無権限者に弁済した場合でも，悪意又は重過失が無い

限り免責されることを明らかにしている。これは，指図債権について，同法第４

７８条よりも緩やかな要件の下で支払免責を認めることにより，その迅速な決済

の確保を図るものである。そして，指図証券の債務者が支払免責を受ける要件に

ついては，同法第４７０条が適用されるという見解が有力に主張されている。指

図証券の支払免責の規定は，迅速な決済を必要とする証券の特質に基づき設けら

れるものであるから，同条を参照して，支払免責に関する規定を設けることが検

討課題となる。 

２ もっとも，民法第４７０条を参照して規定を設ける場合でも，具体的な要件に

ついては，その修正の要否を検討する必要がある。具体的には，同条が，証書の

所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権限を債務者に与えていること

については，証券の所持人が主張立証責任を負う事項についてまで，調査権に基

づいて支払を遅らせたとしても支払遅滞にならないことが認められることになる

ため，裏書の連続する証券の占有に形式的資格を認めることにより，迅速な決済

を確保する趣旨が没却されることになると批判されている。 

  この点について，手形法・小切手法においては，債務者は裏書の連続の有無に

ついてのみ調査する義務を負い，裏書人の署名については調査義務を負わないと

されている（手形法第４０条第３項等）。これは，証券の所持人が主張立証責任を

負う事項についてまで，調査権に基づいて支払を遅らせたとしても支払遅滞にな

らないことが認められると，裏書の連続する証券の占有に形式的資格を認めるこ

とにより，迅速な決済を確保する趣旨が没却されることになるという理由に基づ

く。指図証券一般について，迅速な決済を確保する観点から，民法第４７０条で

はなく，手形法第４０条第３項が類推適用されるという見解も主張されている。 

  以上のような状況を踏まえて，指図証券についての支払免責の規定を設ける場

合の具体的な要件として，本文①では，手形法第４０条第３項等の規定を参照し

て，指図証券の債務者は，裏書の連続についてのみ調査する義務を負うことを明

らかにする規定を設けることを提案している。 

３ 本文②は，指図証券の債務者が，当該証券と引換えに証券上の債務を履行した

ことを支払免責の要件として明記することを提案している。これは，前記オの本

文①のとおり，有価証券に受戻証券性が認められることから，証券と引換えに債

務の履行をしていることが当然の前提として必要であることを明らかにするもの

である。 

  なお，本文②における「悪意又は重大な過失」の有無についての解釈は，手形

法第４０条第３項等と同様に解釈されることを前提としている。すなわち，迅速

な決済の確保に資するため，形式的資格が認められる裏書の連続する証券の所持

81



人への支払を保護する観点から，手形法第４０条第３項における「悪意」とは，

単に所持人が無権利者であることを知っているだけではなく，所持人が無権利者

であることを容易かつ確実に証明し得る証拠方法があることを知っていることを

いい，「重大ナル過失」とは，上記の事実を知らなかったこと，又は所持人が無権

利者であることを知ってはいてもこれを容易かつ確実に証明し得る証拠方法の存

在を知らなかったことについて重過失があることを言うと考えられている。この

点について，どのように考えるか。 

 

(3) 持参人払証券に関する規律 

ア 譲渡の要件 

 持参人払証券は，譲受人に証券を交付することにより譲渡することがで

きる旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

 

《参考・現行条文》 

（不動産及び動産） 

民法第８６条 （略） 

２ （略） 

３ 無記名債権は、動産とみなす。 

 

（補足説明） 

 持参人払証券の譲渡の要件については，民法及び商法のいずれにも規定が置かれ

ていない。この点に関連して，無記名債権については，民法第８６条第３項により

動産とみなされることにより，証券の引渡しは譲渡の効力要件ではなく対抗要件に

なるとされている（同法第１７８条）。しかし，無記名証券と無記名債権との関係に

ついてどのような見解をとるかにかかわらず，証券と権利が結合しているという有

価証券の性質から，無記名証券の譲渡については，同条は適用されず，証券の交付

が無記名証券の譲渡の効力要件と考えられており，この点について特に異論は見ら

れない。有価証券の譲渡の要件が最も基本的な事項であることを踏まえ，本文では，

この点についての規定を設けることを提案している。 

 

イ 善意取得 

 持参人払証券を取得した者による善意取得に関して，以下のような規定

を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

① 持参人払証券の占有者は，当該証券に係る権利を適法に有するものと

推定する。 

② 持参人払証券の交付を受けた者は，当該証券に係る権利を取得する。

ただし，その者に悪意又は重過失があるときは，この限りではない。 
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《参考・現行条文》 

（即時取得） 

民法第１９２条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた

者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使す

る権利を取得する。 

（有価証券の譲渡方法及び善意取得） 

商法第５１９条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の

譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法（昭和七年法律第二十号）

第十二条、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法（昭和八年法律第五十七

号）第五条第二項及び第十九条の規定を準用する。 

２ 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得について

は、小切手法第二十一条の規定を準用する。 

小切手法第１９条 裏書シ得ベキ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利

ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト

雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ

因リテ小切手ヲ取得シタルモノト看做ス 

小切手法第２１条 事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合

ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ

又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明

スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ悪意又ハ重大ナル過失ニ因

リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 

 

（補足説明） 

１ 商法第５１９条は，同条第２項で小切手法第２１条を準用することにより，持

参人払証券を譲り受けた者が，譲渡人の無権利等について善意無重過失である場

合には，当該有価証券を取得することができるとしている。そして，明文の規定

はないものの，この規定の前提として，持参人払証券の占有に形式的資格が認め

られていると考えられており，善意取得の制度は，この形式的資格を信頼して有

価証券を譲り受けた者を保護することにより，持参人払証券の流通の保護を図る

ものであると言われている。すなわち，商法第５１９条第２項，小切手法第２１

条は，持参人払証券の所持人が当該証券上の権利者であることを推定するという

法律上の推定を認めるとともに（資格授与的効力），形式的資格を信頼して持参人

払証券を譲り受けた者に善意取得を認めることで，持参人払証券の流通の保護を

図るものである。他方，民法第８６条第３項が無記名債権を動産とみなしている

ことから，無記名債権の証書の所持人には，形式的資格が認められ（同法第１８

８条），譲受人は，同法第１９２条の要件を充足する場合に善意取得（即時取得）

により保護されるとされている。同条の規定による場合には，①譲受人が善意無

過失であることが要件であり，軽過失がある場合には保護の対象とならない，②
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盗品又は遺失物に関する特則（同法第１９３条，第１９４条）がある，③無権利

者からの取得に限られること（それ以外について善意取得による保護の余地が無

いこと）が明らかであるなどの点で，商法上の善意取得の制度と異なる。 

  債権一般を表章する有価証券についての通則的な規定を設ける場合には，持参

人払証券の善意取得についても規定を設けることが必要となるところ，その具体

的な要件について，商法第５１９条第２項，小切手法第２１条と，民法第１９２

条のいずれを参照すべきかということが問題となる。この点について，持参人払

証券は流通保護の要請が高いことから，民法の即時取得の制度よりも，商法の善

意取得の制度による保護を認めることが望ましいとして，商法の善意取得の制度

を参照した規定を設けるべきであるとの立法提案がある。このような提案を踏ま

えて，本文では，商法第５１９条第２項，小切手法第２１条を参照した規定を民

法に置くことを提案している。 

２ 本文①は，持参人払証券の占有に形式的資格が認められる旨の規定を設けるこ

とを提案するものである。この点について，みなし規定ではなく，推定規定とす

ることを提案する趣旨は，前記(2)ウ（補足説明）２と同様である。 

３ 本文②は，商法第５１９条第２項，小切手法第２１条に相当する規定を設ける

ことを提案するものである。この点について，小切手法第２１条の「事由ノ何タ

ルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合」という文言を盛り込まないこと

を提案する趣旨は，前記(2)ウ（補足説明）３(1)と同様である。 

 

ウ 抗弁の切断 

 持参人払証券の債務者は，当該証券に記載した事項及び当該証券の性質

から当然に生ずる結果を除き，当該証券を譲渡した者に対する人的関係に

基づき対抗することができる事由をもって所持人に対抗することができな

いが，所持人が債務者を害することを知って当該証券を取得したときは，

この限りではないとする旨の規定を設けるという考え方があり得るが，ど

のように考えるか。 

 

《参考・現行条文》 

（指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限） 

民法第４７２条 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の

性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗する

ことができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 

（無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限） 

民法第４７３条 前条の規定は、無記名債権について準用する。 

手形法第１７条 為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前

者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持

人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラ
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ズ 

 

（補足説明） 

 持参人払証券の抗弁の切断については，商法に規定が置かれていないところ，民

法第４７３条，第４７２条は，無記名債権の譲渡についてではあるが，証書に記載

した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果以外の抗弁を，善意の譲受人に

対して主張することができないとしている。無記名債権と無記名証券（持参人払証

券）との異同については見解が対立しているが，商法の適用を受ける無記名証券に

ついても，民法第４７２条の規律が及ぶと解する見解が有力に主張されている。他

方，手形法第１７条や小切手法第２２条にも，流通保護の観点から，人的抗弁が原

則として切断される旨の規定が置かれているところ，商法の適用を受ける持参人払

証券については，これらの規定が類推適用されるという見解も主張されている。も

っとも，以上のような見解の対立にかかわらず，抗弁の切断について，指図証券と

無記名証券（持参人払証券）の双方に共通の規律が適用されるべきことには，特に

争いが見られない。 

 有価証券の譲渡において，抗弁の切断に関するルールは最も重要なものの一つで

あることから，民法に有価証券に関する通則的な規定を設ける場合には，この点に

ついても規定を設けるべきであると考えられる。その際には，以上のような見解の

対立を踏まえて，債権一般を表章する有価証券に適用されるべき規定として，民法

第４７２条と手形法第１７条等のいずれを参照すべきかということが問題となるが，

現在，指図証券と持参人払証券とで，抗弁の切断に関する規律の在り方を異にすべ

きであるという見解が特に見当たらないことから，本文では，指図証券と同内容の

規定を設けることを提案している。この提案の詳細については，前記(2)エ（補足説

明）参照。 

 

エ 権利行使方法 

 持参人払証券の所持人による権利行使方法について，以下の内容の規定

を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

① 持参人払証券の所持人は，証券と引換えでなければ，債務の履行を請

求することができない。 

② 持参人払証券に表示される債務の履行は，証券に履行の場所が記載さ

れている場合にあってはその場所において，そのような記載が無い場合

にあっては債務者の現在の営業所又は事務所（営業所又は事務所がない

ときは，その住所）において，しなければならない。ただし，債権の性

質から当然に履行の場所が決定されるときは，この限りではない。 

 

《参考・現行条文》 

（債務の履行の場所） 
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商法第５１６条 （略） 

２ 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所（営業所がない場

合にあっては、その住所）においてしなければならない。 

（指図債権等の証券の提示と履行遅滞） 

商法第５１７条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について

期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券

を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 

商法第５８４条 貨物引換証ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ運送

品ノ引渡ヲ請求スルコトヲ得ス 

手形法第３９条 為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受

取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得 

② （略） 

③ （略） 

 

（補足説明） 

 持参人払証券についても，指図証券と同様に，受戻証券性が認められることと，

債務の履行場所について商法第５１６条第２項の規定が適用されるべきことに，特

に異論は見られない。そこで，本文では，持参人払証券の権利行使方法について，

指図証券と同内容の規定を設けることを提案している。この提案の詳細については，

前記(2)オ（補足説明）参照。 

 

オ 履行遅滞 

 持参人払証券に表示される債権の債務者は，その債務の履行について期

限の定めがあるときであっても，その期限が到来した後に所持人がその証

券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う旨の規定を設

けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

《参考・現行条文》 

（指図債権等の証券の提示と履行遅滞） 

商法第５１７条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について

期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券

を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 

 

（補足説明） 

 商法第５１７条は，有価証券が債務者の関与なく譲渡され，債務者が債権者の交

代を認識することが実際上困難であるため，履行期が到来しても直ちに履行遅滞に

陥るのではなく，履行期到来後に所持人が証券を提示して履行の請求をすることを

付遅滞の要件としている。この規定の内容は債権一般を表章する持参人払証券にも
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妥当するため，本文では，これと同内容の規定を設けることを提案している。 

 

カ 支払免責 

 持参人払証券の債務者が支払免責を受ける要件について，以下のような

規定を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 持参人払証券の債務者が証券と引換えに，当該証券の所持人にその債務

を履行したときは，その責任を免れる。ただし，債務者に悪意又は重大な

過失があるときは，この限りではない。 

 

《参考・現行条文》 

（指図債権の債務者の調査の権利等） 

民法第４７０条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押

印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に

悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。 

（記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等） 

民法第４７１条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がさ

れているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合につい

て準用する。 

手形法第４０条 （略） 

② （略） 

③ 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此

ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務

ナシ 

 

（補足説明） 

１ 持参人払証券の債務者が支払免責を受けるための要件については，現在は，民

法・商法のいずれにも規定が置かれていないところ，民法第４７１条，第４７０

条は，記名式所持人払債権について，指図債権と同様に，債務者の調査権に基づ

く調査に必要な期間は，弁済を拒絶しても履行遅滞の責任を負わないことと，調

査を行わないで弁済した結果，無権限者に弁済した場合でも，悪意又は重過失が

無い限り免責されることを明らかにしている。他方，無記名債権については，支

払免責に関する規定は置かれていないため，同法第４７８条が適用されるという

見解もあるが，この見解によると指図債権等との均衡を失するため，同法第４７

０条が類推適用されるという見解が有力である。そして，記名式所持人払債権・

無記名債権と持参人払証券との異同については見解が対立しているものの，持参

人払証券についても，民法第４７０条が類推適用されるという見解が有力である。 

  以上のように，持参人払証券の支払免責に関するルールは現在不明確であるが，

この点は証券の迅速な決済を確保するために重要な規律であることから，有価証

券に関する通則的な規定を設ける場合には，民法第４７０条を参照しつつ，規定
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を設けるべきであると考えられる。 

２ 持参人払証券については，証券の占有に形式的資格が認められるため（前記イ

本文①参照），これを信頼して債務を履行した債務者を保護することが必要である。

また，民法第４７０条によると，債務者には証券の所持人の真偽を調査する権利

が認められることになり得るが，債務者にこのような調査権を認めることが証券

の迅速な決済を阻害するとの批判があることについては，前記(2)キ（補足説明）

のとおりであるので，ここでも，債務者の調査権は認めないことを提案している。 

３ 本文は，持参人払証券の債務者が，当該証券と引換えに証券上の債務を履行し

たことを支払免責の要件として明記することを提案している。これは，前記エ本

文①のとおり，有価証券に受戻証券性が認められることから，証券と引換えに債

務の履行をしていることが当然の前提として必要であることを明らかにするもの

である。なお，ここでいう「悪意又は重大な過失」が，手形法第４０条第３項等

と同様に解釈されるという趣旨であることについては，前記(2)キと同様である

（前記(2)キ（補足説明）３参照）。 

 

(4) 有価証券を喪失した場合に関する規律 

ア 有価証券の失権 

 指図証券，持参人払証券及び記名式の有価証券について，公示催告手続

によって無効とすることができる旨の規定を設けるという考え方があり得

るが，どのように考えるか。 

 また，この場合には，債権を表章する有価証券のみならず，債権を表章

する有価証券以外の有価証券についても，公示催告手続が認められる旨の

規定を設けるという考え方があり得るが，どのように考えるか。 

 

《参考・現行条文》 

民法施行法第５７条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第四百七十一条ニ掲ケタル

証券ハ非訟事件手続法（明治三十一年法律第十四号）第百四十二条ニ規定スル

公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得 

 

（補足説明） 

１ 有価証券を紛失した場合等には，公示催告手続（非訟事件手続法第１４１条以

下）によって証券を無効とすることができる。公示催告手続によって無効とする

ことができる証券については，同法第１５６条が「法令の規定により無効とする

ことができるもの」に限られるとしているところ，この「法令の規定」としては，

個別の有価証券について規定する特別法（会社法第２９１条等）のほか，有価証

券一般について定める民法施行法第５７条が挙げられる。しかし，公示催告手続

を利用することが可能な有価証券一般についての規定が民法施行法に置かれてい

ることについては，その理由が不明であり，一覧性が低いという問題がある。 

  今般の見直しに当たって，有価証券に関する通則的な規定を設ける場合には，
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商法第５１８条が有価証券を喪失した場合の権利行使方法を定めており，これと

同内容の規定を民法に設けることが検討課題となるところ（後記イ参照），その前

提として，公示催告手続を利用することが可能な有価証券一般を定める規定も，

併せて民法に設けるべきであるとの考え方が示されている。本文は，このような

規定を民法に設けることを提案するものである。 

２ 民法施行法第５７条は，指図証券，無記名証券及び記名式所持人払証券を列挙

しているが，記名式の有価証券を挙げていない。そのため，記名式の有価証券に

ついては，公示催告手続を利用することができないとされている。しかし，記名

式の有価証券も，証券と権利が結合しているものであり，その喪失時に公示催告

手続を利用することができなければ，権利者の権利行使が不可能となるという問

題があると指摘されている。そこで，本文第１パラグラフでは，指図証券と持参

人払証券のほか，記名式の有価証券についても，公示催告手続を利用することが

できる有価証券に含めることを提案している。 

３ また，公示催告手続を利用することができる有価証券に表章される権利につい

ては，民法施行法第５７条は特に限定しておらず，物権や社員権を表章する有価

証券のように，債権を表章する有価証券以外の有価証券についても，この規定が

適用されると考えている。そこで，本文第２パラグラフでは，この点を併せて提

案している。 

４ なお，公示催告事件に関する非訟事件手続法の規定（同法第１４１条から第１

６０条まで）は，それまで「公示催告手続ニ関スル法律」に規定されていたもの

を，この法律を廃止して平成１６年に非訟事件手続法に組み込んだものであり，

その際に規定内容の見直しが図られている。このため，新しい非訟事件手続法（平

成２３年法律第５１号・未施行）においても，基本的に旧法の規律内容が維持さ

れている（新法第９９条から第１１８条まで）。 

 

イ 有価証券喪失の場合の権利行使方法 

 公示催告手続を利用することができる有価証券（前記ア参照）の所持人

がその有価証券を喪失した場合において，非訟事件手続法第１５６条に規

定する公示催告の申立てをしたときは，その債務者に，その債務の目的物

を供託させ，又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさ

せることができる旨の規定を設けるという考え方があり得るが，どのよう

に考えるか。 

 

《参考・現行条文》 

（有価証券喪失の場合の権利行使方法） 

商法第５１８条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の

所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法（明治三十一

年法律第十四号）第百五十六条に規定する公示催告の申立てをしたときは、そ
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の債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価

証券の趣旨に従い履行をさせることができる。 

（申立権者）  

非訟事件手続法第１５６条 盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、

法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるも

のを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該

各号に定める者がすることができる。 

一 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券で

あって白地式裏書（被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記

名押印のみをもってした裏書をいう。）がされたもの その最終の所持人 

二 前号に規定する有価証券以外の有価証券 その有価証券により権利を主

張することができる者 

 

（補足説明） 

 商法第５１８条は，金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券に

ついて，その喪失の場合における権利行使方法を定めている。証券と権利が結合し

ているという有価証券の性質上，同条の規定は重要なルールであり，民法に有価証

券に関する通則的な規定を設ける場合には，これと同内容の規定を設けるべきであ

ると考えられる。 

 規定を設ける場合には具体的な要件の在り方が問題となるが，商法第５１８条の

適用範囲については，「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券」

に限定されず，喪失の場合に公示催告手続を利用できる有価証券には全て適用され

るべきであるという見解が有力である。そこで，本文は，上記の見解を採用し，公

示催告手続を利用することができる有価証券（前記ア参照）についての喪失の場合

における権利行使方法を定める規定として，同条と同内容の規定を設けることを提

案している。 

 

 

 

90



別紙 

特例法上の債権譲渡登記に関する指摘事項 

 

１ 登記申請手続・登記事項に関する指摘 

① シンジケート・ローンにおいて，複数の債権者が同順位の質権を設定しようとして

も，そのような登記が認められていない。現在は，複数の質権者への質権設定として

登記をした上で，備考欄に準共有ではなく，同順位での質権設定であると付記してい

るが，その登記の有効性が明らかではないので，複数の債権者が同順位の質権を設定

していることを明確にする登記ができるようにしてほしい。 

② 実務上，債権譲渡の前に第三者対抗要件を具備するニーズが存在することから，譲

渡前の承諾を用いた取引が行われているが，現行の債権譲渡登記制度では，譲渡前に

対抗要件を具備しておく方法が存在しない。譲渡前の承諾の第三者対抗要件としての

有効性に関する不安定な議論を回避し，かつ，譲渡前に第三者対抗要件を具備するニ

ーズを可及的に充足する方法として，仮登記に類する制度を設けることも検討されて

よいものと思われる。 

③ 根担保権の登記（根質権・根譲渡担保権）が認められていない。例えば，債務者不

特定の将来債権に根質権を設定した場合には，登記によって第三者対抗要件を具備す

ることになるが，根質権として登記することができない。この場合に，「被担保債権額」

の欄に何を記載すべきかが問題となるところ，極度額を記載した上で，備考欄に被担

保債権額は極度額を意味する旨を付記することで対応しようとしてきたが，認められ

なかった。根担保権の登記ができるようにしてほしい。 

④ 実務では，第二順位の質権を設定する必要がある取引があるが，現在の登記制度で

は，質権の順位を登記することができない。そのため，実務上は，第一順位となるべ

き質権設定の後に，質権設定の登記をした上で，第二順位である旨を備考欄に付記し

て，第二順位の質権であるという取扱いをするしかないが，その登記の有効性が明ら

かではないという問題があるので，質権の順位についても登記ができるようにしてほ

しい。 

⑤ 民法上の通知・承諾については，かなり概括的な債権の特定による通知・承諾や，

債権の記載内容にそごがある通知・承諾であっても，債権の特定に欠けることはなく

第三者対抗要件として有効であると判断されているが，債権譲渡登記については，登

記事項が詳細に定められており，まず，これらを特定して登記申請を行う必要がある。

また，仮に登記事項と実際の権利関係にそごがあった場合の登記の効力については，

未だ裁判例は集積しておらず不明な部分が多い（東京高判平成１３年１１月１３日金

法１６３４号６６頁参照）。このような債権譲渡登記の煩雑さ（法定の登記事項を特定

して申請する必要があること）とリスク（登記事項に実体とそごがあった場合に登記

が無効とされるリスク）に照らせば，債権譲渡登記の登記事項はできるだけシンプル

なものとすべきである。 

また，例えば，複数の既発生債権を譲渡する場合，民法上の通知・承諾においては，

「○月○日現在におけるＡのＢに対する売掛金債権全額」といった包括的な方法でも
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債権の特定に欠くところはないと一般に解されているのに対し，債権譲渡登記におい

ては，発生時及び譲渡時の債権額を登記する必要があるが，債権の特定という観点か

らは，譲渡時の債権額までも登記事項とする必要があるのか疑問があり，債権の特定

方法について，民法上の通知・承諾の場合とできるだけ差異のない登記の方法が検討

されてよいものと思われる。 

⑦ 現行制度上，一括支払システムなどのように債権者が多数で，債務者と譲受人が特

定されている債権譲渡について登記により対抗要件を具備しようとすると，民法上の

確定日付のある承諾により対抗要件を具備する方法に比べ，手間・費用が著しく増大

してしまう。このような債権譲渡については，債権譲渡登記を容易かつ廉価に申請す

ることを可能とする方法を工夫すべきである。 

⑧ 変更登記・更正登記の制度がないのは，不便である。例えば，登記の存続期間が債

権譲渡契約で定めたものよりも少し短かった場合に，これを是正しようとする場合に，

変更登記をすることができないとすれば，抹消登記の上，新たに登記することで対応

せざるを得ないが，新たな登記の完了までの間，債権譲渡の対抗力が失われてしまう

可能性があるのは問題である。当事者の商号・住所等についての変更登記ができない

のも不便である。 

⑨ 備考欄の記載の位置付けがあいまいである。一面，便利な制度であるが，仮に記載

できても，その効力が不明確であるため，登記の効力に疑義が生じてしまう。備考欄

以外の記載では譲渡する債権を特定できていない場合に，備考欄の記載により，譲渡

する債権を特定することができ，その結果，登記が有効になることを明確にすべきで

ある。 

⑩ 債権の一部譲渡の登記をすることができるか疑義がある。債権の一部譲渡が可能で

あることを明確にすべきである。 

⑪ 登記原因の日付の記載は任意記載事項にすべきである。 

⑫ 債権譲渡登記の申請書に添付する資格証明書や印鑑証明書について，原本還付を請

求できないのは，不便である。委任状等の当該登記申請のみに使用する書類以外の書

面（資格証明書等）については，可能な限り原本還付が可能となるよう所要の手当て

をしてほしい。 

⑬ 登記申請の方式（出頭，郵送又はオンラインのいずれか）にかかわらず，登記申請

を行う側で申請データを作成した上，申請データチェックプログラムを用いて確認す

る必要があるが，現行の申請データの様式やチェックプログラムによる確認の手順は，

必ずしも分かりやすいとは言えない。利用者の能力にかかわらず容易に作成すること

ができる申請データ様式を採用するか，又はウェブベースの申請システムで，画面の

遷移に従って必要な項目を入力すれば，正しい申請が可能となるような平易な申請シ

ステムを提供すべきである。 

 

２ 公示に関する指摘 

① 現在の債権譲渡登記制度の下では，先行登記の有無を確認するためには登記事項証

明書を取り寄せた上で，紙ベースで確認することになり，膨大な時間がかかる。非常
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に多数の債権の譲渡を行う取引の観点からは，現在の債権譲渡登記制度の公示機能は

十分なものとは言えない。債権譲渡登記制度について，単にオンラインで登記事項証

明書を入手できるだけでなく，先行登記の有無の確認自体をオンラインで迅速にでき

るようにシステムを改善すべきである。 

② 登記事項概要証明書を登記申請時に即時に取得できることが制度上，担保されてい

ない。 

③ 譲渡しようとしている債権と登記されている債権との同一性の判断が困難である。 

④ システム負荷との関係で，債権譲渡登記の存続期間が登記事項とされているが，民

法上の通知・承諾は一度行えば足りるのに対して，債権譲渡登記は，存続期間が満了

すれば，将来に向かって対抗力を失うと解されており，平仄を欠く。また，第一譲渡

に係る債権譲渡登記の存続期間中に二重譲渡及び二重登記が行われ，第一譲渡に係る

債権譲渡登記の存続期間が満了した場合，当該債権が第一譲受人に属するのか，第二

譲受人に属するのか，条文上必ずしも明らかでない。存続期間は，システム負荷を軽

減するという理由で設けられた制度であるが，十分なインフラを整備して，存続期間

は撤廃することが望ましい。また，仮に存続期間を撤廃しない場合には，存続期間が

満了した場合の上記の問題について明確な基準を示すことが望ましい。 

⑤ 債権の譲渡を受けようとする者は，登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書を

取得して，譲渡人が債権譲渡登記を行っているか否かまでは確認できるものの，登記

事項証明書の交付を請求することができないため（特例法第１１条第２項参照），個別

の債権について先行する債権譲渡登記があるか否かを独自に確認することができない

点で不便である。 



別紙 比較法資料 

 

〔ドイツ民法〕 

 

（対抗要件制度） 

  ドイツの債権譲渡法制においては，債権譲渡契約の締結によって，債権の移転

の効力が，ただちに，債務者及びそれ以外の第三者との関係でも生じ，債務者及

びそれ以外の第三者に対して譲渡の効果を及ぼすための通知又は承諾は，不要と

されている（ドイツ民法第３９８条）。債務者との関係では，善意の債務者が譲渡

人や劣後譲受人に弁済した場合には，当該弁済は有効とされている（ドイツ民法

第４０７条，第４０８条）。 

ドイツ民法が，対抗要件を不要としたのは，①フランス民法のような対抗要件

主義をとれば，譲渡人から譲受人へと移転した債権は，対抗要件が具備されるま

での間は譲渡人に帰属していることになるが，これは譲渡契約の効果と矛盾する

こと，②対抗要件主義を採用しなくても，善意の債務者による譲渡人や劣後譲受

人への弁済を保護する規定を設けることによって，債務者の保護を図ることがで

きること，③（当時の実務では信用供与目的での，いわゆるサイレント方式の譲

渡が多く行われていたため）債務者に対して譲渡の通知をしないことは，譲渡契

約における信義則上の義務であり，通知をすることは，かかる義務に違反するこ

ととなるため，債務者をインフォメーション･センターとする対抗要件制度をとる

ことはできないこと，等が理由とされている（ドイツの債権譲渡法制に関する比

較法的検討につき，古屋壮一『ドイツ債権譲渡制度の研究』〔嵯峨野書院・2007

年〕を参照した）。 

 

第３９８条（債権譲渡） 

債権は，債権者によって，他の者との契約によりその者に譲渡され得る（債権

譲渡）。契約の締結により，新債権者は旧債権者に代わる。 

第３９９条（内容変更または合意による譲渡性の排除） 

債権は、原債権者以外の者に対しては内容を変更せずには履行を提供すること

ができないとき、又は、債務者との合意により譲渡が排除されているときは、譲

渡することができない。 

第４０６条（新債権者に対する相殺） 

債務者は，旧債権者に対する債権をもって，新債権者に対しても相殺すること

ができる。ただし，債権取得の時に債務者が譲渡を知っていたとき，または，そ

の債権の弁済期が譲渡を知った時点以降で，かつ，譲渡された債権の弁済期以降

に到来するときは，この限りではない。 

第４０７条（旧債権者に対する法律行為） 

(1) 新債権者は，債務者が譲渡の後に旧債権者に対して行った給付，及び譲渡の後

に債務者と旧債権者との間でその債権に関して行われた法律行為について，自己
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に対する関係で効力を認めなければならない。ただし，債務者が給付または法律

行為を行った時に譲渡を知っていたときは，この限りでない。 

(2) 譲渡の後に債務者と旧債権者の間で係属した訴訟においてその債権に関し確定

判決があったときは，新債権者は，その判決につき自己に対する関係で効力を認

めなければならない。ただし，訴訟係属の生じた時に債務者が譲渡を知っていた

ときは，この限りでない。 

第４０８条（債権の二重譲渡） 

(1) 旧債権者によって譲渡された債権がさらに第三者に譲渡されたときは，債務者

が第三者に給付をした場合，または債務者と第三者の間で法律行為が行われもし

くは訴訟が継続した場合には，債務者のために第４０７条の規定が先行した譲受

人に対して準用される。 

(2) 既に譲渡された債権が裁判所の決定によって第三者に移転されたとき，または

既に譲渡された債権が法律により第三者に移転されたことを旧債権者が第三者に

対して承諾したときも，同様とする。 

 

〔ドイツ商法〕 

ドイツ商法３５４ａ条 

(1) ドイツ民法典第３９９条にしたがい、金銭債権の譲渡が債務者との合意により

禁止された場合であっても、当該債権の原因である法律行為が双方の当事者によ

って商行為であるとき、または、債務者が公法人もしくは公法上の特別財産であ

るときは、債権譲渡は有効とする。ただし、債務者は、旧債権者に対して履行を

したときも免責されることができる。本規定の定めと異なる内容の合意は無効と

する。 

(2) 本条第１項の規定は、信用制度法にいう信用機関が債権者となっている金銭消

費者消費貸借契約に基づく債権には適用しない。 

 

〔フランス民法〕 

 

（対抗要件制度） 

  フランス民法第１６９０条は，執達吏による送達（signification）と債務者の

公正証書による承諾（acceptation）を，債務者を含む第三者に対する債権譲渡の

対抗要件としている（フランスの債権譲渡法制につき，池田真朗『債権譲渡の研

究〔増補２版〕』〔弘文堂・２００４年〕参照）。 

  ダイイ法は，企業の資金調達のために債権譲渡，質入れを簡易に行うことを可

能にすることを目的として１９８１年に制定されたものであり，金融に関する民

法の特別法であると位置づけられている（ダイイ法については，山田誠一「資産

流動化における債権譲渡の対抗要件―フランス法を参考として―」金融法務事情

１４４８号１４頁〔１９９６年〕，債権譲渡法制研究会「債権譲渡法制研究会報告

書（平成９年４月２５日）」参照）。なお現在では，ダイイ法の諸規定は，２００
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０年の通貨金融法典の制定により，通貨金融法典Ｌ３１３－２３条以下として同

法典の中に組み入れられている。ダイイ法は，金融機関の顧客がその取引先に対

して有する債権を金融機関に譲渡する場合と，金融機関が有する債権を他の金融

機関に対して譲渡する場合のそれぞれについて，規律を設けているが，前者の概

要は以下のとおりである。 

①  譲渡人は法人又は職業人である自然人（顧客）に限られ，譲受人は金融機

関（金融会社，ファクタリング会社を含む。）に限られる。債権の譲渡は，

譲受人である金融機関の譲渡人である顧客に対する信用供与取引における

債権譲渡でなければならず，顧客が自然人である場合には，当該自然人の職

業活動上の信用供与取引における債権譲渡でなければならない。 

②  譲渡の対象となる債権の債務者は，法人か，職業活動を行っている自然人

であり，債務者が自然人である場合には，当該自然人がその職業活動上負う

債務が譲渡される場合に限定される。 

③  手続的要件は，必要事項を記載した書面（明細書）の作成，譲渡人による

書面への署名，及び譲受人に対する書面の交付である。譲受人である金融機

関は，日付を記入しなければならない。書面（明細書）に記載しなければな

らない必要事項は，職業債権譲渡証書という表題，ダイイ法に準拠する旨の

文言，譲受人である金融機関名，譲渡の目的である債権の特定である。 

④  効果としては，債権譲渡は，書面（明細書）に記入された日付以降，当事

者間で効力を有し，第三者に対抗することができる。債務者は，通知を受け

るまでは，譲渡人に弁済しなければならず，譲渡人に弁済すれば免責される

が，通知を受けた後は，債務者は譲受人に弁済しなければ免責されなくなる。 

 

第２３６１条 

債権質権は，現在のものであれ将来のものであれ，証書の日付によって，当事

者間において効力を生じかつ第三者に対抗できる。 

第２３６２条 

(1) 質入れされた債権の債務者に対して対抗することが可能となるためには，債権

質権について債務者に通知がなされるか，またはその債務者が証書に関与してい

なければならない。 

(2) これ［前項の対抗要件］を欠くときは，設定者のみが有効に債権の弁済を受け

る。 

 

〔フランス商法典〕 

商法典Ｌ４４２－６－Ⅱ 

製造業者、商人、職人、または職業名簿に登録された者のために［の利益にな

るように］以下の可能性について定める条項ないし契約は無効である。 

（略） 

ｃ）契約相手方に対して、契約相手方が自己に対して保持する債権を第三者に
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対して譲渡することを禁止するもの。 

 

〔フランス民法改正草案（カタラ草案）〕 

第１２５１条 

債権譲渡は，売買，贈与またはその他の個別の名目により，譲渡人である債権

者がその債権の全部または一部を譲受人である第三者に移転することである。 

第１２５２条 

既に発生しているまたはこれから発生する債権について，譲渡をすることがで

きる。将来の債権を譲渡するときは，証書は，譲渡された債権の識別を，その時

点が到来したときに，可能とする諸要素を含んでいなければならない。 

第１２５３条 

債権譲渡は，書面によって行わなければならず，そうでないときは無効となる。

ただし，公署の方式に従うことが求められているときは，この限りでない。 

第１２５４条 

当事者間においては，反対の合意がある場合を除き，証書の作成は，それ自体

で，債権の移転を生じさせるのに十分である。 

その時点から，債権の移転は，第三者との関係で実現されたと見なされ，方式

を要することなく，第三者に対して対抗できる。譲渡の日付について第三者から

の異議があるときは，その正確さの証明は，譲受人が行う。譲受人は，あらゆる

手段により，それを証明することができる。 

第１２５４－１条 

前条の規定にかかわらず，将来の債権の譲渡は，当事者間だけでなく第三者と

の関係でも，その発生した日からのみ効力を生じる。 

第１２５４－２条 

債権譲渡は，書面または電子的方式に基づいて，譲渡人または譲受人によって

債務者に通知が行われたときにのみ，債務者に対して対抗できる。 

第１２５４－３条 

同様の債権について連続する譲受人の間での紛争は，日付が先の者に有利に解

決される。日付の証明はあらゆる手段によってなされる。 

第１２５５条 

反対の旨を定める条項がある場合を除き，債権譲渡は，譲受人が他の方式なし

に行使することができる，保証，先取特権および抵当権といった債権に付随する

ものを含む。 

第１２５６条 

債権を譲渡する者は，たとえ移転が担保責任なしに行われても，移転時の債権

の存在を担保しなければならない。 

債権を譲渡する者は，その者がそれを約したときで，かつ，債権譲渡から引き

出すことができた代金を限度としてでなければ，債務者の支払能力について責任

を負わない。 
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債権を譲渡する者が債務者の支払能力について担保責任を負うことを約束した

とき，この約束は現在の支払能力のみを意味する。ただし，譲渡人が明示的に約

定したという条件のもとであれば，この約束は将来にも及びうる。 

第１２５７条 

譲渡の対象となる債権の債務者が証書によって譲渡を承諾したときには，その

者は，その者が譲渡人に対して対抗できたであろう抗弁の全部または一部を譲受

人に対して対抗することを明示的に放棄することができる。 

以上の［前項の］承諾がない場合，債務者は譲受人に対して，債務の非譲渡性，

および，紛争解決条項を含む債務（dette）に固有のあらゆる抗弁を対抗すること

ができる。 

債務者は，譲受人に対して，譲渡人との関係で相互依存関係にある債務の相殺

権を行使することができる。 

債務者は同様に，当該債権の譲渡が譲受人に対して対抗できるものとなった日

より以前のあらゆる理由に基づいて，債権の消滅を譲受人に対して対抗すること

ができる。 

第１２５７－１条 

債権は，その所有権について，対価を定めることなく担保として譲渡すること

ができる。その債権は，譲受人がその者の権利について満足を受けたとき，また

は担保された債務がその他の理由で消滅したときは，譲受人のもとに戻る。 

 

〔アメリカ統一商事法典（ＵＣＣ）〕 

第２－２１０条（履行の委任；権利の譲渡） 

(1) 売主又は買主が，契約上の権利を譲渡するときは，以下の規定が適用される。 

(a) (b)号に従い，かつ第９－４０６条に別段の規定のある場合又は別段の合

意がある場合を除き，売主又は買主の全ての権利は，譲渡することができる。

ただし，その譲渡が他方当事者の義務を実質的に変更し，契約によってその

当事者に課された負担若しくはリスクを実質的に増大させ，又は反対履行を

得るその当事者の機会を実質的に害するときは，この限りでない。契約全体

の違反に関する損害賠償請求権，又は譲渡人の債務の全部の適切な履行から

生じる権利は，異なる合意があっても，譲渡することができる。 

・・・・ 

(3) 「契約」の譲渡，「契約における自分のすべての権利」の譲渡，又は同様な一般

的用語による譲渡は，権利の譲渡であり，かつ，担保のための譲渡のように文言

や事情が反対の内容を示しているときを除き，それは譲渡人の義務の履行の委任

でもある。 

(4) 反対の内容を示す事情があるときを除き，「契約」の譲渡の禁止は，譲渡人の履

行を譲受人に委任することのみを妨げるものと解釈される。 

第９－１０２条（定義及び定義の索引） 

(a) 本編においては以下の定義による。 

5



 ・・・・ 

(2) アカウントとは，「account for」として使われる場合を除き，履行することに

よって得られたかどうかを問わず，以下の場合の金銭債務について支払を受ける

権利をいう。(i)売買，賃貸借，ライセンス，譲渡，その他の処分がされた又はさ

れるべき財産についての金銭債務，(ii)提供された又は提供されるべき役務につ

いての金銭債務，(iii)発行された又は発行されるべき保険証券についての金銭債

務，(iv)負担された又は負担されるべき二次的債務についての金銭債務，(v)供給

された又は供給されるべきエネルギーについての金銭債務，(vi)傭船契約又はそ

の他の契約に基づく船舶の使用又は収益についての金銭債務，(vii)クレジットカ

ード若しくはチャージカードの使用，又はカードに含まれ若しくはそれと共に使

用される情報の使用から生ずる金銭債務，(viii)州，州の政府機関，又は州若し

くは州の政府機関によって運営のためのライセンス若しくは権限を付与された者

により運営され，又は後援されている富くじ又はその他の偶然に左右されるゲー

ムの当たりとして生ずる金銭債務。この用語は，健康保険の給付金受領権を含む。

この用語は，以下の権利を含まない。(i)動産抵当証書又は証券によって証明され

る支払を受ける権利，(ii)商事的な不法行為債権，(iii)預金勘定，(iv)投資財産，

(v)信用状の権利又は信用状，(vi)前渡しされ又は売却された金銭又は基金につい

て支払を受ける権利であって，クレジットカード若しくはチャージカードの使用

又はカードに含まれ若しくはそれと共に使用される情報の使用から生ずる権利以

外のもの。 

第９－４０６条（債務者の履行；譲渡の通知；譲渡の特定と証拠；アカウント，動

産抵当証書，支払受領権，及び約束手形についての譲渡制限の無効） 

 ・・・・ 

(d) (e)項ならびに第２Ａ－３０３条，及び第９－４０７条に別段の定めのある場合

を除き，かつ(h)項に従い，債務者と譲渡人との間の合意又は約束手形における条

項は，以下に規定する限りにおいて無効である。 

(1) アカウント，動産抵当証書，支払受領権，又は約束手形に関する譲渡若しくは

移転，又は担保権の設定，発効（attachment），担保手続の完了（perfection），

若しくは実行を禁止し，制限し，又はそれについて債務者若しくは約束手形によ

って債務を負う者の同意を要求すること； 

(2) 譲渡若しくは移転，又は担保権の設定，発効，担保手続の完了，若しくは実行

が，アカウント，動産抵当証書，支払受領権，若しくは約束手形における不履行，

義務違反，控除権，請求権，抗弁権，解消，解除権，又は救済を生じさせ得るこ

とを定めること。 

 

〔ユニドロワ国際商事契約原則２０１０〕 

第９．１．５条（将来の権利） 

将来の権利の譲渡は，その権利が発生した時において，それが譲渡される権利

であると特定できる場合は，譲渡の合意の時になされたものとみなす。 
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第９．１．９条（譲渡禁止特約） 

(1) 金銭の支払を求める権利の譲渡は，譲渡を制限しまたは禁ずる譲渡人と債務者

間の合意にかかわらず効力を有する。この場合において，譲渡人の債務者に対す

る契約違反の責任が生ずることは妨げられない。 

(2) 金銭の支払以外の給付を求める権利の譲渡は，それが譲渡を制限しまたは禁ず

る譲渡人と債務者間の合意に反するときは，効力を生じない。ただし，譲渡の時

において譲受人が合意を知らずかつ知るべきでなかったときは，譲渡は有効であ

る。この場合において，譲渡人の債務者に対する契約違反の責任が生ずることは

妨げられない。 

第９．１．１０条（債務者への通知） 

(1) 債務者は，譲渡人または譲受人から譲渡の通知を受領するまでは，譲渡人に対

して弁済することによって債務を免れる。 

(2) 前項の通知を受領したのちは，債務者は譲受人に対して弁済することによって

のみ債務を免れる。 

第９．１．１１条（連続譲渡） 

同一の権利が同一の譲渡人から２人またはそれ以上の譲受人に重ねて譲渡され

たときは，債務者は通知を受領した順序に応じて弁済することによって債務を免

れる。 

第９．１．１２条（譲渡の適切な証拠） 

(1) 譲渡の通知が譲受人によってされたときは，債務者は譲受人に対して譲渡がさ

れたことの適切な証拠を合理的な期間内に示すことを求めることができる。 

(2) 適切な証拠が示されるまでは，債務者は弁済を拒むことができる。 

(3) 適切な証拠が示されないときは，通知は効力を生じない。 

(4) 適切な証拠とは，譲渡人から出された，譲渡が行なわれたことを示す書面等を

いう。 

第９．１．１３条（抗弁と相殺権） 

(1) 債務者は，譲渡人に対して主張することができたすべての抗弁を譲受人に対し

て主張することができる。 

(2) 債務者は，譲渡の通知を受領した時点までに譲渡人に対して行使することがで

きた相殺権を譲受人に対して行使することができる。 

 

〔ヨーロッパ契約法原則〕 

第１１：１０２条 契約に基づいて発生する債権の一般的な譲渡性 

(1) １１：３０１条および１１：３０２条の規定に服するほか，契約当事者は，そ

の契約に基づいて発生する債権を譲渡することができる。 

(2) 現在および将来の契約に基づいて発生する将来の債権は，その発生時点または

当事者が合意したその他の時点において，債権譲渡の対象となる債権として識別

できるかぎり，譲渡することができる。 

第１１：３０１条 契約上の債権譲渡禁止 
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(1) 債権の譲渡は，その債権の発生の基礎となる契約によって禁止されているか，

禁止違反以外で契約に反する場合は，債務者に対して効力を有しない。ただし，

次の各号のいずれかに該当するときは，このかぎりでない。 

(a) 債務者がそれに同意するとき 

(b) 譲受人が契約違反を知らずまた知るべきであったともいえないとき 

(c) 譲渡が将来の金銭債権についての譲渡契約によるものであるとき 

(2) 前項の規定は，譲渡人の契約違反に関する責任に影響を及ぼさない。 

第１１：３０７条 抗弁および相殺権 

(1) 債務者は，譲渡対象債権に対する実体上または手続上の抗弁で譲渡人に対して

主張することができたものをすべて，譲受人に対して対抗することができる。 

(2) 債務者は，譲渡人に対する次に掲げる債権について第１３章に基づいて譲渡人

に対して行使することができた相殺権もすべて，譲受人に対して主張することが

できる。 

(a) 債権譲渡の通知が，１１：３０３条１項に従ったものであるかどうかにかか

わらず，それが債務者に到達した時点で存在していた債権 

(b) 譲渡対象債権と密接に関係する債権 

第１１：４０１条 優先性 

(1) 同一の債権が重複して譲渡された場合は，債務者に最初に債権譲渡の通知が到

達した譲受人が，先行する債権譲渡の譲受人に優先する。ただし，その譲受人が

その譲受時に，先行する債権譲渡について知りまたは知るべきであった場合は，

このかぎりでない。 

(2) 現在の債権の譲渡であるか将来の債権の譲渡であるかにかかわらず，債権の多

重譲渡における優先順序は，第１項に服するほか，債権譲渡が行われた順序によ

って決まる。 

(3) 譲渡対象債権に対する譲受人の権利は，１１：２０２条に基づいてその債権譲

渡が効果を生じる時点より後に裁判上の手続その他の方法でその債権を差し押さ

えた譲渡人の債権者の権利に優先する。 

(4) 譲渡人が破産した場合は，譲渡対象債権に対する譲受人の権利は，次に掲げる

事項につき破産に適用される法の準則に服するほか，譲渡人の破産管財人および

債権者の権利に優先する。 

(a) その優先の要件としての公示 

(b) 債権の順位 

(c) 破産手続における取引の取消しまたは無効 

 

〔国際取引における債権譲渡に関する条約〕 

第８条 譲渡の効力 

１．複数の債権，将来債権，又は債権の部分又はその全体についての支配権の譲渡

は，次の場合に，譲渡人と譲受人の間において，債務者に対して又は競合する権

利主張者に対して譲渡の効力を失わず，譲受人の権利は優先権を否定されない。 
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(a) 譲渡に関連する債権として個別に特定されている場合 

(b) その他の方法により，譲渡の時（将来債権については，原因契約の締結時）

に譲渡に関連する債権であることが特定できる場合 

２．一又は複数の将来債権の譲渡は，別段の合意がない限り，個別の債権の譲渡に

必要な新たな移転の行為なしに効力を有する。 

３．第１項，第９条並びに第１０条第２項及び第３項に定める場合を除き，この条

約は，法律による譲渡の制限に影響を及ぼさない。 

第９条 譲渡に関する契約による制限 

１．最初の又は後続の譲渡人と債務者又は後続の譲受人との間の，譲渡人の債権を

譲渡する譲渡人の権利を制限する合意にかかわらず，債権の譲渡は効力を有する。 

２．この条の規定は，前項の合意についての違反に対する譲渡人の義務又は責任に

影響を及ぼさない。ただし，譲渡人以外のその合意の当事者は，その違反のみを

理由として原因契約又は譲渡契約を取り消すことができない。前項の合意の当事

者以外の者は，その合意を知っていたことのみを原因として責任を負わない。 

３．この条の規定は，次の債権の譲渡にのみ適用する。 

(a) 物品若しくは金融サービスを除くサービスの供給契約若しくは賃貸借契約，

建築契約又は不動産の売買契約若しくは賃貸借契約である原因契約から生じる

債権 

(b) 工業その他の知的所有権若しくは財産的情報の売買，賃貸借又は使用許諾を

目的とする原因契約から生じる債権 

(c) クレジットカード取引に基づく支払義務の立替払いによる債権 

(d) 三以上の者によるネッティング合意に従い，満期の支払のネット決済に基づ

く譲渡人の債権 

第１８条 債務者の抗弁及び相殺 

１．譲受人の債務者に対する譲渡される債権の支払に関する請求について，債務者

は，譲受人に対し，原因契約又は同一の取引の一部である他の契約から生ずるす

べての抗弁及び相殺の権利であって，譲渡がなされなければ譲渡人から請求され

たときに主張し得るものを主張することができる。 

２．債務者は譲受人に対し，譲渡通知を受け取った時に主張することができた他の

いかなる相殺権を主張することができる。 

３．前二項の規定にかかわらず，債務者は，譲受人に対し，第９条及び第１０条に

基づき債務者が譲渡人に対して主張することができる譲渡人の譲渡をなす権利を

制限するいかなる合意の違反に関する抗弁及び相殺の権利を主張することができ

ない。 

第１９条 抗弁及び相殺権の放棄の合意 

１．債務者は，署名のある書面により，譲渡人との間において，前条に基づき主張

することができる抗弁及び相殺の権利を主張しないことを合意することができる。

この合意により，債務者は譲受人に対して当該抗弁及び相殺する権利を主張する

ことができない。 
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２．債務者は，次の抗弁を放棄することができない。 

(a) 譲受人側の詐欺的行為により生じる抗弁 

(b) 債務者の制限能力に基づく抗弁 

３．第１項の合意は，債務者が署名した書面による合意によってのみ変更すること

ができる。変更の譲受人に対する効果は，次条第２項により決定される。 

附属書第１条 複数の譲受人間の優先関係 

同一の譲渡人から同一の債権を譲り受けた者の間においては，譲渡される債権

に対する譲受人の権利の優先関係は，債権の移転時にかかわらず，この附属書第

２部に基づき，譲渡に関するデータが登録された順によって決定される。データ

が登録されていない場合，優先関係は各譲渡契約の締結順によって決定される。 

附属書第２条 譲受人と譲渡人の倒産管財人又は債権者との間の優先関係 

倒産手続の開始，差押，裁判上の行為又は権限を有する機関による類似の行為

の前に，債権が譲渡され，かつ譲渡に関するデータがこの附属書第２部に基づき

登録された場合，譲渡される債権に対する譲受人の権利は，倒産管財人の権利及

び差押，裁判上の行為又は類似の行為によって，譲渡される債権に対して権利を

取得した債権者の権利に優先する。 
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